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　福岡県告示第928号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更前後別 区　　　　間 幅　員

（メートル）
延　長
（メートル）

八　女 一般
国道 442号
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～	
12.1

53.0	

後
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12.1	
～	
16.0		

53.0
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　保安林予定森林の所在場所

　　京都郡みやこ町犀川下伊良原字岩屋2688、2690、2690の５

２　指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部農山漁村振興課及び

みやこ町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第932号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件の変更をしようとする旨の通知

を受けたので、森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第30条

の規定により告示する。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　指定施業要件変更予定森林の所在場所

　　飯塚市、田川郡添田町、福智町（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　土砂の崩壊の防備

３　変更後の指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　福岡県告示第929号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

４年10月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

八　女 442号 八女市室岡725番１先から
筑後市大字前津90番１先まで

　福岡県告示第930号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因となる
自然現象の種類

元永 行橋市元永（別紙図面１に示す区域のとおり） 地滑り

備考　別紙図面１は省略し、その図面を行橋市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第931号

　保安林の指定をする予定であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２の規

定により次のように告示する。

　　令和４年10月28日
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　保安林予定森林の所在場所

　　朝倉郡東峰村（国有林。次の図に示す部分に限る。）

２　指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　朝倉郡東峰村（国有林。次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種は定めない。

　　ウ　主伐として伐採することができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び東峰村役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第935号

　水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第４条の３第１項の規定に基づき、化学的酸

素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画を次のように定めたので、同

条第５項の規定により告示する。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画（福岡県）

　この総量削減計画は、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第４条の３の規定に基

づき、水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第２第３号ヲに掲げる区域に

ついて、令和４年１月24日付け化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総

量削減基本方針（瀬戸内海）に定められた削減目標量を達成するため、必要な事項を定

　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び関係市役所及び町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第933号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定施業

要件の変更をする予定であるので、同法第33条の３において準用する同法第30条の２の

規定により次のように告示する。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

　　次に掲げる告示で定めるところによる。

　　昭和52年６月４日福岡県告示第759号

２　変更に係る指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　　変更しない。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部農山漁村振興課及び

みやま市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第934号

　農林水産大臣から、次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので、森

林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　令和４年10月28日
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合　　計 0.6 0.5

２　削減目標量の達成のための方途

　⑴　生活排水対策

　　　削減目標量の達成を図るためには、工場・事業場排水はもとより、生活系発生源

の占める割合が大きいことから、市町村と協力して生活排水対策の計画的な推進に

努めなければならない。

　　　このため、地域の実情に応じ、下水道、浄化槽、農業集落排水施設、コミュニテ

ィプラント等の生活排水処理施設及びし尿処理施設の整備を促進するとともに、適

正な施設維持管理の徹底等の生活排水対策を一層推進することにより、削減目標量

の達成を図る。

ア　下水道の整備

　　　　下水道の整備については、社会資本整備重点計画及び福岡県汚水処理構想との

整合を図りながら、目標年度までに表４に掲げる処理人口を目標に整備を促進す

るとともに、水洗化の促進等を図る。

　　　　下水道終末処理場については、施設維持管理の徹底等により排水水質の安定向

上に努める。

　　　　加えて、下水処理水の再生利用を促進するとともに、合流式下水道については

、越流水による負荷等への対策の重要性に鑑み、対象市町村の合流式下水道緊急

改善計画に基づく分流化や雨水滞水池等の設置等の取組を推進する。

表４　下水道整備計画

年度 行政人口（千人） 処理人口（千人）

令和６ 1,010 882

　※処理人口は、実処理人口を示す。

イ　浄化槽等の生活排水処理施設の整備

　　　　浄化槽、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、コミュニティプラントについ

ては、福岡県汚水処理構想との整合を図りつつ、目標年度までに表５に掲げる処

理人口を目標としてその整備を促進するとともに、水洗化・生活排水処理の促進

めるものである。

１　削減の目標

令和６年度を目標年度とする発生源別の削減目標量は次のとおりとする。

　⑴　化学的酸素要求量について

表１　発生源別の削減目標量

削減目標量（トン／日）
（参考）

令和元年度における量
（トン／日）

生活排水 ４ ４

産業排水 ５ ４

その他 ２ ２

合　　計 11 10

　⑵　窒素含有量について

表２　発生源別の削減目標量

削減目標量（トン／日）
（参考）

令和元年度における量
（トン／日）

生活排水 ４ ４

産業排水 ７ ６

その他 ３ ４

合　　計 14 14

　⑶　りん含有量について

表３　発生源別の削減目標量

削減目標量（トン／日）
（参考）

令和元年度における量
（トン／日）

生活排水 0.3 0.3

産業排水 0.2 0.1

その他 0.1 0.1
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　　　　また、特に対策が必要な地域を生活排水対策重点地域に指定し、生活排水対策

に計画的、総合的に取り組む。

　⑵　産業排水対策

　　　産業排水については、総量規制基準の設定及びこれに基づく事業場立入検査の実

施等により、事業場の総量削減を推進し、削減目標量の達成を図る。

　　ア　総量規制基準の設定

　　　　指定地域内事業場については、排水水質の実態、排水処理技術水準の動向、汚

濁負荷量削減のために採られた措置等を勘案し、公平性の確保に努めながら適切

な総量規制基準を定め、立入検査、水質検査等を行い、その遵守を徹底すること

により、削減目標量の達成を図る。

　　　　特に、新・増設の施設については、既設の施設に比べ、より高度な排水処理技

術の導入等が可能であるため、特別の総量規制基準を設定することにより、削減

目標量の達成を図る。

　　　　なお、総量規制基準に係るCc等の値は、環境大臣が定めた化学的酸素要求量

についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲（平成

18年環境省告示第134号）、窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他

の区分及びその区分ごとの範囲（平成18年環境省告示第135号）及びりん含有量に

ついての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲（平成18

年環境省告示第136号）により設定することとし、一部の業種については、製造工

程等により区分し、業種等の実態を考慮して適切に設定することとし、引き続き

現行の総量規制基準を適用する。

　　イ　総量規制基準が適用されない事業場等に対する対策

　　　　特定事業場のうち、総量規制基準が適用されない工場・事業場については、汚

水等の処理の方法等に関し、報告の徴収及び立入検査を実施し、福岡県小規模事

業場排水水質改善指導要領、北九州市小規模事業場排出水水質改善指導要領等に

基づき必要な指導等を行うことにより削減目標量の達成を図る。

　　　　また、その他の事業場等については、適宜必要な調査を実施することにより排

出水の特性等実態の把握に努めるとともに、必要に応じ指導、助言等を行う。

を図る。

　　　　浄化槽については、浄化槽設置整備事業の活用等により、浄化槽整備の促進及

び管理の強化を図るとともに、既設の単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換

の促進を図る。

　　　　農業集落排水施設については、農業振興地域において、その整備、促進を図る

。

　　　　漁業集落排水施設については、漁港背後の漁業集落において、その整備、促進

を図る。

　　　　コミュニティプラントについては、市町村の一般廃棄物処理計画に基づき、そ

の整備、促進を図る。

　　　　なお、浄化槽については、建築基準法（昭和25年法律第201号）、浄化槽法（昭

和58年法律第43号）、福岡県浄化槽法施行細則（昭和60年福岡県規則第51号）、

福岡県浄化槽事務取扱要領（昭和60年10月14日60整第601号衛生部長通知）、北九

州市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則（平成６年規則第13号）等に基づき

、適正な設置並びに定期検査及び保守点検・清掃の徹底を図ることにより、排水

水質の安定及び向上に努める。

　　　　し尿処理施設については、市町村の一般廃棄物処理計画に基づき、処理施設の

維持管理の徹底及び改善等により、排水水質の安定及び向上に努める。

表５　処理形態別汚水処理人口

年度 処理形態 処理人口（千人）

浄化槽 68

令和６
農業集落排水施設 12

漁業集落排水施設 ０＊

コミュニティプラント ０

　※処理人口は、実処理人口を示す。

　＊漁業集落排水施設の処理人口は、500人未満。

ウ　その他の生活排水対策

　　　　一般家庭からの生活排水による汚濁負荷量を削減するため、関係市町村と協力
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餌を利用して行う藻類養殖、貝類養殖等を推進するとともに、漁業について、漁獲

量の管理、資源回復計画、魚介類の生育に適した住み場や餌場の造成、漁場改善計

画に基づく適正養殖可能数量の遵守、沿岸水域における赤潮監視、漁場清掃等の保

全活動などにより、漁場生産力の向上や水産資源の増大を図り、水産生物の安定的

な漁獲を推進する。

　⑶　河川及び海域の環境整備

　　　河川及び海域の環境を改善するため、必要に応じ、次の事業を推進する。

ア　河川及び沿岸部の汚泥のしゅんせつ

イ　河川の流量確保

ウ　沖合漁場の覆砂

エ　その他河川、沿岸等の環境の保全に関する事業

　⑷　里海づくりの推進

　　　人の手を適切に加えることにより生物多様性及び生物生産性が高まった里海をめ

ざし、里海の概念や重要性について啓発を図る。

　⑸　監視体制の整備

　　　公共用水域の水質汚濁の状況及び瀬戸内海水域へ流入する汚濁負荷量の状況を正

確に把握し、有効かつ適切な対策を講ずるため、関係機関の相互協力のもと、河川

等公共用水域の水質監視、工場・事業場に対する立入検査等の実施による総量規制

基準の遵守状況の監視及びその他の発生源に対する指導等、効果的な監視体制の充

実を図る。

　⑹　教育、啓発等

　　　水質総量削減の目標を達成するためには、関係市町村、事業者及び県民の理解と

協力が必要である。このため、水質総量削減の趣旨及び内容について、自治体の広

報紙等により、正しい理解を求め、協力体制の強化を図る。

　　　事業者に対しては、各種の講習会等を通じ、本計画の趣旨及び内容の周知徹底に

努め、総量規制基準の遵守及び削減目標量の達成のための努力と協力を要請する。

　　　県民に対しては、家庭でできる浄化対策の実践及び一般ごみの不法投棄の防止等

に努めるよう広く啓発等を行う。

　　　児童、生徒に対しては、学校教育等の中で水質保全に対する正しい知識が得られ

　⑶　その他の発生源に係る対策

　　　その他の発生源である農地、畜産及び養殖漁場については、それぞれ次の施策を

推進し、削減目標量の達成を図る。

ア　農地からの負荷削減対策

　　　　環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進

等に関する法律（令和４年法律第37号）、環境と調和のとれた農業生産活動規範

（平成17年農林水産省）、有機農業の推進に関する法律（平成18年法律第112号

）等に基づき、農業環境規範の普及、ふくおかエコ農産物認証制度、施肥量の適

正化、有機質肥料の利用による化学肥料の低減等により、環境負荷の軽減等に配

慮した環境保全型農業を一層推進し、肥料施用量の低減を図る。

イ　畜産排水対策

　　　　畜産排水については、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法

律（平成11年法律第112号）、家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画（平

成21年３月福岡県）等に基づき、家畜排せつ物処理施設の整備、指導体制の整備

等により、家畜排せつ物の適正な処理を推進する。

　　　　また、耕畜連携の強化による良質堆肥の安定供給を推進する。

ウ　養殖漁場の改善

　　　　養殖漁場の環境改善を図るため、持続的養殖生産確保法（平成11年法律第51号

）等に基づき、漁場内の水質及び底質の改善を図るため、地域の実情に応じて適

切な措置を講ずる。

３　その他削減目標量の達成及び水環境の改善に関し必要な事項

　⑴　人工海浜、干潟・藻場の造成・保全

　　　響灘・周防灘（豊前海）に残された干潟・藻場を保全するとともに、豊前海にお

いて、生態系に配慮しつつ、砂浜、干潟・藻場の造成等を盛り込んだ事業を推進す

る。

　　　また、護岸整備等を行う際は、施工性及び経済性等も考慮しつつ、原則として、

生物共生型護岸等の環境配慮型構造物を採用する。

　⑵　環境負荷の少ない持続的な養殖等の取組の推進

　　　環境負荷の少ない持続的な養殖業の確立のため、海域中の自然にある栄養塩類や
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蒲船津土地区画整理組合の解散を認可したので、同条第５項の規定により次のように公

告する。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　組合の名称

　　柳川市三橋町蒲船津土地区画整理組合

２　事務所の所在地

　　柳川市三橋町蒲船津386番地

３　設立認可の年月日

　　令和２年４月17日

４　解散認可の年月日

　　令和４年10月17日

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項

の規定により福岡市から送付のあった次の都市計画の図書の写しを福岡県建築都市部都

市計画課において公衆の縦覧に供する。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　福岡広域都市計画生産緑地地区の変更（令和４年９月29日福岡市告示第267号）

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項

の規定により福岡市から送付のあった次の都市計画の図書の写しを福岡県建築都市部都

市計画課において公衆の縦覧に供する。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　福岡広域都市計画市場の変更（令和４年９月29日福岡市告示第269号）

るよう、水質保全意識の普及及び啓発に努める。

　⑺　調査研究の推進

　　　本計画の目標を達成するため、地域や季節ごとの漁場環境に適した栄養塩類の水

質管理方策等について、国におけるきれいで豊かな海の確保に関する検討状況等を

踏まえ、必要に応じて検討を進めていくとともに、水環境における汚濁機構の究明

と保全施策の効果に関する研究並びに必要な排水処理技術の調査研究及び普及に努

める。

　⑻　中小企業の助成措置等

　　　中小企業等が行う水質汚濁防止のための施設等の整備については、融資制度の周

知に努める。

　⑼　計画推進のための関係機関との連絡調整

　　　国、県、関係市町村等と緊密な連携を保ち、計画した諸施策の実施状況等につい

て情報、意見の交換等を行い、もって本計画の円滑な推進を図るものとする。

　福岡県告示第936号

　水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第４条の５第１項及び第２項の規定に基づき

、化学的酸素要求量に係る総量規制基準（平成19年６月福岡県告示第1208号）の一部を

次のように改正する。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　１の項中「瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号。以下「特別措置法」

という。）第５条第１項に規定する区域のうち福岡県の区域」を「水質汚濁防止法施行

令（昭和46年政令第188号）別表第２第３号ヲに掲げる区域」に改める。

　別表１の１の項中「特別措置法」を「瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第

110号。以下「特別措置法」という。）」に改める。

　公告

　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第45条第２項の規定に基づき、柳川市三橋町

公　　　告
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　⑴　駐車場の位置及び収容台数

駐車場の位置 収容台数（台）

建物敷地内（駐車場No.１） 51

建物敷地西側隔地（駐車場No.２） ６

合計 57

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

駐輪場の位置 収容台数（台）

建物敷地東側 14

合計 14

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

荷さばき施設の位置 面積（平方メートル）

Ａ棟南西側 50.0

合計 50.0

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

廃棄物等の保管施設の位置 容量（立方メートル）

建物敷地西側 7.42

合計 7.42

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

小売業者の氏名 開店時刻 閉店時刻

株式会社ドラッグストアモリ 24時間

長嶌　百合佳 午前７時00分 午後10時00分

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　届出年月日

　　令和４年10月14日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　（仮称）ドラッグストアモリ甘木店

　⑵　所在地　朝倉市甘木字後町1844番１の一部外

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

氏名又は名称 住所

株式会社ドラッグストアモリ 代表取締役　森　竜馬 朝倉市一木1148番地の１

石田　正隆 朝倉市大字甘木1844番地

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

氏名又は名称 住所

株式会社ドラッグストアモリ 代表取締役　森　竜馬 朝倉市一木1148番地の１

長嶌　百合佳 朝倉市大字甘木1844−５

４　大規模小売店舗を新設する日

　　令和５年６月15日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　1,486平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
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の役員が暴力団員であるもの（それぞれアに該当する者を除く。）

　　エ　次に掲げる法律の規定により届出の義務が課されたものであって、当該届出の

義務を履行していない者

①　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条

②　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条

③　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条

　　オ　県内の市町村において個人住民税（個人県民税及び個人市町村民税）を特別徴

収すべき者に対して給与の支払を行っている者であって、地方税法（昭和25年法

律第226号）第321条の４に規定する特別徴収義務者の指定を受けていないもの（

特別の理由がある場合を除く。）

　　カ　競争入札参加資格審査申請書（電子計算処理組織（知事の使用に係る電子計算

機（入力装置を含む。以下同じ。）と入札参加資格を得ようとする者の使用に係

る電子計算機を電気通信回線で接続したものをいう。）による電磁的記録を含む

。）及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

　　キ　営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

　⑵　競争入札参加資格審査事項については、次のとおりとする。

ア　従業員数

イ　年間売上高

ウ　自己資本金

エ　流動比率

オ　経営年数

　　カ　地域貢献活動項目（具体的な内容については、知事が別に定める。）

３　競争入札参加資格審査の申請方法等

　⑴　申請方法

次の書類を知事に提出するものとする。

ア　競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）

　　イ　法人にあっては登記事項証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）、個

人にあっては本籍地の市町村長の発行する身分証明書及び法務局が発行する登記

されていないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）

駐車場No. 駐車可能時間帯

駐車場No.１ 24時間

駐車場No.２ 午前６時00分～午後10時00分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

駐車場No. 出入口の数 位置

駐車場No.１ ２箇所 建物敷地南西側

駐車場No.２ １箇所 建物敷地西側隔地駐車場南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分から午後11時00分

　公告

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

372号）の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、次のとおり公告します。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　調達をする物品等又は特定役務の種類

複写サービスに係る単価契約（知事・教育）

２　競争入札参加者の資格

　⑴　競争入札に参加することができない者

　　ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号のいずれかに

該当する者（特別の理由がある場合を除く。）

　　イ　地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当するため知事が一定

の期間を定めて競争入札に参加させないこととした者であって、当該期間を経過

していないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人とし

て使用する者

　　ウ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってそ
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　　　（電話番号）092−643−3092（ダイヤルイン）

　　　申請書は、福岡県庁ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）からダウ

ンロードすることにより入手することができる。

　⑶　申請書の受付期間

　　　この公告の日から令和４年11月11日（金曜日）までとする。

　　　ただし、受付期間の終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、競

争入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある。

４　競争入札参加資格審査結果の通知

　　競争入札参加資格決定通知書により通知（郵送）する。

５　競争入札参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続

　⑴　競争入札参加資格の有効期間

　　　競争入札参加資格の有効期間は、この告示に基づき資格を取得したときから令和

５年９月末日までとする。

　⑵　有効期間の更新手続

　　　⑴の有効期間の更新を希望する者は、令和５年７月中に実施する福岡県競争入札

参加資格審査の申請をすること。

　公告

　政府調達に関する協定の適用を受ける物品等の調達について、次のとおり一般競争入

札に付します。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　競争入札に付する事項

　⑴　契約事項の名称

　　　複写サービスに係る単価契約（知事・教育）

　⑵　契約内容及び特質等

　　　入札説明書による。

　⑶　契約期間

　　　令和５年２月下旬（予定）から令和９年３月31日まで

　　ウ　県外に本店を有し、代表者が入札、契約の締結、代金の請求又は受領等を代理

人に委任する場合は、委任状（様式第２号）

　　エ　県税に未納のないことの証明書（３か月以内に発行された原本又は写し）並び

に消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書（３か月以内に発行さ

れた原本又は写し）

　　オ　社会保険等加入状況報告（誓約）書（様式第10号）及び確認資料

　　カ　個人住民税特別徴収実施申告（誓約）書（様式第11号）及び確認資料

　　キ　法人にあっては財務諸表の写し（申請書提出日の属する事業年度の直前２事業

年度分）、個人にあっては貸借対照表（申請書提出日の属する年の直前の12月31

日現在のもの）（様式第３号）及び所得税確定申告書の写し（申請書提出日の属

する年の直前２か年分）

　　ク　障がい者の雇用状況の報告義務がある場合には、障害者雇用状況報告書の写し

、報告義務がない場合で障がいのある方を雇用しているときには、障がい者雇用

状況調査票（様式第４号）

ケ　営業概要表（様式第５号）

　　コ　事業協同組合で官公需適格組合の証明を受けた組合にあっては、官公需適格組　　　

合用営業概要表（様式第６号）及び官公需適格組合証明書（物品関係）の写し等

サ　印刷業明細表（印刷業のみ）（様式第７号）

シ　ビル清掃管理業明細表（ビル清掃管理業のみ）（様式第８号）

ス　暴力団排除に関する誓約書（役員名簿）（様式第９号）

セ　営業に必要な許可、認可等を得たことを証する書類の写し

ソ　協同組合等の組合が申請する場合には、当該組合の定款及び組合員名簿

　　タ　ＩＳＯ9000シリーズの認証を取得している場合には、その登録証の写し

　　チ　福岡県物品関係競争入札参加者の格付及び指名等に関する要綱の付表の区分に

あるものに係る評価申請書等（ただし、障がい者雇用はクに掲げるもの）

　　ツ　返信用封筒（404円切手を貼付した長形３号封筒）

　⑵　申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務厚生課調達班

　　　〒812−8577　福岡市博多区東公園７番７号
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応じて速やかに提供できると認められる者

　⑷　電子入札による場合は、令和４年11月14日（月曜日）15時00分までに電子入札シ

ステムによる入札参加申請を行い、入札参加の確認を受けた者

　⑸　納入しようとする物品が１の⑵に示した物品であることを証明する機能証明書及

び保守サービス拠点一覧を総務事務厚生課調達班に令和４年11月22日（火曜日）15

時00分までに提出して確認を受けた者

　　・機能証明書及び保守サービス拠点一覧の提出場所及び問合せ先

　　　福岡県総務部総務事務厚生課調達班

　　　〒812−8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　　（電話番号）092−643−3092（ダイヤルイン）

　　　（ＦＡＸ）　092−643−3109

　　　なお、提出した機能証明書及び保守サービス拠点一覧について説明を求められた

ときは、これに応じなければならない。

　⑹　民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生

法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者

　⑺　福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間

中でない者

５　当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

　　福岡県総務部総務事務厚生課調達班

　　〒812−8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　（電話番号）092−643−3092（ダイヤルイン）

　　（ＦＡＸ）　092−643−3109

６　契約条項を示す場所

　　５の部局とする。

７　入札説明書の交付

　　令和４年10月28日（金曜日）から令和４年11月14日（月曜日）までの福岡県の休日

を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条に規定する休日（以下「県の休日

」という。）を除く毎日、９時00分から17時00分まで（最終日は15時00分まで）５の

　⑷　履行場所

　　　入札説明書による。

２　入札参加資格（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規定

に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。）

　　福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一

般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和４年４月福岡県告示第

371号）に定める資格を得ている者（令和３年度競争入札参加資格者名簿（物品）登載

者）

３　入札参加資格を得るための申請の方法

　　２に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の競争

入札参加資格審査申請書に必要事項を記入の上、次の部局へ提出すること。

・申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先

　　福岡県総務部総務事務厚生課調達班

　　〒812−8577　福岡市博多区東公園７番７号

　　（電話番号）092−643−3092（ダイヤルイン）

　　申請書は、福岡県庁ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）からダウン

ロードすることにより入手することができる。　

４　入札参加条件（地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加資

格をいう。以下同じ。）

　　令和４年12月12日（月曜日）現在において、次の条件を満たすこと。

　⑴　２の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次のいずれかの条件を満た

す者

大分類 中分類 業種名 等級

01 01 文具 ＡＡ

01 02 事務機器 ＡＡ

05 02 電気通信機器 ＡＡ

　⑵　当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

　⑶　納入する物品に係る保守、点検、修理その他アフターサービスを納入先の求めに
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面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合

　⑵　契約保証金

　　　契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

　　ア　県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100分の10以上を保険金額と

するもの）を締結し、その証書を提出する場合

　　イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書

面（当該発注者が交付した証明書）を提出する場合

13　入札の無効

　　次の入札は無効とする。

　　なお、11により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加

わることができない。

　⑴　入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札

　⑵　法令又は入札に関する条件に違反している入札

　⑶　同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札（電子入札書と

紙入札書を同一電子入札案件において提出したときを含む。ただし、システム障害

により福岡県の同意を得て、やむを得ず電子入札書と紙入札書を同一案件において

提出した場合を除く。）

　⑷　所定の場所（福岡県の電子入札システムのサーバを含む。）及び日時に到達しな

い入札

　⑸　入札者又はその代理人の記名（電子入札書の場合は電子署名）がなく、入札者が

判明できない入札（電子入札システムの不正使用又は電子証明書の不正使用により

入札した場合を含む。）

　⑹　入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額（税込み）の100分の５に達し

ない入札

　⑺　金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札（

ICカード失効等により開札時に入札書が判読できない場合を含む。）

　⑻　入札書内訳書に記載漏れがある入札

部局で交付する。

８　入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

９　入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

　⑴　提出場所

　　　５の部局とする。

　⑵　提出期限

　　　令和４年12月12日（月曜日）16時00分

　⑶　提出方法

　　　電子入札による提出。ただし、紙入札による場合は、持参（ただし、県の休日に

は受領しない。）又は郵便（書留郵便に限る。提出期限内必着）で行う。

10　開札の場所及び日時

　⑴　場所

　　　福岡市博多区東公園７番７号　南棟１階

　　　福岡県総務部総務事務厚生課入札室

　⑵　日時

　　　令和４年12月13日（火曜日）14時00分

　　　※紙入札者は令和４年12月13日（火曜日）13時45分までに集合すること。

11　落札者がない場合の措置

　　開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の８第４項

の規定により再度の入札を行う。

12　入札保証金及び契約保証金

　⑴　入札保証金

　　　見積金額（税込み）の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又

は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。

　　ア　県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額（税込み）の100分の５以上を

保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

　　イ　過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書
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　⑶　Contact	Point	 for	 the	Notice：General	Affairs	and	Welfare	Division,	General	

Affairs	Department,	Fukuoka	Prefectural	Office,７−７,	Higashikoen,	Hakata−ku,	

Fukuoka	City,	812−8577,	Japan

TEL	092−643−3092

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　小郡市松崎字寺ノ後401番６、402番２及び403番４並びに字古原821番１

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

三井郡大刀洗町鵜木1440−77　リラフォート橘Ｂ201

山下　大輔

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　小郡市八坂528番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

小郡市寺福童969番地１サンハイム101

永瀬　勇

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

　⑼　くじ番号の記載がない入札

　⑽　入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者

がした入札。

　　　なお、落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利を失

うものとし、契約を締結しない。

　⑾　入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札

14　落札者の決定の方法

　⑴　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。

　⑵　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに電子くじによ

り落札者を決定するものとする。

15　その他

　⑴　契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出するこ

と。

　⑵　この調達契約は、世界貿易機関（ＷＴＯ）協定の一部として、附属書四に掲げら

れている政府調達に関する協定の適用を受ける。なお、同協定に基づいて設置した

福岡県政府調達苦情検討委員会への苦情申立てについては、福岡県庁ホームページ

（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲載している。

　⑶　特定調達に係る苦情処理の関係において福岡県政府調達苦情検討委員会が調達手

続の停止等を要請する場合、調達手続の停止等があり得る。

　⑷　入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県

の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。

　⑸　その他、詳細は入札説明書による。

16　Summary

　⑴　The	name	of	a	contract	matter

　　　The	unit−price	contract	concerning	copy	service

　⑵　Time	Limit	of	Tender	

４：00	ＰＭ	on	December	12,	2022
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内山　健太郎

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　大野城市乙金東一丁目1019番１

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

大野城市乙金東一丁目２番35号

古賀　幸男

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市八並字中原1593番１、1593番３、1593番13から1593番29まで、1593番31から

1593番36まで、1598番２から1598番６まで、1542番186、1542番222から1542番225ま

で、1600番１から1600番３まで、1671番３から1671番15まで、1858番１、1858番３、

字亀ノ甲1601番１、1601番６から1601番15まで、1601番17、1601番18、1604番４、

1604番６及び1604番７並びに村山田字青木原1404番１及び1404番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

北九州市八幡西区則松三丁目14番10号

株式会社北九州興産

代表取締役　本田　直美

条第３項の規定により公告する。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　大野城市月の浦一丁目170番から177番まで

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

大野城市月の浦一丁目24番21号

戸渡　正弥

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　大野城市川久保三丁目217番１から217番４まで

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

大野城市川久保三丁目10番７号

舩越　順一

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糸島市大門字池ノ上58番８

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

福岡市西区石丸二丁目31番10−701号Ｊ・Ｇ・Ｍヴェルデ新室見
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株式会社コスモス薬品

代表取締役　横山　英昭

　公告

　地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第34条第３項の規定に基づき、公立大学

法人九州歯科大学令和３年度財務諸表について、次のとおり公告します。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公立大学法人九州歯科大学　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　西原　達次

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　飯塚市鶴三緒1099番６、1638番、1641番１、1641番２、1642番の一部、1673番２か

ら1673番６まで、1674番２から1674番７まで、1675番１から1675番３まで、1676番１

から1676番４まで、1677番１、1677番２、1677番３から1677番７まで、1678番１、

1678番２、1679番１、1679番２、1680番の一部、1681番１、1681番２及び1681番３、

字七七惣四1062番１から1062番６まで、1063番１から1063番４まで、1064番２、1065

番２、1066番２、1067番２、1068番２、1069番２、1071番１、1071番６、1071番７、

1082番２及び1083番１から1083番３まで、字道辻1099番３から1099番５まで並びに字

元船1136番１、1137番３、1151番１、1151番３から1151番６まで、1156番２、1159番

１、1159番３及び1164番２並びにこれらの区域内の道路である市有地

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

飯塚市小正319番地１

福岡嘉穂農業協同組合

代表理事組合長　笹尾　宏俊

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

直方市大字頓野3822番１、3822番７、3824番、3825番１、3827番１及び3828番１

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

福岡市博多区博多駅東二丁目10−１
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第

34
4 

号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

（
単

位
：
千

円
）

Ⅰ
　

固
定

資
産

１
有

形
固

定
資

産
土

地
2
,0

3
1
,4

1
7

建
物

1
7
,8

7
7
,7

7
0

減
価

償
却

累
計

額
▲

 7
,0

7
4
,2

1
5

減
損

損
失

累
計

額
▲

 2
2
,1

9
6

1
0
,7

8
1
,3

5
8

構
築

物
4
0
5
,6

9
5

減
価

償
却

累
計

額
▲

 1
6
5
,9

4
7

2
3
9
,7

4
7

工
具

器
具

備
品

8
9
0
,4

8
2

減
価

償
却

累
計

額
▲

 8
0
7
,4

7
2

8
3
,0

1
0

医
療

用
工

具
器

具
備

品
7
3
1
,9

2
6

減
価

償
却

累
計

額
▲

 6
6
1
,5

4
4

7
0
,3

8
1

リ
ー

ス
資

産
9
1
7
,6

0
0

減
価

償
却

累
計

額
▲

 3
2
6
,4

5
8

5
9
1
,1

4
1

図
書

1
9
7
,9

2
9

美
術

品
2
2
,7

6
1

有
形

固
定

資
産

合
計

1
4
,0

1
7
,7

4
9

２
無

形
固

定
資

産
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
1
0
,0

3
9

リ
－

ス
資

産
6
0
,4

5
4

電
話

加
入

権
7
5

無
形

固
定

資
産

合
計

7
0
,5

6
8

固
定

資
産

合
計

1
4
,0

8
8
,3

1
8

Ⅱ
　

流
動

資
産

現
金

及
び

預
金

6
9
4
,8

8
3

未
収

学
生

納
付

金
収

入
3
5
7

未
収

附
属

病
院

収
入

1
4
5
,2

7
5

徴
収

不
能

引
当

金
▲

 1
,4

3
7

1
4
4
,1

9
4

そ
の

他
の

未
収

入
金

3
6
,5

8
5

た
な

卸
資

産
1
,3

7
8

医
薬

品
及

び
診

療
材

料
1
5
,1

4
7

前
払

費
用

1
,4

4
3

流
動

資
産

合
計

8
9
3
,6

3
2

資
産

合
計

1
4
,9

8
1
,9

5
0

貸
 借

 対
 照

 表

（
令

和
4
 年

3
月

3
1
日

）

資
産

の
部



17
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日
第

34
4 

号

Ⅰ
　

固
定

負
債

資
産

見
返

負
債

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

等
9
2
,1

5
0

資
産

見
返

補
助

金
等

9
2
,5

6
4

資
産

見
返

寄
附

金
5
1
,2

4
4

資
産

見
返

物
品

受
贈

額
3
9
0
,3

9
5

6
2
6
,3

5
4

長
期

未
払

金
3
0
,0

3
0

長
期

リ
ー

ス
債

務
5
7
0
,2

8
7

固
定

負
債

合
計

1
,2

2
6
,6

7
2

Ⅱ
　

流
動

負
債

運
営

費
交

付
金

債
務

1
3
1
,3

4
0

寄
附

金
債

務
7
5
,5

2
1

前
受

受
託

研
究

費
1
,5

0
6

前
受

共
同

研
究

費
3
,6

6
1

前
受

金
3
,9

3
2

預
り

科
学

研
究

費
補

助
金

等
3
3
,4

1
7

預
り

金
2
4
,2

4
3

未
払

金
3
3
1
,6

6
5

診
療

報
酬

自
主

返
還

引
当

金
2
5
6

未
払

消
費

税
等

4
,7

8
1

リ
ー

ス
債

務
9
5
,2

7
9

流
動

負
債

合
計

7
0
5
,6

0
6

負
債

合
計

1
,9

3
2
,2

7
8

Ⅰ
資

本
金

地
方

公
共

団
体

出
資

金
1
9
,6

7
9
,2

0
9

資
本

金
合

計
1
9
,6

7
9
,2

0
9

Ⅱ
資

本
剰

余
金

資
本

剰
余

金
4
8
6
,2

6
1

損
益

外
減

価
償

却
累

計
額

（
▲

）
▲

 7
,0

3
2
,3

9
0

損
益

外
減

損
損

失
累

計
額

（
▲

）
▲

 2
1
,5

5
7

資
本

剰
余

金
合

計
▲

 6
,5

6
7
,6

8
6

Ⅲ
繰

越
欠

損
金

当
期

未
処

理
損

失
6
1
,8

5
1

（
う

ち
当

期
総

損
失

）
( 

5
6
,7

1
7

)
繰

越
欠

損
金

合
計

6
1
,8

5
1

純
資

産
合

計
1
3
,0

4
9
,6

7
1

負
債

純
資

産
合

計
1
4
,9

8
1
,9

5
0

負
債

の
部

純
資

産
の

部
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第

34
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号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

（
単

位
：
千

円
）

業
務

費
教

育
経

費
1
1
2
,0
6
5

研
究

経
費

1
5
7
,9
7
9

診
療

経
費

7
3
7
,0
7
4

教
育

研
究

支
援

経
費

4
3
,0
4
6

受
託

研
究

費
3
,8
1
3

共
同

研
究

費
1
3
,7
3
1

役
員

人
件

費
3
7
,5
9
3

教
員

人
件

費
1
,2
8
6
,2
7
0

職
員

人
件

費
7
1
3
,0
6
1

3
,1
0
4
,6
3
7

一
般

管
理

費
3
6
8
,7
3
9

財
務

費
用

支
払

利
息

6
,9
6
0

6
,9
6
0

雑
損

8
1
1

経
常

費
用

合
計

3
,4
8
1
,1
4
8

運
営

費
交

付
金

収
益

1
,6
4
4
,6
5
5

授
業

料
収

益
3
9
4
,9
6
0

入
学

金
収

益
6
4
,9
2
8

検
定

料
収

益
7
,5
6
8

附
属

病
院

収
益

1
,1
2
2
,4
0
6

受
託

研
究

収
益

4
,0
6
3

共
同

研
究

収
益

1
4
,8
8
6

補
助

金
等

収
益

3
5
,5
1
2

寄
附

金
収

益
2
9
,5
8
0

資
産

見
返

負
債

戻
入

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

等
戻

入
1
5
,7
7
2

資
産

見
返

補
助

金
等

戻
入

2
3
,5
8
4

資
産

見
返

寄
附

金
戻

入
9
,0
7
2

資
産

見
返

物
品

受
贈

額
戻

入
1
1
,5
6
6

5
9
,9
9
6

財
務

収
益

受
取

利
息

7
そ

の
他

の
財

務
収

益
2
6

3
4

雑
益 財

産
貸

付
料

収
益

4
,1
1
1

手
数

料
収

益
4
6
3

科
学

研
究

費
間

接
経

費
収

入
2
6
,4
3
8

そ
の

他
の

雑
益

1
7
,1
7
9

4
8
,1
9
2

経
常

収
益

合
計

3
,4
2
6
,7
8
6

経
常

損
失

5
4
,3
6
1

臨
時

損
失

固
定

資
産

除
却

損
8
,4
9
2

8
,4
9
2

臨
時

利
益

徴
収

不
能

引
当

金
戻

入
益

6
5
2

資
産

見
返

物
品

受
贈

額
戻

入
0

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

等
戻

入
0

資
産

見
返

寄
附

金
戻

入
0

そ
の

他
の

臨
時

利
益

3
,4
9
7

過
年

度
損

益
修

正
益

1
,9
8
6

6
,1
3
6

当
期

純
損

失
5
6
,7
1
7

当
期

総
損

失
5
6
,7
1
7

損
 益

 計
 算

 書

（
令

和
3
年

4
月

1
日

～
令

和
4
年

3
月

3
1
日

）

経
常

費
用

経
常

収
益
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令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日
第

34
4 

号

（
 単

位
：
千

円
 )

Ⅰ
業

務
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

　
　

原
材

料
、

商
品

又
は

サ
ー

ビ
ス

の
購

入
に

よ
る

支
出

▲
 9

2
4
,6

6
5

　
　

人
件

費
支

出
▲

 1
,9

8
4
,7

8
5

　
　

そ
の

他
の

業
務

支
出

▲
 2

9
0
,6

9
6

　
　

運
営

費
交

付
金

収
入

1
,6

5
9
,6

0
4

　
　

授
業

料
収

入
3
8
3
,3

1
3

　
　

入
学

金
収

入
6
4
,9

2
8

　
　

検
定

料
収

入
7
,5

6
8

　
　

附
属

病
院

収
入

1
,1

3
0
,4

3
1

　
　

受
託

研
究

収
入

2
,7

5
0

　
　

共
同

研
究

収
入

1
2
,6

9
9

　
　

補
助

金
等

収
入

2
7
,1

1
2

　
　

寄
附

金
収

入
2
6
,7

7
5

　
　

そ
の

他
の

収
入

6
8
,5

5
4

　
　

預
り

科
学

研
究

費
補

助
金

等
の

純
増

減
額

5
,2

6
9

業
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

1
8
8
,8

5
9

Ⅱ
投

資
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

　
　

有
形

固
定

資
産

の
取

得
に

よ
る

支
出

▲
 3

9
,4

6
8

　
　

無
形

固
定

資
産

の
取

得
に

よ
る

支
出

▲
 1

,7
4
4

　
　

　
　

小
計

▲
 4

1
,2

1
3

　
　

利
息

及
び

配
当

金
の

受
取

額
7

投
資

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

▲
 4

1
,2

0
6

Ⅲ
財

務
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

　
　

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

・
リ

ー
ス

債
務

の
返

済
に

よ
る

支
出

▲
 1

1
0
,9

6
1

　
　

　
　

小
計

▲
 1

1
0
,9

6
1

　
　

利
息

の
支

払
額

▲
 6

,9
6
0

財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

▲
 1

1
7
,9

2
1

Ⅳ
資

金
増

加
額

2
9
,7

3
1

Ⅴ
資

金
期

首
残

高
6
6
5
,1

5
2

Ⅵ
資

金
期

末
残

高
6
9
4
,8

8
3

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

計
算

書

（
令

和
3
年

４
月

１
日

～
令

和
4
年

３
月

3
1
日

）
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第

34
4 

号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

（
単
位
：
円
）

Ⅰ
当
期
未
処
理
損
失

6
1
,
8
5
1
,
1
8
0

当
期
総
損
失

5
6
,
7
1
7
,
5
5
9

前
期
繰
越
欠
損
金

5
,
1
3
3
,
6
2
1

Ⅱ
次
期
繰
越
欠
損
金

6
1
,
8
5
1
,
1
8
0

損
失
の
処
理
に
関
す
る
書
類



21
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日
第

34
4 

号

（
単

位
：
千

円
）

Ⅰ
業

務
費

用

(1
)

損
益

計
算

書
上

の
費

用

業
務

費
3
,1

0
4
,6

3
7

一
般

管
理

費
3
6
8
,7

3
9

財
務

費
用

6
,9

6
0

雑
損

8
1
1

臨
時

損
失

8
,4

9
2

3
,4

8
9
,6

4
0

(2
)

（
控

除
）
自

己
収

入
等

授
業

料
収

益
▲

 3
9
4
,9

6
0

入
学

金
収

益
▲

 6
4
,9

28

検
定

料
収

益
▲

 7
,5

6
8

附
属

病
院

収
益

▲
 1

,1
2
2
,4

0
6

受
託

研
究

収
益

▲
 4

,0
6
3

共
同

研
究

収
益

▲
 1

4
,8

86

寄
附

金
収

益
▲

 2
9
,5

80

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

等
戻

入
▲

 1
3
,8

59

資
産

見
返

寄
附

金
戻

入
▲

 9
,0

7
2

財
務

収
益

▲
 3

4

雑
益

▲
 2

1
,7

54

臨
時

利
益

▲
 6

,1
3
6

▲
 1

,6
8
9
,2

5
2

業
務

費
用

合
計

1
,8

0
0
,3

8
8

Ⅱ
損

益
外

減
価

償
却

相
当

額
5
3
0
,3

1
0

Ⅲ
引

当
外

賞
与

増
加

見
積

額
▲

 6
,4

7
3

Ⅳ
引

当
外

退
職

給
付

増
加

見
積

額
▲

 3
4
,7

36

Ⅴ
機

会
費

用

地
方

公
共

団
体

出
資

の
機

会
費

用
2
7
,4

16
2
7
,4

16

Ⅵ
行

政
サ

ー
ビ

ス
実

施
コ

ス
ト

2
,3

1
6
,9

0
5

行
政

サ
ー

ビ
ス

実
施

コ
ス

ト
計

算
書

（
令

和
３

年
４

月
１

日
～

令
和

４
年

３
月

３
１

日
）
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注
記

事
項

 
 
 
 
 

 

 
 Ⅰ

 
重
要
な
会
計
方
針

 

１
 
運
営
費
交
付
金
収
益
及
び
授
業
料
収
益
の
計
上
基
準

 

 
 
 
原
則
と
し
て
、
期
間
進
行
基
準
を
採
用
し
て
お
り
ま
す
。

 

な
お
、
退
職
一
時
金
、
個
人
業
績
評
価
加
算
及
び
特
別
交
付
金
の
う
ち
特
別
経
費
に
つ
い
て
は
、
費
用
進
行
基
準
を

採
用
し
て
お
り
ま
す
。

 

 

２
 
減
価
償
却
の
会
計
処
理
方
法

 

（
１
）
有
形
固
定
資
産

 

定
額
法
を
採
用
し
て
お
り
ま
す
。

 

耐
用
年
数
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
法
上
の
耐
用
年
数
を
基
準
と
し
て
お
り
ま
す
。
主
な
資
産
の
耐
用
年
数
は
、
以

下
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

 

建
物

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 8
～

4
7年

 

構
築
物

 
 
 
 

 
 

 
 
10
～

6
0年

 

工
具
器
具
備
品

 
 
 

 
 

4～
1
5年

 

 
医
療
用
工
具
器
具
備
品

 
 

4
～

10
年

 

所
有
権
移
転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
係
る
リ
ー
ス
資
産
に
つ
い
て
は
、
自
己
所
有
の
固
定
資
産
に
適
用

す
る
減
価
償
却
方
法
と
同
一
の
方
法
を
採
用
し
て
お
り
ま
す
。

 

な
お
、
受
託
研
究
等
収
入
に
よ
り
購
入
し
た
資
産
に
つ
い
て
は
、
当
該
受
託
研
究
期
間
、
所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ

ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
係
る
リ
ー
ス
資
産
に
つ
い
て
は
、
リ
－
ス
期
間
を
耐
用
年
数
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

ま
た
、
特
定
の
償
却
資
産
（
地
方
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
第

8
7
）
の
減
価
償
却
相
当
額
に
つ
い
て
は
、
財
産
 

的
基
礎
の
減
少
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
損
益
外
減
価
償
却
累
計
額
と
し
て
資
本
剰
余
金
か
ら
控
除
し
て

 

表
示
し
て
お
り
ま
す
。

 

 

（
２
）
無
形
固
定
資
産

 

定
額
法
を
採
用
し
て
お
り
ま
す
。

 

な
お
、
法
人
内
利
用
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
つ
い
て
は
、
法
人
内
に
お
け
る
利
用
可
能
期
間
（

5年
）
に
基
づ
い
て

お
り
ま
す
。

 

 

３
 
引
当
金
の
計
上
基
準

 

（
１
）
徴
収
不
能
引
当
金
及
び
貸
倒
引
当
金
の
計
上
基
準

 

債
権
の
回
収
不
能
に
よ
る
損
失
に
備
え
る
た
め
、
一
般
債
権
に
つ
い
て
は
貸
倒
実
績
率
に
よ
り
、
貸
倒
懸
念
債
権

等
特
定
の
債
権
に
つ
い
て
は
個
別
に
債
権
の
回
収
可
能
性
を
検
討
し
、
回
収
不
能
見
込
額
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。
 

 

（
２
）
賞
与
引
当
金
及
び
見
積
額
の
計
上
基
準

 

役
員
及
び
教
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
賞
与
に
つ
い
て
は
、
翌
期
以
降
の
運
営
費
交
付
金
に
よ
り
財
源
措
置
が
な

さ
れ
る
た
め
、
賞
与
引
当
金
は
計
上
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

 

な
お
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
実
施
コ
ス
ト
計
算
書
に
お
け
る
引
当
外
賞
与
増
加
見
積
額
は
、
当
事
業
年
度
末
の
引
当
外

賞
与
見
積
額
か
ら
前
事
業
年
度
末
の
同
見
積
額
を
控
除
し
た
額
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。
 

 （
３
）
退
職
給
付
に
係
る
引
当
金
及
び
見
積
額
の
計
上
基
準

 

退
職
一
時
金
に
つ
い
て
は
、
運
営
費
交
付
金
に
よ
り
財
源
措
置
が
な
さ
れ
る
た
め
、
退
職
給
付
に
係
る
引
当
金
を
 

 
 
 
  

 計
上
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

 

な
お
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
実
施
コ
ス
ト
計
算
書
に
お
け
る
引
当
外
退
職
給
付
増
加
見
積
額
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
 

会
計
基
準
第

8
9に
基
づ
き
計
算
さ
れ
た
退
職
一
時
金
に
係
る
退
職
給
付
引
当
金
の
当
期
増
加
額
を
計
上
し
て
お
り
ま

 

す
。
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（
４
）
診
療
報
酬
自
主
返
還
引
当
金
の
計
上
基
準

 

 
 
 
診
療
報
酬
自
主
返
還
引
当
金
は
、
平
成

2
9年
度
に
実
施
さ
れ
た
「
厚
生
労
働
省
並
び
に
九
州
厚
生
局
及
び
福
岡
県
 

に
よ
る
社
会
保
険
医
療
担
当
者
の
特
定
共
同
指
導
」
に
基
づ
く
診
療
報
酬
の
自
主
返
還
に
備
え
る
た
め
、
返
還
見
込
 

額
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。

 

 ４
 
た
な
卸
資
産
の
評
価
基
準
及
び
評
価
方
法

 

（
１
）
た
な
卸
資
産
（
貯
蔵
品
）

 
 
評
価
基
準
：
低
価
法

 
 
評
価
方
法
：
最
終
仕
入
原
価
法

 

 （
２
）
医
薬
品
及
び
診
療
材
料

 
 

 
評
価
基
準
：
低
価
法

 
 
評
価
方
法
：
最
終
仕
入
原
価
法

 

 

５
 
行
政
サ
ー
ビ
ス
実
施
コ
ス
ト
計
算
書
に
お
け
る
機
会
費
用
の
計
上
方
法

 

地
方
公
共
団
体
出
資
等
の
機
会
費
用
の
計
算
に
使
用
し
た
利
率

 

1
0
年
利
付
き
国
債
の
令
和

4年
3月
末
利
回
り
を
参
考
に
、

0
.2
10
％
で
計
算
し
て
い
ま
す
。

 

 

６
 
リ
ー
ス
取
引
の
会
計
処
理

 

リ
ー
ス
料
総
額
が

3
,0

0
0千
円
以
上
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
売
買
取
引
に
係
る
方
法

に
準
じ
た
会
計
処
理
に
よ
っ
て
お
り
ま
す
。

 

 

７
 
消
費
税
等
の
会
計
処
理

 

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
会
計
処
理
方
法
は
、
税
込
方
式
に
よ
っ
て
お
り
ま
す
。

 

 

Ⅱ
 
貸
借
対
照
表
関
係

 

１
 
賞
与
引
当
金
の
見
積
額

 

 
 
運
営
費
交
付
金
か
ら
充
当
さ
れ
る
べ
き
賞
与
引
当
金
の
見
積
額
は
、

1
16
,
07
5千
円
で
す
。
 

 

２
 
退
職
給
付
引
当
金
の
見
積
額

 

 
運
営
費
交
付
金
か
ら
充
当
さ
れ
る
べ
き
退
職
給
付
引
当
金
の
見
積
額
は
、
9
2
1,
8
02
千
円
で
す
。

 

 Ⅲ
 
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
関
係

 

１
 
資
金
の
期
末
残
高
の
貸
借
対
照
表
科
目
別
の
内
訳

 

現
金
及
び
預
金

 
 

6
9
4,

8
83
千
円

 

 

２
 
重
要
な
非
資
金
取
引
の
内
容

 

 
 
当
事
業
年
度
に
新
た
に
計
上
し
た
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
－
ス
取
引
に
係
る
資
産
及
び
債
務
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ

 

4
2
,
20
6千
円
で
す
。

 

 

Ⅳ
 
行
政
サ
ー
ビ
ス
実
施
コ
ス
ト
計
算
書
関
係

 

引
当
外
賞
与
増
加
見
積
額
及
び
引
当
外
退
職
給
付
増
加
見
積
額
の
対
象

 
 

引
当
外
賞
与
増
加
見
積
額
及
び
引
当
外
退
職
給
付
増
加
見
積
額
の
中
に
は
、
福
岡
県
か
ら
の
派
遣
職
員
に
係
る
も
の
が

以
下
の
と
お
り
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。

 

・
引
当
外
賞
与
増
加
見
積
額
の
う
ち
派
遣
職
員
に
係
る
額

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 
26
8千
円

 

・
引
当
外
退
職
給
付
増
加
見
積
額
の
う
ち
派
遣
職
員
に
係
る
額

 
 
 
 
 
 
 
▲
5
,
12
5千
円

 

 Ⅴ
 
金
融
商
品
に
関
す
る
事
項

 

 
 １

 金
融
商
品
の
状
況
に
関
す
る
事
項

 

 
 
 
当
法
人
は
、
資
金
運
用
に
つ
い
て
は
預
金
に
限
定
し
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

 

 
 
 
資
金
運
用
に
あ
た
っ
て
は
当
法
人
が
適
用
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第

4
3条
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
し
て
お
り
、

公
債
・
社
債
及
び
株
式
等
は
保
有
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
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２
 金
融
商
品
の
時
価
等
に
関
す
る
事
項

 

 
 
 
  
 期
末
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
計
上
額
、
時
価
及
び
こ
れ
ら
の
差
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

 

 
 
 
（
単
位
：
千
円
）

 

 
貸
借
対
照
表
計
上
額

(
＊

) 
時
価

(
＊
) 

差
額

 

(
１

) 現
金
及
び
預
金

 
6
9
4
,8
8
3 

6
9
4
,8
8
3 

-
 

(
２

)未
払
金

 
(
3
3
1,
6
65

) 
 
(
3
31

,
66
5
) 

-
 

(
３

)リ
ー
ス
債
務
（
短
期
リ
ー
ス

債
務
を
含
む
）

 
(
6
6
5,
5
66

) 
(
6
8
4,
3
04

) 
(
1
8
,7
3
8)
 

 
 
 

(＊
)負
債
で
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
（

 
 
）
で
表
示
し
て
お
り
ま
す
。

 

 
 
 

(注
)金
融
商
品
の
時
価
の
算
定
方
法

 

(
１

)現
金
及
び
預
金

 

 
 
短
期
間
で
決
済
さ
れ
る
た
め
、
時
価
は
帳
簿
価
額
に
ほ
ぼ
等
し
い
こ
と
か
ら
、
当
該
帳
簿
価
額
に

 

 
 よ
っ
て
お
り
ま
す
。

 

(
２

)未
払
金

 

 
 
短
期
間
で
決
済
さ
れ
る
た
め
、
時
価
は
帳
簿
価
額
に
ほ
ぼ
等
し
い
こ
と
か
ら
、
当
該
帳
簿
価
額
に

 

 
 よ
っ
て
お
り
ま
す
。

 

(
３

)リ
ー
ス
債
務

 

 
 
元
利
金
の
合
計
額
を
、
新
規
に
同
様
の
リ
ー
ス
取
引
を
行
っ
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
利
率
で
割
り
引
い
た
現

 

在
価
値
に
よ
り
算
定
し
て
お
り
ま
す
。

 
 
 
 

 

 

Ⅵ
 
減
損
会
計
関
係

 

(
１

) 減
損
の
兆
候
が
認
め
ら
れ
た
固
定
資
産
の
用
途
、
種
類
、
場
所
、
帳
簿
価
額
等
の
概
要

  
 
 
 （
単
位
：
千
円
） 

用
途

 
種
類

 
場
所
 

帳
簿
価
額

 

共
同
住
宅
用
地

 
土
地

 
北
九
州
市
小
倉
北
区
真
鶴
２
丁
目

4
0番
地
 

1
2
3
,2
9
2
 

 

(
２

)認
め
ら
れ
た
減
損
の
兆
候
の
概
要

 

当
該
土
地
は
、
４
階
建
て
共
同
住
宅
の
全
入
居
者
が
退
去
し
た
こ
と
に
伴
い
遊
休
状
態
と
な
っ
て
い
る
た
め
、

減
損
の
兆
候
が
あ
る
も
の
と
判
断
し
て
お
り
ま
す
。

 

 

(
３

)減
損
を
認
識
し
な
い
根
拠

 

当
該
土
地
は
、
将
来
に
お
い
て
使
用
が
想
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
減
損
を
認
識
し
な
い
こ
と
と
し
ま
し
た
。
 

 

Ⅶ
 
賃
貸
等
不
動
産
の
時
価
等
に
関
す
る
事
項

 

賃
貸
等
不
動
産
の
総
額
に
重
要
性
が
乏
し
い
た
め
、
注
記
を
省
略
し
て
お
り
ま
す
。

 

 

Ⅷ
 
資
産
除
去
債
務

 

該
当
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

 

Ⅸ
 
重
要
な
債
務
負
担
行
為

 

 
 
該
当
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

 Ⅹ
 
重
要
な
後
発
事
象

 

 
 
該
当
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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（
単

位
：
千

円
）

当
　

  
期

償
 却

 額
当

  
  
期

損
 益

 内
当

  
  
期

損
 益

 外

建
物

1
7
,7

44
,6

9
6

-
-

1
7
,7

44
,6

9
6

7
,0

0
2
,5

5
0

5
2
8
,9

6
9

2
2
,1

96
-

-
1
0
,7

19
,9

4
8

有
形

固
定

資
産

構
築

物
6
,9

6
1

-
-

6
,9

6
1

4
,0

6
7

3
5
5

-
-

-
2
,8

9
3

（
特

定
償

却
資

産
）

工
具

器
具

備
品

2
1
,9

59
-

-
2
1
,9

59
1
9
,8

58
5
0
3

-
-

-
2
,1

0
0

計
1
7
,7

73
,6

1
6

-
-

1
7
,7

73
,6

1
6

7
,0

2
6
,4

7
6

5
2
9
,8

2
8

2
2
,1

96
-

-
1
0
,7

24
,9

4
2

建
物

1
3
1
,4

2
4

1
,6

5
0

-
1
3
3
,0

7
4

7
1
,6

64
1
3
,0

98
-

-
-

6
1
,4

10

構
築

物
3
9
8
,7

3
4

-
-

3
9
8
,7

3
4

1
6
1
,8

7
9

1
1
,9

62
-

-
-

2
3
6
,8

5
4

有
形

固
定

資
産

工
具

器
具

備
品

8
3
4
,6

1
6

3
7
,8

07
3
,9

0
0

8
6
8
,5

2
3

7
8
7
,6

1
3

2
0
,2

54
-

-
-

8
0
,9

10

（
特

定
償

却
資

産
以

外
）

医
療

用
工

具
器

具
備

品
7
0
4
,4

4
9

3
0
,3

54
2
,8

7
7

7
3
1
,9

2
6

6
6
1
,5

4
4

2
5
,2

02
-

-
-

7
0
,3

81

リ
ー

ス
資

産
9
6
5
,3

0
8

4
2
,2

06
8
9
,9

13
9
1
7
,6

0
0

3
2
6
,4

5
8

9
3
,5

40
-

-
-

5
9
1
,1

4
1

図
書

1
9
6
,7

2
5

1
,6

7
3

4
6
9

1
9
7
,9

2
9

-
-

-
-

-
1
9
7
,9

2
9

計
3
,2

3
1
,2

5
7

1
1
3
,6

9
1

9
7
,1

60
3
,2

4
7
,7

8
9

2
,0

0
9
,1

6
1

1
6
4
,0

5
7

-
-

-
1
,2

3
8
,6

2
7

土
地

2
,0

3
1
,4

1
7

-
-

2
,0

3
1
,4

1
7

-
-

-
-

-
2
,0

3
1
,4

1
7

非
償

却
有

形
固

定
資

産
美

術
品

2
2
,7

61
-

-
2
2
,7

61
-

-
-

-
-

2
2
,7

61

計
2
,0

5
4
,1

7
9

-
-

2
,0

5
4
,1

7
9

-
-

-
-

-
2
,0

5
4
,1

7
9

土
地

2
,0

3
1
,4

1
7

-
-

2
,0

3
1
,4

1
7

-
-

-
-

-
2
,0

3
1
,4

1
7

建
物

1
7
,8

76
,1

2
0

1
,6

5
0

-
1
7
,8

77
,7

7
0

7
,0

7
4
,2

1
5

5
4
2
,0

6
7

2
2
,1

96
-

-
1
0
,7

81
,3

5
8

注
1
）

構
築

物
4
0
5
,6

9
5

-
-

4
0
5
,6

9
5

1
6
5
,9

4
7

1
2
,3

18
-

-
-

2
3
9
,7

4
7

工
具

器
具

備
品

8
5
6
,5

7
5

3
7
,8

07
3
,9

0
0

8
9
0
,4

8
2

8
0
7
,4

7
2

2
0
,7

58
-

-
-

8
3
,0

10
注

2
）

医
療

用
工

具
器

具
備

品
7
0
4
,4

4
9

3
0
,3

54
2
,8

7
7

7
3
1
,9

2
6

6
6
1
,5

4
4

2
5
,2

02
-

-
-

7
0
,3

81
注

3
）

リ
ー

ス
資

産
9
6
5
,3

0
8

4
2
,2

06
8
9
,9

13
9
1
7
,6

0
0

3
2
6
,4

5
8

9
3
,5

40
-

-
-

5
9
1
,1

4
1

注
4
）

図
書

1
9
6
,7

2
5

1
,6

7
3

4
6
9

1
9
7
,9

2
9

-
-

-
-

-
1
9
7
,9

2
9

注
5
）

美
術

品
2
2
,7

61
-

-
2
2
,7

61
-

-
-

-
-

2
2
,7

61

計
2
3
,0

59
,0

5
2

1
1
3
,6

9
1

9
7
,1

60
2
3
,0

75
,5

8
4

9
,0

3
5
,6

3
8

6
9
3
,8

8
6

2
2
,1

96
-

-
1
4
,0

17
,7

4
9

無
形

固
定

資
産

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

7
,2

0
5

-
-

7
,2

0
5

5
,9

1
3

4
8
1

-
-

-
1
,2

9
1

（
特

定
償

却
資

産
）

計
7
,2

0
5

-
-

7
,2

0
5

5
,9

1
3

4
8
1

-
-

-
1
,2

9
1

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

5
5
,6

96
1
,7

4
4

-
5
7
,4

40
4
8
,6

92
3
,2

8
1

-
-

-
8
,7

4
8

リ
－

ス
資

産
2
0
1
,0

3
6

-
-

2
0
1
,0

3
6

1
4
0
,5

8
1

3
8
,8

57
-

-
-

6
0
,4

54

計
2
5
6
,7

3
2

1
,7

4
4

-
2
5
8
,4

7
6

1
8
9
,2

7
4

4
2
,1

38
-

-
-

6
9
,2

02

電
話

加
入

権
7
5

-
-

7
5

-
-

-
-

-
7
5

計
7
5

-
-

7
5

-
-

-
-

-
7
5

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

6
2
,9

01
1
,7

4
4

-
6
4
,6

46
5
4
,6

06
3
,7

6
2

-
-

-
1
0
,0

39
注

6
）

リ
－

ス
資

産
2
0
1
,0

3
6

-
-

2
0
1
,0

3
6

1
4
0
,5

8
1

3
8
,8

57
-

-
-

6
0
,4

54

電
話

加
入

権
7
5

-
-

7
5

-
-

-
-

-
7
5

計
2
6
4
,0

1
2

1
,7

4
4

-
2
6
5
,7

5
7

1
9
5
,1

8
8

4
2
,6

19
-

-
-

7
0
,5

68

　
注

1
）
　

建
物

の
当

期
増

加
額

は
、

空
気

調
和

設
備

工
事

（
C

T
・
C

T
操

作
室

)1
,6

5
0
千

円
に

よ
る

も
の

で
す

。

　
注

2
）
　

工
具

器
具

備
品

の
当

期
増

加
額

は
、

オ
ン

ラ
イ

ン
資

格
確

認
ｼ
ｽ

ﾃ
ﾑ

対
応

費
用

1
,3

0
1
千

円
、

コ
ピ

ー
機

(R
IC

O
H

 I
M

 C
3
0
0
0
)5

3
4
千

円
、

ソ
ニ

ー
プ

ロ
ジ

ェ
ク

タ
1
,9

9
9
千

円
、

電
話

交
換

機
更

新
工

事

　
　

　
　

　
2
2
,5

1
5
千

円
、

ダ
イ

レ
ク

ト
ヒ

ー
ト

型
C

O
2
イ

ン
キ

ュ
ベ

ー
タ

ー
7
7
0
千

円
、

In
fi
n
it
e
2
0
0
P

R
O

 F
 P

le
x 

2
,7

1
7
千

円
、

C
la

ss
Ⅱ

安
全

キ
ャ

ビ
ネ

ッ
ト

1
,1

4
6
千

円
、

フ
リ

ー
ズ

超
低

温
槽

9
9
8
千

円
、

超
低

温

　
　

　
　

　
フ

リ
ー

ザ
ー

5
7
8
千

円
、

ダ
イ

レ
ク

ト
ヒ

ー
ト

型
マ

ル
チ

ガ
ス

イ
ン

キ
ュ

ベ
ー

タ
ー

5
8
6
千

円
、

ダ
イ

レ
ク

ト
ヒ

ー
ト

型
C

O
2
イ

ン
キ

ュ
ベ

ー
タ

ー
6
3
1
千

円
、

セ
ラ

フ
ュ

ー
ジ

ョ
ン

N
X
・
ス

パ
ー

ポ
ン

プ
F
D

一
式

　
　

　
　

　
6
9
3
千

円
、

F
o
rt

iG
at

e
-
6
0
F
フ

ァ
イ

ア
ウ

ォ
ー

ル
設

定
作

業
一

式
5
5
1
千

円
、

病
院

監
視

カ
メ

ラ
設

備
8
0
3
千

円
、

附
属

病
院

7
階

オ
ペ

室
監

視
カ

メ
ラ

1
,9

8
0
千

円
に

よ
る

も
の

で
す

。

　
　

　
　

　
工

具
器

具
備

品
の

当
期

減
少

額
は

、
ア

ス
テ

ッ
ク

 C
O

2
イ

ン
キ

ュ
ベ

ー
タ

ー
6
2
5
千

円
、

デ
ー

タ
取

得
・
分

析
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

シ
ス

テ
ム

1
,2

9
6
千

円
、

ル
ミ

ノ
メ

ー
タ

ー
1
,1

8
1
千

円
、

製
氷

機
7
9
6
千

円

　
　

　
　

　
に

よ
る

も
の

で
す

。

　
注

3
）
　

医
療

用
工

具
器

具
備

品
の

当
期

増
加

額
は

、
手

術
・
麻

酔
管

理
シ

ス
テ

ム
2
4
,8

82
千

円
、

血
液

ガ
ス

分
析

装
置

エ
ポ

ッ
ク

9
9
0
千

円
、

イ
ル

ミ
ス

キ
ャ

ン
Ⅱ

5
4
4
千

円
、

ア
ナ

ロ
グ

式
歯

科
用

パ
ノ

ラ
マ

　
　

　
　

　
撮

影
装

置
3
,9

3
8
千

円
に

よ
る

も
の

で
す

。

　
　

　
　

　
医

療
用

工
具

器
具

備
品

の
当

期
減

少
額

は
、

血
液

ガ
ス

分
析

装
置

ラ
ピ

ッ
ド

ポ
イ

ン
ト

4
0
5
 1

,8
3
7
千

円
、

G
C

オ
ク

ル
ー

ザ
ー

7
0
9
一

式
1
,0

3
9
千

円
に

よ
る

も
の

で
す

。

　
注

4
）
　

リ
ー

ス
資

産
（
有

形
固

定
資

産
）
の

当
期

増
加

額
は

、
基

幹
サ

ー
バ

ー
シ

ス
テ

ム
4
2
,2

06
千

円
に

よ
る

も
の

で
す

。

　
　

　
　

　
リ

ー
ス

資
産

（
有

形
固

定
資

産
）
の

当
期

減
少

額
は

、
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
演

習
設

備
一

式
4
3
,2

4
9
千

円
、

基
幹

サ
ー

バ
シ

ス
テ

ム
3
8
,4

48
千

円
、

全
身

麻
酔

シ
ス

テ
ム

一
式

4
,6

4
4
千

円
、

基
幹

仮
想

　
　

　
　

　
サ

ー
バ

群
機

器
増

設
及

び
追

加
構

築
業

務
一

式
3
,5

7
2
千

円
に

よ
る

も
の

で
す

。

　
注

5
）
　

図
書

の
当

期
増

加
額

は
、

購
入

8
7
4
千

円
、

現
物

寄
附

7
3
2
千

円
及

び
科

研
費

寄
附

6
6
千

円
に

よ
る

も
の

で
す

。

　
　

　
　

　
図

書
の

当
期

減
少

額
は

、
除

却
図

書
4
6
9
千

円
に

よ
る

も
の

で
す

。

　
注

6
）
　

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

の
当

期
増

加
額

は
、

再
履

修
対

象
指

定
科

目
の

E
xc

e
lフ

ァ
イ

ル
取

込
7
2
1
千

円
、

A
P

C
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
オ

ン
デ

マ
ン

ド
配

信
動

画
公

開
ペ

ー
ジ

構
築

1
,0

2
3
千

円
に

よ
る

も
の

で
す

。

当
  
  
期

減
 少

 額

減
 価

 償
 却

 累
 計

 額
減

 損
 損

 失
 累

 計
 額

無
形

固
定

資
産

合
計

無
形

固
定

資
産

(特
定

償
却

資
産

以
外

）

（
１

）
固

定
資

産
の

取
得

及
び

処
分

、
減

価
償

却
費

（
「
第

8
7
　

特
定

の
償

却
資

産
の

減
価

に
係

る
会

計
処

理
」
及

び
「
第

9
1
  

資
産

除
去

債
務

に
係

る
特

定
の

除
去

費
用

等
の

会
計

処
理

」
に

よ
る

損
益

外
減

価
償

却
相

当
額

も
含

む
。

）
並

び
に

減
損

損
失

の
明

細

資
　

産
　

の
　

種
　

類
期

  
 首

残
  
 高

当
  
  
期

増
 加

 額

当
期

増
減

額
の

要
因

は
以

下
の

と
お

り
で

す
。

有
形

固
定

資
産

合
計

非
償

却
無

形
固

定
資

産

差
  
  
引

当
 期

 末
残

  
  
高

摘 要
期

  
 末

残
  
 高
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号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

(2
)　

た
な

卸
資

産
の

明
細

  
  

注
）
当

期
減

少
額

の
そ

の
他

は
、

医
薬

品
及

び
診

療
材

料
の

低
価

法
適

用
に

伴
う

評
価

損
に

よ
る

も
の

で
す

。

(3
)　

有
価

証
券

の
明

細

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

(4
)　

長
期

貸
付

金
の

明
細

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

(5
)　

長
期

借
入

金
の

明
細

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

(6
)　

公
立

大
学

法
人

債
の

明
細

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

(7
)　

引
当

金
の

明
細

  
  

注
）
当

期
減

少
額

（
そ

の
他

）
は

、
洗

替
に

よ
る

戻
入

額
6
5
2
千

円
及

び
前

年
度

修
正

分
1
,9

8
6
千

円
に

よ
る

も
の

で
す

。

診
療

報
酬

自
主

返
還

引
当

金
2
5
6

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

-
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
-

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

-
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
2
5
6

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2
0
9
,6

9
6

-

種
　

　
類

期
首

残
高

当
期

増
加

額 そ
の

他
当

期
購

入
・

製
造

・
振

替

た
な

卸
資

産

-
医

薬
品

及
び

診
療

材
料

（
単

位
：
千

円
）

期
末

残
高

摘
　

　
要

払
出

・
振

替

当
期

減
少

額

-
-

1
2
6

1
,3

7
8

2
1
2
,2

6
6

5
5
2

1
5
,1

4
7

2
1
2
,3

9
2

摘
　

　
要

そ
の

他

-

注
）

5
5
2

そ
の

他

-
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

期
首

残
高

当
期

増
加

額
当

期
減

少
額

1
6
,5

2
5

5
8
4

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2
,6

3
9

  
  

  
  

  
  

  
  

  

計
1
9
,7

7
4

期
末

残
高 1

,4
3
7

  
  

  
  

  
  

  
  

  

（
単

位
：
千

円
）

注
)

　
計

区
　

　
　

分

2
0
9
,6

9
6

4
,9

1
7

  
  

  
  

  
  

  
  

  
-

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

5
8
4

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2
,6

3
9

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1
,6

9
3

  
  

  
  

  
  

  
  

  

1
,5

0
4

1
8
,2

7
0

目
的

使
用

徴
収

不
能

引
当

金
4
,6

6
1
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年
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月
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日
　

金
曜

日
第
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4 

号

(8
)　

資
産

除
去

債
務

の
明

細

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

(
9
)
　
保
証
債
務
の
明
細

該
当
事
項
は
あ
り
ま
せ

ん
。

(
1
0
)
　
資
本
金
及
び
資
本

剰
余
金
の
明
細

注
）
 
当
期
増
加
額
は
、
特
定
償
却
資
産
の
減
価
償
却
に
よ
る
も
の
で
す
。

(
1
1
)
　
積
立
金
等
の
明
細

及
び
目
的
積
立
金
の
取
崩
し
の
明
細

(
1
1
)
－
1
　
積
立
金
の
明
細

注
）
前
中
期
目
標
期
間

繰
越
積
立
金
の
当
期
減
少
額
は
、
前
期
欠
損
額
の
補

填
1
,
2
5
4
千
円

に
充

当
し

た
も

の
で

す
。

(
1
1
)
－
2
　
目
的
積
立
金
の
取
り
崩
し
の
明
細

（
単

位
：
千

円
）

（
単

位
：
千

円
）

期
末

残
高

当
期

減
少

額
摘

　
　

要

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

（
単

位
：
千

円
）

▲
 2

,3
1
9

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1
9
,6

7
9
,2

0
9

注
）

期
首

残
高

当
期

増
加

額

1
9
,6

7
9
,2

0
9

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

当
期

減
少

額
摘

　
　

要

計

4
0
6
,3

0
9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

区
　

　
分

資
本

金

福
岡

県
出

資
金

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

期
末

残
高 1

9
,6

7
9
,2

0
9

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

1
9
,6

7
9
,2

0
9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2
2
,7

6
1

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
寄

附
金

等

5
9
,5

0
9

無
償

譲
与

5
9
,5

0
9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

2
2
,7

6
1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
▲

 2
,3

1
9

損
益

外
除

売
却

差
額

相
当

額

4
0
6
,3

1
0

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
目

的
積

立
金

▲
 7

,0
3
2
,3

9
0

▲
 6

,5
6
7
,6

8
6

4
8
6
,2

6
1

▲
 5

3
0
,3

1
0

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

▲
 2

1
,5

5
7

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

▲
 2

1
,5

5
7

当
期

増
加

額

▲
 6

,5
0
2
,0

8
0

計

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

期
首

残
高

損
益

外
減

損
損

失
累

計
額

4
8
6
,2

6
1

損
益

外
減

価
償

却
累

計
額

1
,2

5
4

計

－

差
引

計
▲

 6
,0

3
7
,3

7
6

前
中

期
目

標
期

間
繰

越
積

立
金

資
本

剰
余

金

▲
 5

3
0
,3

1
0

1
,2

5
4

区
　

　
分

－－

－
1
,2

5
4

1
,2

5
4

注
）

積
立

金
の

名
称

前
中

期
目

標
期

間
繰

越
積

立
金

及
 び

 事
 業

 名
附

属
病

院
修

繕
事

業
そ

の
他

計

前
期

欠
損

金
の

補
填

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
,2

5
4

1
,2

5
4

合
　

計
-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
,2

5
4

1
,2

5
4



28
第

34
4 

号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

(1
2
)　

運
営

費
交

付
金

債
務

及
び

運
営

費
交

付
金

収
益

の
明

細

(1
2
)－

1
　

運
営

費
交

付
金

債
務

（
単

位
：
千

円
）

(1
2
)－

2
　

運
営

費
交

付
金

収
益

（
単

位
：
千

円
）

(1
3
)　

地
方

公
共

団
体

等
か

ら
の

財
源

措
置

の
明

細

  
  

  
  

  
補

助
金

等
の

明
細

（
単

位
：
千

円
）

(
1
4
)
　
役
員
及
び
教
職
員
の
給
与
の

明
細

（
単

位
：
千

円
、

人
）

注
１
)
 
役
員
に
対
す
る
報
酬
は
、
公
立
大
学
法
人
九
州
歯
科
大
学
役
員
報
酬
規
程
に
基
づ
き
算
出
を
行
っ
て

お
り

ま
す

。
注
２
）
教
職
員
の
給
与
及
び
退
職
手
当
は
、
公
立
大
学
法
人
九
州
歯
科
大
学
職
員
給
与
規
程
、
公
立
大
学
法

人
九

州
歯

科
大

学
教

員
年

俸
規

程
及

び
公

立
大

学
法

人
九

州
歯

科
大

学
　
　
　
職
員
退
職
手
当
規
程
に
基
づ
き
算
出
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
退
職
手
当
は
給
料
月
額
に
勤
続

期
間

を
勘

案
し

て
算

出
を

行
っ

て
お

り
ま

す
。

注
３
）
役
員
、
教
職
員
の
支
給
人
数
に
は
、
年
間
平
均
支
給
人
員
数
を
記
載
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
退
職

給
付

に
は

、
期

末
時

の
総

支
給

人
員

数
を

記
載

し
て

お
り

ま
す

。
注
４
）
報
酬
又
は
給
料
等
に
は
、
受
託
研
究
費
に
含
ま
れ
る
人
件
費
は
含
ま
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

注
５
）
承
継
職
員
等
は
お
り
ま
せ
ん
。

8
,4

0
5

7
0
,3

75
令

和
2
年

度
7
8
,7

80
-

7
,1

0
4

1
,3

0
1

-

3
0
0

2
0
2
1
年

度
九

州
歯

科
大

学
歯

科
医

師
臨

床
研

修
指

導
歯

科
医

講
習

会
補

助
金

福
岡

県
 直

接
経

費
－

3
0
0

－

当
期

振
替

額

7
,1

0
4

8
9
,4

96
1
5
5
,2

7
6

－
－

－
3
0
0

－

1
2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1
2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1
6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

退
職

給
付

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1
6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

法
定

福
利

費

－
－

支
給

人
員

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-
3
5
,5

12
-

9
,5

6
8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

計
1
,6

5
8
,2

9
3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

3
6
2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

2
5
4
,9

5
0

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1
2
3
,6

8
0

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

非
常

勤
2
1
1
,7

4
7

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1
6
9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

9
2
,3

8
5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

合
計

常
　

勤
1
,4

4
6
,5

4
6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1
9
3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

2
2
7
,9

4
2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

2
1
8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

計
6
1
1
,1

0
7

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1
2
3
,6

8
0

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

2
7
,0

0
8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

－
－

－

5
8
,0

28

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5
8
,0

28

－
－

－－
3
5
,5

12
－

－

－

－
－

－

－
2
2
,5

15

8
,4

9
2

－
3
1
,0

07

2
5
,8

32
－

2
5
,8

32

－

8
8
8

8
8
8

建
設

仮
勘

定
見

返
補

助
金

等

期
末

残
高

1
,6

4
4
,6

5
5

－ －

摘
　

要
収

　
益

-

合
　

計

2
,7

3
4

1
,6

0
3
,7

5
7

当
期

振
替

額

1
1
4
,1

1
1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1
1
4
,1

1
1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

資
本

剰
余

金

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-

－

－

長
期

預
り

補
助

金
等

9
,5

6
8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2
2
,5

15
－

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2
2
,5

15

資
本

剰
余

金
運

営
費

交
付

金
収

益

期
末

残
高 2

,3
8
3

-
-

－

期
首

残
高

 直
接

経
費

－

8
8
8

経
費

の
別

3
1
,0

07

－

1
3
1
,3

4
0

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

福
岡

県

－ －

－

資
産

見
返

補
助

金
等

2
5
,8

32

1
,6

5
9
,6

0
4

合
　

計
-

1
,5

7
8
,8

7
5

北
九

州
市

大
学

生
の

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
ケ

ア
支

援
事

業
補

助
金

 直
接

経
費5
8
,6

76

当
期

交
付

額

交
付

年
度

期
首

残
高

交
付

金
当

期
交

付
額

1
4
2
,5

7
5

-

期
間

進
行

基
準

に
よ

る
も

の

平
成

3
0
年

度
2
,3

8
3

-

名
　

称

厚
生

労
働

省

交
付

元

臨
床

研
修

費
補

助
金

5
8
,0

28

3
,1

2
9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

金
　

額

計

合
　

計

－

支
給

人
員

3
3
,4

1
3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

－
-

金
　

額
金

　
額

5
8
,0

28

1
3
,0

1
8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

4
1
3
,4

2
8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1
4
0

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

非
常

勤

間
接

経
費

直
接

経
費

非
常

勤

1
,0

1
2
,7

2
2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

施
設

費
補

助
金

福
岡

県
 直

接
経

費

非
常

勤

6
5
,3

7
7

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

9
9
9
,7

0
4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1
,0

5
0

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2
7
,0

0
8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

計
3
4
,4

6
3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1
5
9
,4

3
5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1
9
7
,6

7
8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

計

1
4
8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

7
0

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

3
,1

2
9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2
0

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
5
9
,4

3
5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
2
0

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

職
　

　
員

常
　

勤

区
　

　
分

報
酬

又
は

給
料

等

役
　

　
　

員

常
　

勤

教
　

　
員

常
　

勤

小
　

計 1
,6

7
0
,8

3
9

-

業
務

等
区

分
令

和
元

年
度

交
付

分

-

平
成

3
0
年

度
交

付
分

-

令
和

3
年

度
交

付
分

-
5
8
,6

76

1
,4

8
9
,3

7
9-

費
用

進
行

基
準

に
よ

る
も

の
-

5
8
,6

76

合
　

計
1
,6

4
4
,6

5
5

2
4
,8

82

7
,1

0
4

令
和

2
年

度
交

付
分

2
6
,1

83

1
,4

8
9
,3

7
9

-

5
5
,8

46

令
和

元
年

度
6
1
,4

11
-

5
8
,6

76
-

令
和

3
年

度
-

1
,6

5
9
,6

0
4

1
,5

7
8
,8

7
5



29
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日
第

34
4 

号

(1
5
)　

開
示

す
べ

き
セ

グ
メ

ン
ト

情
報

（
単

位
：
千

円
）

注
１

）
 
セ

グ
メ

ン
ト

区
分

は
、

業
務

内
容

に
応

じ
て

区
分

し
て

お
り

ま
す

。

注
２

）
 
帰

属
資

産
の

う
ち

「
消

去
又

は
法

人
共

通
」

は
、

各
セ

グ
メ

ン
ト

に
配

賦
し

な
か

っ
た

資
産

で
あ

り
、

そ
の

内
容

は
現

金
及

び
預

金
6
9
4
,
8
8
3
千

円
で

す
。

（
単

位
：
千

円
）

注
４

）
 
人

件
費

の
配

分
方

法
に

つ
い

て

　
　

　
 
附

属
病

院
の

人
件

費
は

、
セ

グ
メ

ン
ト

で
発

生
し

た
額

お
よ

び
附

属
病

院
に

お
け

る
教

員
の

勤
務

実
態

に
基

づ
い

た
診

療
時

間
に

係
る

人
件

費
を

加
算

し
て

お
り

ま
す

。

　
　

　
  

注
５

）
 
運

営
費

交
付

金
収

益
の

配
分

方
法

に
つ

い
て

　
　

　
 
運

営
費

交
付

金
の

交
付

基
準

を
考

慮
し

た
方

法
で

算
定

し
て

お
り

ま
す

。

合
　

　
計

7
5
,3

1
3

1
3
0
,8

8
3

2
0
6
,1

9
6

3
4

-

4
2
,0

8
2

4
8
,1

9
2

1
,8

9
6
,6

6
5

3
,4

2
6
,7

8
6

-

3
4

教
育

経
費

-
1
1
2
,0

6
5

1
5
7
,9

7
9

診
療

経
費

教
育

研
究

支
援

経
費

-

合
　

　
計

消
去

又
は

法
人

共
通

3
,1

0
4
,6

3
7

1
1
2
,0

6
5

-

業
務

費
用

業
務

費
1
,5

8
3
,0

5
8

区
　

　
分

1
,5

2
1
,5

7
8

1
5
7
,9

7
9

7
3
7
,0

7
4

-

附
属

病
院

そ
の

他
小

　
　

計 3
,1

0
4
,6

3
7

1
1
2
,0

6
5

-
1
5
7
,9

7
9

研
究

経
費

-

2
,0

3
6
,9

2
5

7
3
7
,0

7
4

-

7
3
7
,0

7
4

4
3
,0

4
6

3
,8

1
3

3
,8

1
3

2
,0

3
6
,9

2
5

-

-
- --

3
6
8
,7

3
9

3
6
8
,7

3
9

3
,8

1
3

4
3
,0

4
6

4
3
,0

4
6

受
託

研
究

費
-

人
件

費
8
4
5
,9

8
3

1
,1

9
0
,9

4
1

財
務

費
用

4
,4

4
4-

一
般

管
理

費

2
,5

1
5

-
3
,4

8
1
,1

4
8

-

3
6
8
,7

3
9

-
8
1
1

6
,9

6
0

4
6
7
,4

5
6

1
,2

7
6
,2

5
2

1
,6

4
4
,6

5
5

6
,9

6
0

学
生

納
付

金
収

益
-

3
6
8
,4

0
2

1
,5

8
7
,5

3
5

業
務

収
益

附
属

病
院

収
益

1
,1

2
2
,4

0
6

受
託

研
究

収
益

-

4
6
7
,4

5
6

雑
損

3
2

-
1
,1

2
2
,4

0
6

7
7
9

8
1
1

1
,8

9
3
,6

1
3

3
,4

8
1
,1

4
8

-
1
,1

2
2
,4

0
6

-
4
6
7
,4

5
6

1
,6

4
4
,6

5
5

-

3
5
,5

1
2

-
3
5
,5

1
2

4
,0

6
3

4
,0

6
3

-
2
9
,5

8
0

9
,3

8
0

5
9
,9

9
6

寄
附

金
収

益
-

2
9
,5

8
0

2
9
,5

8
0

7
,0

6
8

-
5
9
,9

9
6

-

▲
5
7
,4

1
3

雑
益

6
,1

1
0

1
,5

3
0
,1

2
11

-
4
8
,1

9
2

3
,4

2
6
,7

8
6

2
3
9
,7

4
7

6
9
4
,8

8
3

1
,9

2
9
,4

2
7

6
9
4
,8

8
3

1
4
,9

8
1
,9

5
0

▲
 5

4
,3

6
1

- --

引
当

外
賞

与
増

加
見

積
額

▲
 1

,4
8
0

▲
 5

4
,3

6
1

-
2
,0

3
1
,4

1
7

2
,0

3
1
,4

1
7

2
3
9
,5

9
9

2
3
9
,7

4
7

4
,9

1
1
,5

4
7

減
価

償
却

費

損
益

外
減

価
償

却
相

当
額

-
5
3
0
,3

1
0

5
3
0
,3

1
0

引
当

外
退

職
給

付
増

加
見

積
額

5
1
8

▲
 4

,9
9
2

▲
 6

,4
7
3

▲
 3

5
,2

5
4

▲
 3

4
,7

3
6

補
助

金
等

収
益

資
産

見
返

負
債

戻
入

3
,0

5
1

区
　

　
分

附
属

病
院

そ
の

他

5
2
,9

2
8

2
6
,1

3
2

3
2

構
築

物

そ
の

他

1
4
7

1
,2

3
4
,5

4
3

小
　

　
計

運
営

費
交

付
金

収
益

財
務

収
益

小
　

　
計

業
務

損
益

土
地

3
3
7
,5

9
5

8
9
6
,9

4
8

1
4
,2

8
7
,0

6
7

5
,8

6
9
,8

1
1

6
,2

0
7
,5

5
4

8
,0

7
9
,5

1
3

1
0
,7

8
1
,3

5
8

注
３

）
 
各

セ
グ

メ
ン
ト

別
の

減
価

償
却

費
、

損
益

外
減

価
償

却
相

当
額
、
引
当
外
賞
与
増
加
見
積
額
及
び
引
当
外
退
職
給
付
増
加
見
積
額
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

-
4
,0

6
3

建
物

1
0
,7

8
1
,3

5
8

2
,0

3
1
,4

1
7

帰
属

資
産共

同
研

究
費

-
1
3
,7

3
1

1
3
,7

3
1

-
1
3
,7

3
1

共
同

研
究

収
益

-
1
4
,8

8
6

1
4
,8

8
6

-
1
4
,8

8
6



30
第

34
4 

号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

(1
6
)　
業
務
費
及
び
一
般
管
理
費
の
明
細

（
単
位
：
千
円
）

教
育
経
費

消
耗
品
費

2
1
,6

9
6

管
理
物
品
費

3
,1

8
3

印
刷
製
本
費

3
,7

9
9

水
道
光
熱
費

2
2
,6

2
3

旅
費
交
通
費

1
,8

5
4

通
信
運
搬
費

1
,2

2
3

賃
借
料

2
,4

5
3

保
守
委
託
費

4
,0

9
3

修
繕
費

1
,5

3
6

損
害
保
険
料

1
1
5

行
事
費

1
3
7

諸
会
費

2
,5

6
7

報
酬
・
委
託
・
手
数
料

1
4
,4

2
1

奨
学
費

1
6
,8

1
8

減
価
償
却
費

1
3
,9

1
6

雑
費

1
,6

2
2

1
1
2
,0

6
5

研
究
経
費

消
耗
品
費

2
6
,1

5
6

管
理
物
品
費

1
8
,2

9
2

印
刷
製
本
費

1
8
1

水
道
光
熱
費

3
8
,1

6
5

旅
費
交
通
費

9
8
8

通
信
運
搬
費

1
,9

9
5

賃
借
料

1
,0

4
1

保
守
委
託
費

3
,0

1
3

修
繕
費

8
7
6

諸
会
費

5
,4

5
3

報
酬
・
委
託
・
手
数
料

3
8
,1

4
1

減
価
償
却
費

2
3
,6

0
9

雑
費

6
3

1
5
7
,9

7
9



31
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日
第

34
4 

号

診
療

経
費

　
  
 材

料
費 医

薬
品

費
2
8
,1

4
9

診
療

材
料

費
1
8
4
,1

1
7

医
療

消
耗

器
具

備
品

費
3
5
9

給
食

材
料

費
4
,9

9
1

2
1
7
,6

1
7

　
  
 委

託
費 検

査
委

託
費

1
4
,3

6
9

寝
具

委
託

費
1
,2

6
0

医
事

委
託

費
6
2
,8

9
5

清
掃

委
託

費
1
0
,4

0
8

保
守

委
託

費
3
5
,5

6
0

そ
の

他
の

委
託

費
1
0
9
,0

6
2

2
3
3
,5

5
7

　
  
 設

備
関

係
費

減
価

償
却

費
7
5
,3

1
3

修
繕

費
1
5
,3

3
4

機
器

保
守

費
4
3
,5

6
7

機
器

設
備

保
険

料
6
5

工
事

費
2
,4

8
6

1
3
6
,7

6
7

　
  
 経

費

消
耗

品
費

1
4
,4

9
3

管
理

物
品

費
1
,9

2
8

印
刷

製
本

費
6
9
1

水
道

光
熱

費
4
8
,2

3
6

旅
費

交
通

費
2
9

通
信

運
搬

費
3
,4

3
6

賃
借

料
4
,2

3
2

損
害

保
険

料
9
7
2

諸
会

費
3
8
9

報
酬

・
委

託
・
手

数
料

7
1
,9

9
3

職
員

被
服

費
6
4
5

雑
費

2
,0

8
1

1
4
9
,1

3
2

7
3
7
,0

7
4

教
育

研
究

支
援

経
費

消
耗

品
費

2
1
,5

0
4

水
道

光
熱

費
1
,9

9
9

通
信

運
搬

費
2
9

賃
借

料
3
8
5

保
守

委
託

費
3
6
3

諸
会

費
1
1
1

報
酬

・
委

託
・
手

数
料

1
2
,0

6
0

減
価

償
却

費
6
,1

2
2

雑
費

4
6
9

4
3
,0

4
6



32
第

34
4 

号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

受
託

研
究

費

消
耗

品
費

3
,0

9
3

管
理

物
品

費
1
1
4

通
信

運
搬

費
7

修
繕

費
4
1
8

報
酬

・
委

託
・
手

数
料

1
7
9

3
,8

1
3

共
同

研
究

費

消
耗

品
費

3
,7

9
2

管
理

物
品

費
1
,7

6
4

旅
費

交
通

費
9
9

通
信

運
搬

費
6

諸
会

費
1
0
0

報
酬

・
委

託
・
手

数
料

7
,9

6
8

1
3
,7

3
1

役
員

人
件

費

報
酬

2
5
,6

1
7

賞
与

8
,8

4
6

法
定

福
利

費
3
,1

2
9

3
7
,5

9
3

教
員

人
件

費

　
  
 常

勤
教

員
給

与

給
料

7
4
7
,0

1
1

賞
与

2
5
2
,6

9
2

退
職

給
付

費
用

1
1
4
,1

1
1

法
定

福
利

費
1
5
9
,4

3
5

1
,2

7
3
,2

5
1

　
  
 非

常
勤

教
員

給
与

給
料

1
3
,0

1
8

1
3
,0

1
8

1
,2

8
6
,2

7
0

 

職
員

人
件

費

　
  
 常

勤
職

員
給

与

給
料

3
1
6
,2

1
8

賞
与

9
7
,2

1
0

退
職

給
付

費
用

9
,5

6
8

法
定

福
利

費
6
5
,3

7
7

4
8
8
,3

7
4

　
  
 非

常
勤

職
員

給
与

給
料

1
8
3
,8

0
7

賞
与

1
3
,8

7
1

法
定

福
利

費
2
7
,0

0
8

2
2
4
,6

8
7

7
1
3
,0

6
1

一
般

管
理

費

消
耗

品
費

8
,2

9
1

管
理

物
品

費
1
,4

4
7

印
刷

製
本

費
1
,9

3
7

水
道

光
熱

費
3
3
,6

5
4

旅
費

交
通

費
6
7
6

通
信

運
搬

費
2
,7

4
4

賃
借

料
2
,8

6
6

福
利

厚
生

費
2
3

保
守

委
託

費
8
8
,2

3
7

修
繕

費
3
,6

7
5

損
害

保
険

料
3
,5

8
2

広
告

宣
伝

費
5
5

報
酬

・
委

託
・
手

数
料

1
1
9
,7

8
5

租
税

公
課

1
2
,6

2
9

減
価

償
却

費
8
7
,2

3
4

貸
倒

損
失

1
8
1

諸
会

費
1
,6

9
1

雑
費

2
4

3
6
8
,7

3
9



33
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日
第

34
4 

号

(1
7
) 

 寄
附

金
の

明
細

（
単

位
：
千

円
、

件
）

(1
8
) 

 受
託

研
究

の
明

細

(1
9
) 

 共
同

研
究

の
明

細

(2
0
) 

 受
託

事
業

等
の

明
細

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

(2
1
)　

科
学

研
究

費
補

助
金

等
の

明
細

（
単

位
：
千

円
、

件
）

注
）
上
段
（
　
）
内
に
直
接
経
費
相
当
額
を
、
下
段
に
間
接
経
費
相
当
額
を
記
載
し
て
お
り
ま
す
。

(1
,1

0
0
)

(1
)

3
3
0

1

（
単

位
：
千

円
）

（
単

位
：
千

円
）

注
）
当

期
受

入
額

は
、

固
定

資
産

8
,1

2
1
千

円
（
8
件

）
、

管
理

物
品

費
1
1
,0

3
4
千

円
（
4
2
件

）
及

び
  

図
書

7
9
9
千

円
（
2
0
3
件

）
の

現
物

寄
附

を
含

ん
で

お
り

ま
す

。

直
接

経
費

5
,8

4
7

1
1
,5

45
1
3
,7

31
3
,6

6
1

間
接

経
費

-
1
,1

5
4

1
,1

5
4

-

直
接

経
費

株
式

会
社

等
直

接
経

費
5
,8

4
7

1
1
,5

45
1
3
,7

31
3
,6

6
1

区
　

　
分

経
費

の
別

期
首

残
高

当
期

受
入

額
共

同
研

究
収

益
期

末
残

高

3
,8

1
3

1
,5

0
6

-
2
5
0

2
5
0

1
,5

0
6

間
接

経
費

-
2
5
0

2
5
0

-

独
立

行
政

法
人

・
国

立
大

学
法

人

株
式

会
社

等
直

接
経

費
2
,8

2
0

2
,5

0
0

3
,8

1
3

間
接

経
費

-
-

-
-

直
接

経
費

0
-

-
0

期
末

残
高

(1
8
)

1
7 5

3
0

(1
,7

0
0
)

5
1
0

日
本

学
術

研
究

会
科

学
研

究
費

補
助

金
（
分

担
金

）
・
挑

戦

(1
5
0
)

4
5

日
本

学
術

研
究

会
科

学
研

究
費

補
助

金
（
分

担
金

）
・
基

礎
研

究
Ｃ日

本
学

術
研

究
会

科
学

研
究

費
補

助
金

（
分

担
金

）
・
基

礎
研

究
Ｂ

(1
0
0
)

日
本

学
術

研
究

会
科

学
研

究
費

補
助

金
・
挑

戦
萌

芽

2
6
,4

38
9
5

(9
8
)

合
　

　
計

(9
0
,3

74
)

(1
) 13

1
4

(3
)

(1
4
)

日
本

学
術

研
究

会
科

学
研

究
費

補
助

金
・
基

礎
研

究
Ｃ

区
　

　
分

経
費

の
別

期
首

残
高

当
期

受
入

額

種
　

　
目

1
2
,5

66

(1
7
,2

08
)

摘
　

　
要

1
,7

7
0

6
,6

0
0

日
本

学
術

研
究

会
科

学
研

究
費

補
助

金
（
研

究
ス

タ
ー

ト
）

日
本

学
術

研
究

会
科

学
研

究
費

補
助

金
・
基

礎
研

究
Ｂ

(4
8
)

(4
2
,0

22
)

(5
,9

0
0
)

(5
)6

4
8

附
属

病
院

-
-

当
期

受
入

額
件

　
　

数

合
　

　
計

そ
の

他

摘
　

　
要

区
　

　
分

4
6
,7

30
3
1
1

4
6
,7

30
3
1
1

注
）

受
託

研
究

収
益

-

日
本

学
術

研
究

会
科

学
研

究
費

補
助

金
・
若

手

4
,5

8
7

(8
)

当
期

受
入

額
件

　
　

数

-

(2
2
,1

93
)

1
,1

5
4

合
　

　
計

間
接

経
費

-

2
,8

2
0

2
,5

0
0

合
　

　
計

間
接

経
費

1
,1

5
4



34
第

34
4 

号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

(2
2
)　
上
記
以
外
の
主
な
資
産
、
負
債
、
費
用
及
び
収
益
の
明
細

①
現
金
及
び
預
金

（
単
位
：
千
円
）

②
未
　
払
　
金

（
単
位
：
千
円
）

合
　
　
計

3
3
1
,6
6
5

固
定
資
産

6
0
,3
4
0

そ
の
他

1
3
8
,3
2
1

区
　
　
分

金
　
　
額

摘
　
　
要

人
件
費

1
3
3
,0
0
3
退
職
給
付
費
用
（
1
0
9
,1
6
9
千
円
）
を
含
む

普
通
預
金

6
9
4
,3
2
5

合
　
　
計

6
9
4
,8
8
3

区
　
　
分

金
　
　
額

摘
　
　
要

現
金

5
5
8
小
口
現
金
（
1
0
0
千
円
）
及
び
つ
り
銭
現
金

（
1
0
0
千
円
）
を
含
む



第
34

4 
号

35
令
和
４
年
10
月
28
日
　
金
曜
日

　公告

　地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第34条第３項の規定に基づき、公立大学

法人福岡女子大学令和３年度財務諸表について、次のとおり公告します。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公立大学法人福岡女子大学　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　向井　剛



36
第

34
4 

号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

(単
位

:千
円

)

資
産

の
部

Ⅰ
　

固
定

資
産

１
.有

形
固

定
資

産

土
地

3
,1

9
1
,6

6
5

建
物

1
1
,3

1
6
,7

8
1

　
減

価
償

却
累

計
額

▲
 1

,9
9
3
,6

6
6

9
,3

2
3
,1

1
4

構
築

物
4
9
2
,0

7
4

　
減

価
償

却
累

計
額

▲
 1

0
2
,5

9
1

3
8
9
,4

8
3

工
具

器
具

備
品

9
7
0
,1

8
8

　
減

価
償

却
累

計
額

▲
 8

8
1
,9

0
7

8
8
,2

8
0

図
書

7
2
2
,1

6
0

美
術

品
1
0
,4

0
0

建
設

仮
勘

定
5
0
0

　
　

有
形

固
定

資
産

合
計

1
3
,7

2
5
,6

0
5

２
.無

形
固

定
資

産

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

6
5
,0

3
0

電
話

加
入

権
4
5

　
　

無
形

固
定

資
産

合
計

6
5
,0

7
5

　
固

定
資

産
合

計
1
3
,7

9
0
,6

8
0

Ⅱ
　

流
動

資
産

現
金

及
び

預
金

6
3
7
,0

3
1

未
収

学
生

納
付

金
収

入
1
0
,2

7
5

　
徴

収
不

能
引

当
金

▲
 4

,0
5
3

6
,2

2
2

そ
の

他
の

未
収

入
金

1
3
,7

6
3

　
徴

収
不

能
引

当
金

▲
 3

,2
4
5

1
0
,5

1
8

た
な

卸
資

産
5
3

前
払

費
用

2
7

　
流

動
資

産
合

計
6
5
3
,8

5
3

　
資

産
合

計
1
4
,4

4
4
,5

3
4

貸
借

対
照

表

(令
和

4
年

3
月

3
1
日

)



37
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日
第

34
4 

号

(単
位

:千
円

)

貸
借

対
照

表

(令
和

4
年

3
月

3
1
日

)

負
債

の
部

Ⅰ
　

固
定

負
債

資
産

見
返

負
債

　
資

産
見

返
運

営
費

交
付

金
等

2
6
5
,8

3
7

　
資

産
見

返
補

助
金

等
9
9
,7

2
8

　
資

産
見

返
寄

附
金

1
7
,1

9
2

　
資

産
見

返
物

品
受

贈
額

9
3
5
,2

8
1

　
建

設
仮

勘
定

見
返

寄
附

金
5
0
0

1
,3

1
8
,5

3
9

長
期

リ
ー

ス
債

務
7
9
,4

7
6

　
固

定
負

債
合

計
1
,3

9
8
,0

1
5

Ⅱ
　

流
動

負
債

運
営

費
交

付
金

債
務

1
3
0
,6

3
1

寄
附

金
債

務
2
6
2
,3

9
7

前
受

共
同

研
究

費
2
7
0

前
受

受
託

事
業

費
等

1
,5

9
1

預
り

科
学

研
究

費
補

助
金

等
2
4
,4

0
5

未
払

金
8
4
,2

1
5

未
払

費
用

8
,5

8
1

未
払

消
費

税
等

5
4
3

前
受

金
3
,0

9
6

預
り

金
8
,4

8
7

リ
ー

ス
債

務
2
5
,3

9
5

　
流

動
負

債
合

計
5
4
9
,6

1
5

　
負

債
合

計
1
,9

4
7
,6

3
1

純
資

産
の

部

Ⅰ
　

資
本

金 地
方

公
共

団
体

出
資

金
1
4
,2

3
4
,5

9
6

　
資

本
金

合
計

1
4
,2

3
4
,5

9
6

Ⅱ
　

資
本

剰
余

金

資
本

剰
余

金
1
0
,4

4
5

損
益

外
減

価
償

却
累

計
額

(▲
)

▲
 1

,8
7
5
,7

9
8

　
資

本
剰

余
金

合
計

▲
 1

,8
6
5
,3

5
3

Ⅲ
　

利
益

剰
余

金

教
育

研
究

等
改

善
目

的
積

立
金

1
0
8
,9

5
1

当
期

未
処

分
利

益
1
8
,7

0
7

（
う

ち
当

期
総

利
益

）
(1

8
,7

0
7
)

　
利

益
剰

余
金

合
計

1
2
7
,6

5
9

　
純

資
産

合
計

1
2
,4

9
6
,9

0
2

　
負

債
純

資
産

合
計

1
4
,4

4
4
,5

3
4



38
第

34
4 

号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

(単
位
:千

円
)

経
常
費
用

業
務
費 教
育
経
費

3
1
1
,6

2
6

研
究
経
費

1
7
0
,1

0
9

教
育
研
究
支
援
経
費

1
7
8
,1

1
1

受
託
研
究
費

4
4
0

共
同
研
究
費

2
0
8

受
託
事
業
費

4
,7

1
6

役
員
人
件
費

3
7
,7

1
4

教
員
人
件
費

9
0
9
,4

4
8

職
員
人
件
費

3
2
3
,6

5
2

1
,9

3
6
,0

2
9

一
般
管
理
費

1
4
2
,9

2
2

財
務
費
用

支
払
利
息

4
,4

0
8

4
,4

0
8

雑
損
そ
の
他
の
雑
損

0
0

　
経
常
費
用
合
計

2
,0

8
3
,3

6
0

経
常
収
益

運
営
費
交
付
金
収
益

1
,1

9
2
,6

1
9

授
業
料
収
益

5
3
9
,5

1
0

入
学
金
収
益

9
7
,6

4
0

検
定
料
収
益

1
6
,6

0
3

受
託
研
究
収
益

4
8
4

共
同
研
究
収
益

5
1
5

受
託
事
業
等
収
益

5
,4

1
4

補
助
金
等
収
益

1
2
,3

5
0

寄
附
金
収
益

1
7
,3

6
2

資
産
見
返
負
債
戻
入

資
産
見
返
運
営
費
交
付
金
等
戻
入

2
4
,7

6
7

資
産
見
返
補
助
金
等
戻
入

3
0
,3

8
0

資
産
見
返
寄
附
金
戻
入

3
,6

9
9

資
産
見
返
物
品
受
贈
額
戻
入

3
7
,5

7
1

9
6
,4

1
9

財
務
収
益

受
取
利
息

3
そ
の
他
の
財
務
収
益

1
2
6

1
2
9

雑
益
財
産
貸
付
料
収
益

6
2
,2

8
9

手
数
料
収
益

2
6
6

間
接
経
費
収
入

8
,2

9
4

そ
の
他
の
雑
益

1
3
,0

1
5

8
3
,8

6
4

　
経
常
収
益
合
計

2
,0

6
2
,9

1
3

経
常
損
失

2
0
,4

4
6

臨
時
損
失
固
定
資
産
除
却
損

1
,8

6
3

1
,8

6
3

臨
時
利
益
徴
収
不
能
引
当
金
戻
入
益

3
4
0

資
産
見
返
運
営
費
交
付
金
等
戻
入

1
,0

8
2

資
産
見
返
補
助
金
等
戻
入

0
資
産
見
返
寄
附
金
戻
入

3
6
8

資
産
見
返
物
品
受
贈
額
戻
入

4
1
2

2
,2

0
3

当
期
純
損
失

2
0
,1

0
6

　
前
中
期
目
標
期
間
繰
越
積
立
金
取
崩
額

3
2
,0

1
7

　
目
的
積
立
金
取
崩
額

6
,7

9
6

当
期
総
利
益

1
8
,7

0
7

損
益
計
算
書

(令
和
3
年
4
月
1
日
～
令
和
4
年
3
月
3
1
日
)



39
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日
第

34
4 

号

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

計
算

書
(令

和
3
年

4
月

1
日

～
令

和
4
年

3
月

3
1
日

)

(単
位

:千
円

)

金
額

Ⅰ
　

業
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

原
材

料
、

商
品

又
は

サ
ー

ビ
ス

の
購

入
に

よ
る

支
出

▲
 4

7
2
,9

6
0

人
件

費
支

出
▲

 1
,2

9
2
,0

3
6

そ
の

他
の

業
務

支
出

▲
 1

2
1
,4

7
0

運
営

費
交

付
金

収
入

1
,2

3
9
,5

4
4

授
業

料
収

入
4
8
1
,8

3
7

入
学

金
収

入
9
1
,0

2
0

検
定

料
収

入
1
6
,6

0
3

受
託

研
究

収
入

4
8
4

共
同

研
究

収
入

3
0
0

受
託

事
業

等
収

入
1
,5

8
8

補
助

金
等

収
入

1
3
,5

3
2

寄
附

金
収

入
2
2
,8

9
3

そ
の

他
の

収
入

8
2
,7

1
3

預
り

科
学

研
究

費
補

助
金

等
の

純
増

減
額

等
6
,2

8
9

　
　

 業
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

7
0
,3

3
8

Ⅱ
　

投
資

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

有
形

固
定

資
産

の
取

得
に

よ
る

支
出

▲
 1

6
,3

2
6

無
形

固
定

資
産

の
取

得
に

よ
る

支
出

▲
 1

,8
5
9

小
計

▲
 1

8
,1

8
5

利
息

及
び

配
当

金
の

受
取

額
1
0
7

　
　

 投
資

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

▲
 1

8
,0

7
8

Ⅲ
　

財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

リ
ー

ス
債

務
の

返
済

に
よ

る
支

出
▲

 2
7
,3

2
4

小
計

▲
 2

7
,3

2
4

利
息

の
支

払
額

▲
 4

,4
0
8

　
　

 財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

▲
 3

1
,7

3
3

Ⅳ
　

資
金

増
加

額
2
0
,5

2
6

Ⅴ
　

資
金

期
首

残
高

6
1
6
,5

0
4

Ⅵ
　

資
金

期
末

残
高

6
3
7
,0

3
1

区
分



40
第

34
4 

号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

（
単
位
：
円
）

勘
定
科
目

金
額

Ⅰ
　
当
期
未
処
分
利
益

1
8
,7
0
7
,4
5
3

当
期
総
利
益

1
8
,7
0
7
,4
5
3

Ⅱ
　
利
益
処
分
額

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
4
0
条
第
3
項
に
よ
り

設
立
団
体
の
長
の
承
認
を
受
け
た
額

　
教
育
研
究
等
改
善
目
的
積
立
金

1
8
,7
0
7
,4
5
3

1
8
,7
0
7
,4
5
3

1
8
,7
0
7
,4
5
3

利
益
の
処
分
に
関
す
る
書
類



41
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日
第

34
4 

号

行
政

サ
ー

ビ
ス

実
施

コ
ス

ト
計

算
書

（
令

和
3
年

4
月

1
日

～
令

和
4
年

3
月

3
1
日

)

(単
位

:千
円

)

金
額

Ⅰ
　

業
務

費
用

(1
)　

損
益

計
算

書
上

の
費

用

業
務

費
1
,9

3
6
,0

2
9

一
般

管
理

費
1
4
2
,9

2
2

財
務

費
用

4
,4

0
8

雑
損

0

臨
時

損
失

1
,8

6
3

2
,0

8
5
,2

2
3

(2
)　

（
控

除
）
自

己
収

入
等

授
業

料
収

益
▲

 5
3
9
,5

1
0

入
学

料
収

益
▲

 9
7
,6

4
0

検
定

料
収

益
▲

 1
6
,6

0
3

受
託

研
究

収
益

▲
 4

8
4

共
同

研
究

収
益

▲
 5

1
5

受
託

事
業

等
収

益
▲

 5
,4

1
4

寄
附

金
収

益
▲

 1
7
,3

6
2

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

等
戻

入
▲

 2
4
,7

6
7

資
産

見
返

寄
附

金
戻

入
▲

 3
,6

9
9

財
務

収
益

▲
 1

2
9

雑
益

▲
 7

5
,5

7
0

臨
時

利
益

▲
 1

,7
9
0

▲
 7

8
3
,4

8
7

業
務

費
用

合
計

1
,3

0
1
,7

3
6

Ⅱ
　

損
益

外
減

価
償

却
相

当
額

2
5
3
,3

7
1

Ⅲ
　

引
当

外
賞

与
増

加
見

積
額

▲
 1

,2
8
6

Ⅳ
　

引
当

外
退

職
給

付
増

加
見

積
額

4
5
,0

6
0

Ⅴ
　

機
会

費
用

地
方

公
共

団
体

出
資

の
機

会
費

用
2
6
,2

4
1

2
6
,2

4
1

Ⅵ
　

行
政

サ
ー

ビ
ス

実
施

コ
ス

ト
1
,6

2
5
,1

2
3

勘
定

科
目
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号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

1 2

(1
)

(2
)

3

(1
)

(2
)

(3
)

4
た

な
卸

資
産

の
評

価
基

準
及

び
評

価
方

法

5 6 7

　
耐

用
年

数
に

つ
い

て
は

、
法

人
税

法
上

の
耐

用
年

数
を

基
準

と
し

て
お

り
ま

す
。

主
な

資
産

の
耐

用
年

数
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

り
ま

す
。

　
定

額
法

を
採

用
し

て
お

り
ま

す
。

　
建

　
　

　
　

　
　

物
　

　
　

　
7
～

4
7
年

　
構

　
  

築
 　

　
物

　
　

　
　

5
～

4
5
年

　
工

具
器

具
備

品
　

　
　

  
 2

～
1
0
年

注
　

　
記

　
　

事
　

　
項

Ⅰ
　

重
要

な
会

計
方

針

運
営

費
交

付
金

収
益

及
び

授
業

料
収

益
の

計
上

基
準

　
原

則
と

し
て

期
間

進
行

基
準

を
採

用
し

て
お

り
ま

す
。

　
な

お
、

退
職

一
時

金
、

特
別

交
付

金
の

う
ち

の
特

別
経

費
に

つ
い

て
は

、
費

用
進

行
基

準
を

採
用

し
て

お
り

ま
す

。

減
価

償
却

の
会

計
処

理
方

法

有
形

固
定

資
産

　
ま

た
、

特
定

の
償

却
資

産
（
地

方
独

立
行

政
法

人
会

計
基

準
第

8
7
)の

減
価

償
却

相
当

額
に

つ
い

て
は

、
財

産
的

基
礎

の
減

少
と

考
え

る
べ

き
で

あ
る

こ
と

か
ら

損
益

外
減

価
償

却
累

計
額

と
し

て
資

本
剰

余
金

か
ら

控
除

し
て

表
示

し
て

お
り

ま
す

。

無
形

固
定

資
産

　
な

お
、

法
人

内
利

用
の

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

に
つ

い
て

は
、

法
人

内
に

お
け

る
利

用
可

能
期

間
（
5
年

）
に

基
づ

い
て

償
却

し
て

お
り

ま
す

。

　
定

額
法

を
採

用
し

て
お

り
ま

す
。

引
当

金
の

計
上

基
準

徴
収

不
能

引
当

金
の

計
上

基
準

　
債

権
の

回
収

不
能

に
よ

る
損

失
に

備
え

る
た

め
、

一
般

債
権

に
つ

い
て

は
貸

倒
実

績
率

に
よ

り
、

貸
倒

懸
念

債
権

等
特

定
の

債
権

に
つ

い
て

は
個

別
に

債
権

の
回

収
可

能
性

を
検

討
し

、
回

収
不

能
見

込
額

を
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

賞
与

引
当

金
及

び
見

積
額

の
計

上
基

準

　
賞

与
に

つ
い

て
は

、
運

営
費

交
付

金
に

よ
り

財
源

措
置

が
な

さ
れ

る
た

め
、

賞
与

に
か

か
る

引
当

金
は

計
上

し
て

お
り

ま
せ

ん
。

　
な

お
、

行
政

サ
ー

ビ
ス

実
施

コ
ス

ト
計

算
書

に
お

け
る

引
当

外
賞

与
増

加
見

積
額

は
、

当
事

業
年

度
末

の
引

当
外

賞
与

見
積

額
か

ら
前

事
業

年
度

末
の

同
見

積
額

を
控

除
し

た
額

を
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

退
職

給
付

に
か

か
る

引
当

金
及

び
見

積
額

の
計

上
基

準

　
退

職
一

時
金

に
つ

い
て

は
、

運
営

費
交

付
金

に
よ

り
財

源
措

置
が

な
さ

れ
る

た
め

、
退

職
給

付
に

か
か

る
引

当
金

は
計

上
し

て
お

り
ま

せ
ん

。
　

な
お

、
行

政
サ

ー
ビ

ス
実

施
コ

ス
ト
計

算
書

に
お

け
る

引
当

外
退

職
給

付
増

加
見

積
額

は
、

地
方

独
立

行
政

法
人

会
計

基
準

第
8
9
に

基
づ

き
計

算
さ

れ
た

退
職

一
時

金
に

係
る

退
職

給
付

引
当

金
の

当
期

増
加

額
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。

行
政

サ
ー

ビ
ス

実
施

コ
ス

ト
計

算
書

に
お

け
る

機
会

費
用

の
計

上
方

法

地
方

公
共

団
体

出
資

等
の

機
会

費
用

の
計

算
に

使
用

し
た

利
率

1
0
年

利
付

国
債

の
令

和
4
年

3
月

末
利

回
り

を
参

考
に

、
0
.2

1
％

と
し

て
お

り
ま

す
。

リ
ー

ス
取

引
に

つ
い

て
の

会
計

処
理

　
リ

ー
ス

料
総

額
が

3
,0

0
0
千

円
以

上
の

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

リ
ー

ス
取

引
に

つ
い

て
は

、
通

常
の

売
買

取
引

に
か

か
る

方
法

に
準

じ
た

会
計

処
理

に
よ

っ
て

お
り

ま
す

。

消
費

税
等

の
会

計
処

理

　
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

会
計

処
理

方
法

は
、

税
込

方
式

に
よ

っ
て

お
り

ま
す

。

た
な

卸
資

産
（
貯

蔵
品

）
　

　
　

　
　

　
　

評
価

基
準

：
低

価
法

　
　

　
　

　
　

　
　

 評
価

方
法

：
最

終
仕

入
原

価
法
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号

1 2 1

　
現

金
及

び
預

金

　
資

金
期

末
残

高

2
重

要
な

非
資

金
取

引
の

内
容

1 1 2

Ⅳ
　

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

計
算

書
関

係

Ⅱ
　

貸
借

対
照

表
関

係

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

賞
与

引
当

金
の

見
積

額

資
金

の
期

末
残

高
の

貸
借

対
照

表
科

目
別

の
内

訳

　
運

営
費

交
付

金
か

ら
充

当
さ

れ
る

べ
き

賞
与

引
当

金
の

見
積

額
は

、
7
7
,8

6
0
千

円
で

あ
り

ま
す

。

退
職

給
付

引
当

金
の

見
積

額

　
運

営
費

交
付

金
か

ら
充

当
さ

れ
る

べ
き

退
職

給
付

引
当

金
の

見
積

額
は

、
4
8
0
,0

0
1
千

円
で

あ
り

ま
す

。

Ⅲ
　

損
益

計
算

書
関

係

　
　

　
・
引

当
外

退
職

給
付

増
加

見
積

額
の

う
ち

派
遣

職
員

に
係

る
額

　
引

当
外

賞
与

増
加

見
積

額
及

び
引

当
外

退
職

給
付

増
加

見
積

額
の

対
象

額
の

中
に

は
、

福
岡

県
か

ら
の

派
遣

職
員

に
係

る
も

の
が

以
下

の
と

お
り

含
ま

れ
て

お
り

ま
す

。

Ⅵ
　

金
融

商
品

に
関

す
る

事
項

Ⅴ
　

行
政

サ
ー

ビ
ス

実
施

コ
ス

ト
計

算
書

関
係

金
融

商
品

の
状

況
に

関
す

る
事

項

6
3
7
,0

3
1
千

円

6
3
7
,0

3
1
千

円

引
当

外
賞

与
増

加
見

積
額

及
び

引
当

外
退

職
給

付
増

加
見

積
額

の
対

象

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

　
当

法
人

は
、

資
金

運
用

に
つ

い
て

は
預

金
に

限
定

し
実

施
し

て
お

り
ま

す
。

　
資

金
運

用
に

あ
た

っ
て

は
当

法
人

が
適

用
す

る
地

方
独

立
行

政
法

人
法

第
4
3
条

の
規

定
に

基
づ

い
て

お
り

ま
す

。

金
融

商
品

の
時

価
等

に
関

す
る

事
項

期
末

日
に

お
け

る
貸

借
対

照
表

計
上

額
、

時
価

及
び

こ
れ

ら
の

差
額

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
り

ま
す

。

（
注

）
　

短
期

間
で

決
済

さ
れ

る
た

め
、

時
価

は
帳

簿
価

額
に

ほ
ぼ

等
し

い
こ

と
か

ら
、

当
該

帳
簿

価
額

に
よ

っ
て

お
り

ま
す

。

　
　

△
2
,8

8
2
千

円

　
9
6
4
千

円

　
　

　
・
引

当
外

賞
与

増
加

見
積

額
の

う
ち

派
遣

職
員

に
係

る
額

貸
借

対
照

表
計

上
額

時
価

差
額

現
金

及
び

預
金

6
3
7
,0

3
1

6
3
7
,0

3
1

―

（
単

位
 ：

 千
円

）
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号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

　
　

　
減

価
償

却
等

に
よ

る
減

少

ま
た

、
賃

貸
等

不
動

産
に

関
す

る
令

和
３

年
度

に
お

け
る

収
益

及
び

費
用

等
の

状
況

は
次

の
と

お
り

で
あ

り
ま

す
。

（
注

）
　

賃
貸

費
用

に
含

ま
れ

る
損

益
外

減
価

償
却

相
当

額
に

つ
い

て
は

、
（
　

）
に

内
数

で
示

し
て

お
り

ま
す

。

Ⅶ
　

賃
貸

不
動

産
の

時
価

に
関

す
る

情
報

当
法

人
は

、
本

学
敷

地
内

に
寄

宿
舎

等
を

有
し

て
お

り
ま

す
。

こ
れ

ら
の

賃
貸

等
不

動
産

の
貸

借
対

照
表

計
上

額
、

当
期

増
減

額
及

び
時

価
は

次
の

と
お

り
で

あ
り

ま
す

。

（
注

１
）
　

貸
借

対
照

表
計

上
額

は
、

取
得

原
価

額
か

ら
減

価
償

却
累

計
額

を
控

除
し

た
金

額
で

あ
り

ま
す

。

（
注

２
）
　

当
期

増
減

額
の

う
ち

、
主

な
増

減
額

は
次

の
と

お
り

で
あ

り
ま

す
。

（
注

３
）
　

当
期

末
の

時
価

は
、

土
地

に
関

し
て

は
路

線
価

に
基

づ
い

て
当

法
人

が
算

定
し

た
金

額
、

建
物

に
関

し
て

は
、

　
　

　
　

令
和

３
年

度
末

の
帳

簿
価

額
（
貸

借
対

照
表

計
上

額
）
で

あ
り

ま
す

。

5
3
，

8
2
5
千

円

Ⅹ
　

重
要

な
後

発
事

象

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

Ⅷ
　

減
損

会
計

関
係

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

Ⅸ
　

重
要

な
債

務
負

担
行

為

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

前
期

末
残

高
当

期
増

減
額

当
期

末
残

高

2
,0

9
2
,4

4
2

△
 5

3
,8

2
5

2
,0

3
8
,6

1
6

2
,2

0
6
,9

6
3

（
単

位
 ：

 千
円

）

貸
借

対
照

表
計

上
額

当
期

末
の

時
価

（単
位

：千
円

）

賃
貸

収
益

賃
貸

費
用

そ
の

他
（売

却
損

益
等

）

60
,8

46
11

2,
60

0
－

(5
2,

03
0)
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号

（
単
位
：
千
円
）

当
期
償
却
額

当
期

損
益

内
当

期
損

益
外

有
形
固
定
資
産

（
特
定
償
却
資
産
）

建
物

1
1
,0

4
2
,9

3
1

-
-

1
1
,0

4
2
,9

3
1

1
,8

7
5
,7

9
8

2
5
3
,3

7
1

-
-

-
9
,1

6
7
,1

3
2

計
1
1
,0

4
2
,9

3
1

-
-

1
1
,0

4
2
,9

3
1

1
,8

7
5
,7

9
8

2
5
3
,3

7
1

-
-

-
9
,1

6
7
,1

3
2

建
物

2
8
7
,0

7
6

-
1
3
,2

2
5

2
7
3
,8

5
0

1
1
7
,8

6
8

2
1
,6

6
7

-
-

-
1
5
5
,9

8
1

構
築
物

5
1
9
,0

6
7

1
,5

9
5

2
8
,5

8
8

4
9
2
,0

7
4

1
0
2
,5

9
1

2
0
,9

4
0

-
-

-
3
8
9
,4

8
3

工
具
器
具
備
品

1
,0

4
6
,2

1
7

1
4
,3

2
4

9
0
,3

5
3

9
7
0
,1

8
8

8
8
1
,9

0
7

5
8
,3

9
5

-
-

-
8
8
,2

8
0

図
書

7
2
2
,1

1
2

4
,3

7
3

4
,3

2
5

7
2
2
,1

6
0

-
-

-
-

-
7
2
2
,1

6
0

計
2
,5

7
4
,4

7
3

2
0
,2

9
3

1
3
6
,4

9
2

2
,4

5
8
,2

7
3

1
,1

0
2
,3

6
7

1
0
1
,0

0
3

-
-

-
1
,3

5
5
,9

0
6

非
償
却
資
産

土
地

3
,1

9
1
,6

6
5

-
-

3
,1

9
1
,6

6
5

-
-

-
-

-
3
,1

9
1
,6

6
5

美
術
品

1
0
,4

0
0

0
-

1
0
,4

0
0

-
-

-
-

-
1
0
,4

0
0

建
設
仮
勘
定

5
0
0

-
-

5
0
0

-
-

-
-

-
5
0
0

計
3
,2

0
2
,5

6
5

0
-

3
,2

0
2
,5

6
6

-
-

-
-

-
3
,2

0
2
,5

6
6

土
地

3
,1

9
1
,6

6
5

-
-

3
,1

9
1
,6

6
5

-
-

-
-

-
3
,1

9
1
,6

6
5

建
物

1
1
,3

3
0
,0

0
7

-
1
3
,2

2
5

1
1
,3

1
6
,7

8
1

1
,9

9
3
,6

6
6

2
7
5
,0

3
9

-
-

-
9
,3

2
3
,1

1
4

構
築
物

5
1
9
,0

6
7

1
,5

9
5

2
8
,5

8
8

4
9
2
,0

7
4

1
0
2
,5

9
1

2
0
,9

4
0

-
-

-
3
8
9
,4

8
3

工
具
器
具
備
品

1
,0

4
6
,2

1
7

1
4
,3

2
4

9
0
,3

5
3

9
7
0
,1

8
8

8
8
1
,9

0
7

5
8
,3

9
5

-
-

-
8
8
,2

8
0

図
書

7
2
2
,1

1
2

4
,3

7
3

4
,3

2
5

7
2
2
,1

6
0

-
-

-
-

-
7
2
2
,1

6
0

美
術
品

1
0
,4

0
0

0
-

1
0
,4

0
0

-
-

-
-

-
1
0
,4

0
0

建
設
仮
勘
定

5
0
0

-
-

5
0
0

-
-

-
-

-
5
0
0

計
1
6
,8

1
9
,9

7
0

2
0
,2

9
3

1
3
6
,4

9
2

1
6
,7

0
3
,7

7
0

2
,9

7
8
,1

6
5

3
5
4
,3

7
5

-
-

-
1
3
,7

2
5
,6

0
5

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

1
5
3
,1

7
9

-
7
,2

0
9

1
4
5
,9

7
0

8
0
,9

3
9

1
9
,7

7
9

-
-

-
6
5
,0

3
0

電
話
加
入
権

1
4
7

-
1
0
2

4
5

-
-

-
-

-
4
5

計
1
5
3
,3

2
7

-
7
,3

1
2

1
4
6
,0

1
5

8
0
,9

3
9

1
9
,7

7
9

-
-

-
6
5
,0

7
5

(
2
)
　
た
な
卸
資
産
の
明
細

（
単
位
：
千
円
）

種
　
類

期
首
残
高

当
期
増
加
額

当
期
減
少
額

期
末
残
高

摘
　
要

当
期
購
入
・

製
造
・
振
替

そ
の
他

払
出
・
振
替

そ
の
他

貯
蔵

品

計

（
１
）
固
定
資
産
の
取
得
及
び
処
分
、
減
価
償
却
費
（
「
第
8
7
 
特
定
の
償
却
資
産
の
減
価
に
係
る
会
計
処
理
」
及
び
「
第
9
1
 
資
産
除
去
債
務
に
係
る
特
定
の
除
去
費
用
等
の
会
計
処
理
」
に
よ
る
損

益
外
減
価
償
却
相
当
額
も
含
む
。
）
並
び
に
減
損
損
失
の
明
細

資
　
産
　
の
　
種
　
類

期
首
残
高

当
期
増
加
額

当
期
減
少
額

期
末
残
高

減
価
償
却
累
計
額

差
引
当
期
末

残
高

摘
　
要

無
形
固
定
資
産

（
特
定
償
却
資
産
以

外
）

減
損
損
失
累
計
額

有
形
固
定
資
産

（
特
定
償
却
資
産
以

外
）

有
形
固
定
資
産
合
計



46
第

34
4 

号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

(3
)　

有
価

証
券

の
明

細

(3
)－

1
　

流
動

資
産

と
し

て
計

上
さ

れ
た

有
価

証
券

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

(3
)－

2
　

投
資

そ
の

他
の

資
産

と
し

て
計

上
さ

れ
た

有
価

証
券

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

(4
)　

長
期

貸
付

金
の

明
細

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

(5
)　

長
期

借
入

金
の

明
細

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

(6
)　

公
立

大
学

法
人

債
の

明
細

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

(7
)　

引
当

金
の

明
細

目
的

使
用

そ
の

他

7
,6

3
8

-
-

3
4
0

7
,2

9
8

注
）

7
,6

3
8

-
-

3
4
0

7
,2

9
8

(8
)　

資
産

除
去

債
務

の
明

細

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

(9
)　

保
証

債
務

の
明

細

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

(1
0
)　

資
本

金
及

び
資

本
剰

余
金

の
明

細

期
首

残
高

当
期

増
加

額
当

期
減

少
額

期
末

残
高

設
立

団
体

(福
岡

県
)出

資
金

1
4
,2

3
4
,5

9
6

-
-

1
4
,2

3
4
,5

9
6

計
1
4
,2

3
4
,5

9
6

-
-

1
4
,2

3
4
,5

9
6

無
償

譲
与

1
0
,4

7
2

-
2
7

1
0
,4

4
5

寄
付

金
等

0
0

-
0

計
1
0
,4

7
2

0
2
7

1
0
,4

4
5

損
益

外
減

価
償

却
累

計
額

▲
 1

,6
2
2
,4

2
6

▲
 2

5
3
,3

7
1

-
▲

 1
,8

7
5
,7

9
8

差
引

計
▲

 1
,6

1
1
,9

5
4

▲
 2

5
3
,3

7
1

2
7

▲
 1

,8
6
5
,3

5
3

(1
1
)　

積
立

金
等

の
明

細
及

び
目

的
積

立
金

の
取

崩
し

の
明

細

(1
1
)－

1
　

積
立

金
の

明
細

期
首

残
高

当
期

増
加

額
当

期
減

少
額

期
末

残
高

8
5
,0

4
6

3
0
,7

0
1

6
,7

9
6

1
0
8
,9

5
1

注
1
）
　

注
2
）

3
2
,0

1
7

-
3
2
,0

1
7

-
注

2
）

1
1
7
,0

6
4

3
0
,7

0
1

3
8
,8

1
4

1
0
8
,9

5
1

摘
要

（
単

位
：
千

円
）

資
本

金

資
本

剰
余

金

　
注

１
）
　

当
期

増
加

額
は

、
令

和
2
年

度
に

発
生

し
た

当
期

総
利

益
を

県
知

事
の

承
認

を
受

け
積

立
金

と
し

て
整

理
し

た
こ

と
に

よ
る

も
の

で
す

。
　

注
2
）
　

当
期

減
少

額
は

、
教

育
研

究
等

改
善

の
た

め
に

充
当

し
た

3
8
,8

1
4
千

円
に

よ
る

も
の

で
す

。

固
定

資
産

の
除

却

美
術

品
収

蔵
品

の
取

得

前
中

期
目

標
期

間
繰

越
積

立
金

計

合
　

計

区
分

（
単

位
：
千

円
）

当
期

減
少

額
期

末
残

高

摘
要

期
首

残
高

地
方

独
立

行
政

法
人

法
第

4
0
条

第
３

項
積

立
金

（
教

育
研

究
等

改
善

目
的

積
立

金
）

区
分

徴
収

不
能

引
当

金

区
　

分

（
単

位
：
千

円
）

摘
要

　
注

）
　

当
期

減
少

額
の

そ
の

他
は

、
未

収
学

生
納

付
金

収
入

の
回

収
に

よ
る

も
の

で
あ

り
ま

す
。

当
期

増
加

額
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令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日
第

34
4 

号

(1
1
)－

2
　

目
的

積
立

金
の

取
崩

し
の

明
細

海
外

留
学

事
業

女
性

リ
ー

ダ
ー

育
成

・
産

学
連

携
事

業
入

試
・
広

報
事

業
計

海
外

留
学

事
業

教
育

実
習

・
体

験
学

習
事

業
情

報
・
教

育
シ

ス
テ

ム
等

運
営

費
計

-
3
5
8

1
3
5

4
9
4

-
-

-
-

-
9
3
8

2
,5

0
9

3
,4

4
7

-
6
0
8

-
6
0
8

-
4

-
4

-
-

-
-

-
8
6
2

-
8
6
2

-
-

-
-

-
6
0

-
6
0

-
1
0

-
1
0

-
1
4
8

3
0
5

4
5
3

-
-

7
7

-
1
7
1

1
8

1
8
9

-
1
0
8

1
1

1
1
9

7
8

4
,5

7
6

2
,6

4
0

7
,2

9
4

7
5

1
,9

5
5

3
,8

5
3

5
,8

8
4

-
1
2

1
8
1

1
9
4

-
-

-
-

-
2
5
0

1
0

2
6
0

-
1
6
6

-
1
6
6

-
1
0
0

-
1
0
0

-
-

-
-

-
2
3

-
2
3

-
-

-
-

-
2
3
0

-
2
3
0

-
-

-
-

-
-

3
2
1

3
2
1

-
-

-
-

-
-

1
9
5

1
9
5

-
-

-
-

-
-

7
,8

4
3

7
,8

4
3

-
-

-
-

-
-

6
,2

2
8

6
,2

2
8

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

8
9

8
9

-
-

-
-

-
-

4
3
0

4
3
0

-
-

-
-

-
-

1
1
4

1
1
4

-
-

-
-

-
-

3
,1

7
6

3
,1

7
6

-
-

-
-

7
8

7
,7

3
7

2
4
,2

0
2

3
2
,0

1
7

7
5

2
,8

4
9

3
,8

7
2

6
,7

9
6

-
-

-
-

-
-

-
-

7
8

7
,7

3
7

2
4
,2

0
2

3
2
,0

1
7

7
5

2
,8

4
9

3
,8

7
2

6
,7

9
6

(1
2
)　

運
営

費
交

付
金

債
務

及
び

運
営

費
交

付
金

収
益

の
明

細

(1
2
)－

1
　

運
営

費
交

付
金

債
務

（
単

位
：
千

円
）

運
営

費
交

付
金

収
益

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

等
資

本
剰

余
金

小
計

平
成

3
0

年
度

2
9
,9

5
9

-
-

-
-

-
2
9
,9

5
9

令
和

元
年

度
2
5
,4

2
7

-
-

-
-

-
2
5
,4

2
7

令
和

２
年

度
2
8
,3

2
0

-
-

-
-

-
2
8
,3

2
0

令
和

３
年

度
-

1
,2

3
9
,5

4
4

1
,1

9
2
,6

1
9

-
-

1
,1

9
2
,6

1
9

4
6
,9

2
4

合
計

8
3
,7

0
7

1
,2

3
9
,5

4
4

1
,1

9
2
,6

1
9

-
-

1
,1

9
2
,6

1
9

1
3
0
,6

3
1

(1
2
)－

2
　

運
営

費
交

付
金

収
益

　
　

　
合

計

1
,0

0
8
,9

8
1

1
8
3
,6

3
8

1
,1

9
2
,6

1
9

積
立

金
の

名
称

及
び

事
業

名

前
中

期
目

標
期

間
繰

越
積

立
金

教
育

研
究

等
改

善
目

的
積

立
金

　
　

賃
借

料

　
　

広
告

宣
伝

費

　
　

印
刷

製
本

費

教
育

経
費

（
単

位
：
千

円
）

1
,0

0
8
,9

8
1

1
8
3
,6

3
8

　

小
計

期
間

進
行

基
準

に
よ

る
も

の

費
用

進
行

基
準

に
よ

る
も

の 合
  

計

令
和

３
年

度
交

付
分

（
単

位
：
千

円
）

　
　

通
信

運
搬

費

1
,1

9
2
,6

1
9

　
　

賃
借

料

　
　

消
耗

品
費

　
　

報
酬

・
委

託
・
手

数
料

　
　

諸
会

費

　
　

雑
費

教
育

研
究

支
援

経
費

　
　

車
両

燃
料

費

　
　

広
告

宣
伝

費

　
　

印
刷

製
本

費

業
務

等
区

分

一
般

管
理

費

期
首

残
高

　
　

報
酬

・
委

託
・
手

数
料

　
　

旅
費

交
通

費

研
究

経
費

　
　

行
事

費

　
　

通
信

運
搬

費

　
　

旅
費

交
通

費

　
　

消
耗

品
費

　
　

報
酬

・
委

託
・
手

数
料

　
　

報
酬

・
委

託
・
手

数
料

交
付

金
当

期
交

付
額

期
末

残
高

当
期

振
替

額

　
　

通
信

運
搬

費

　
　

消
耗

品
費

交
付

年
度

合
計

中
期

目
標

期
間

終
了

時
の

積
立

金
へ

の
振

替
額
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第

34
4 

号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

(1
3
)　
運
営
費
交
付
金
以
外
の
設
立
団
体
等
か
ら
の
財
源
措
置
の
明
細

(1
3
)－
1
　
施
設
費
の
明
細

該
当
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。

(1
3
)－
2
　
補
助
金
等
の
明
細

資
産
見
返

補
助
金
等

資
本
剰
余
金

収
益

女
性
リ
ー
ダ
ー
養
成
事
業
費
補
助
金
（
女
性

ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
育
成
研
修
事
業
）

福
岡
県

直
接
経
費

-
1
,6

3
0

-
-

1
,6

3
0

-
1
,6

3
0

公
立
大
学
法
人
施
設
整
備
費
等
補
助
金

福
岡
県

直
接
経
費

-
5
,3

9
0

-
-

5
,3

9
0

-
5
,3

9
0

海
外
等
留
学
支
援
制
度

独
立
行
政
法
人
日
本

学
生
支
援
機
構

直
接
経
費

-
4
,8

5
0

-
-

4
,8

5
0

-
4
,8

5
0

JE
E
S
留
学
生
奨
学
金

公
益
財
団
法
人
日
本

国
際
教
育
支
援
協
会

直
接
経
費

-
4
8
0

-
-

4
8
0

-
4
8
0

直
接
経
費

-
1
2
,3

5
0

-
-

1
2
,3

5
0

-
1
2
,3

5
0

計
-

1
2
,3

5
0

-
-

1
2
,3

5
0

-
1
2
,3

5
0

（
単
位
：
千
円
）

注
）
摘
要
に
は
当
期
交
付
決
定
額
を
記
載
し
て
お
り
ま
す
。

名
称

当
期

交
付
額

合
計

交
付
元

経
費

の
別

当
期
振
替
額

摘
要

期
首

残
高

期
末

残
高
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令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日
第

34
4 

号

(1
4
)　

役
員

及
び

教
職

員
の

給
与

の
明

細

法
定

福
利

費
退

職
給

付

金
額

支
給

人
員

金
額

金
額

支
給

人
員

(3
4
,1

3
6
)

(3
)

(2
,6

6
8
)

(　
-
　

)
(　

-
　

)

3
4
,1

3
6

3
2
,6

6
8

-
-

(9
1
0
)

(6
)

(　
-
　

)
(　

-
　

)
(　

-
　

)

9
1
0

6
-

-
-

(3
5
,0

4
6
)

(9
)

(2
,6

6
8
)

(　
-
　

)
(　

-
　

)

3
5
,0

4
6

9
2
,6

6
8

-
-

(7
2
0
,6

1
8
)

(8
6
)

(1
1
5
,9

5
2
)

(1
0
,2

5
9
)

(3
)

7
2
0
,6

1
8

8
6

1
1
5
,9

5
2

1
0
,2

5
9

3

(6
2
,4

2
8
)

(5
1
)

(1
8
8
)

(　
-
　

)
(　

-
　

)

6
2
,4

2
8

5
1

1
8
8

-
-

(7
8
3
,0

4
7
)

(1
3
7
)

(1
1
6
,1

4
1
)

(1
0
,2

5
9
)

(3
)

7
8
3
,0

4
7

1
3
7

1
1
6
,1

4
1

1
0
,2

5
9

3

(1
8
4
,2

4
8
)

(3
2
)

(2
7
,5

6
0
)

(　
-
　

)
(　

-
　

)

1
8
4
,2

4
8

3
2

2
7
,5

6
0

-
-

(9
6
,5

9
5
)

(3
0
)

(1
5
,2

4
9
)

(　
-
　

)
(　

-
　

)

9
6
,5

9
5

3
0

1
5
,2

4
9

-
-

(2
8
0
,8

4
3
)

(6
2
)

(4
2
,8

0
9
)

(　
-
　

)
(　

-
　

)

2
8
0
,8

4
3

6
2

4
2
,8

0
9

-
-

(9
3
9
,0

0
3
)

(1
2
1
)

(1
4
6
,1

8
1
)

(1
0
,2

5
9
)

(3
)

9
3
9
,0

0
3

1
2
1

1
4
6
,1

8
1

1
0
,2

5
9

3

(1
5
9
,9

3
4
)

(8
7
)

(1
5
,4

3
7
)

(　
-
　

)
(　

-
　

)

1
5
9
,9

3
4

8
7

1
5
,4

3
7

-
-

(1
,0

9
8
,9

3
7
)

(2
0
8
)

(1
6
1
,6

1
9
)

(1
0
,2

5
9
)

(3
)

1
,0

9
8
,9

3
7

2
0
8

1
6
1
,6

1
9

1
0
,2

5
9

3

注
） 1 2 3 4

(1
5
)　

開
示

す
べ

き
セ

グ
メ

ン
ト
情

報

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

（
単

位
：
千

円
、

人
）

区
 分

報
酬

又
は

給
料

等

役
員

常
　

勤

非
常

勤

計

教
員

常
　

勤

非
常

勤

計

職
員

常
　

勤

非
常

勤

計

　
上

段
括

弧
内

に
は

、
承

継
職

員
等

に
係

る
金

額
及

び
支

給
人

員
を

内
数

で
記

載
し

て
お

り
ま

す
。

　
役

員
に

対
す

る
報

酬
は

、
公

立
大

学
法

人
福

岡
女

子
大

学
役

員
報

酬
規

程
に

基
づ

き
支

給
し

て
お

り
ま

す
。

合
計

常
　

勤

非
常

勤

計

　
教

職
員

の
給

与
及

び
退

職
手

当
は

、
公

立
大

学
法

人
福

岡
女

子
大

学
職

員
給

与
規

程
、

公
立

大
学

法
人

福
岡

女
子

大
学

教
員

年
俸

規
程

、
公

立
大

学
法

人
福

岡
女

子
大

学
職

員
退

職
手

当
規

程
、

公
立

大
学

法
人

福
岡

女
子

大
学

非
常

勤
職

員
等

賃
金

規
程

に
基

づ
き

支
給

し
て

お
り

ま
す

。

　
役

員
、

教
職

員
の

支
給

人
数

に
は

年
間

平
均

支
給

人
員

数
を

記
載

し
て

お
り

ま
す

。
ま

た
、

退
職

給
付

に
は

総
支

給
人

員
数

を
記

載
し

て
お

り
ま

す
。



50
第

34
4 

号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

(1
6
)　
業
務
費
及
び
一
般
管
理
費
の
明
細

(単
位
:千

円
)

教
育
経
費

消
耗
品
費

2
2
,3

5
3

備
品
費

5
,2

7
8

印
刷
製
本
費

7
,4

0
6

水
道
光
熱
費

4
5
,2

5
6

旅
費
交
通
費

1
,1

7
6

通
信
運
搬
費

6
,3

6
4

賃
借
料

6
,1

3
8

保
守
費

3
,1

4
0

修
繕
費

1
,0

9
3

損
害
保
険
料

1
8

広
告
宣
伝
費

4

行
事
費

7
,8

9
5

諸
会
費

1
,7

3
1

会
議
費

4

報
酬
・
委
託
・
手
数
料

8
6
,2

5
3

奨
学
費

9
1
,3

3
1

減
価
償
却
費

2
2
,7

6
4

雑
費

3
,4

1
4

3
1
1
,6

2
6

研
究
経
費

消
耗
品
費

2
1
,2

9
7

備
品
費

5
,5

5
2

印
刷
製
本
費

7
3
6

水
道
光
熱
費

3
1
,9

5
0

旅
費
交
通
費

3
,5

9
9

通
信
運
搬
費

6
8
7

賃
借
料

2
,2

9
1

保
守
費

2
0
5

修
繕
費

4
,6

2
6

損
害
保
険
料

4

行
事
費

4
6

諸
会
費

2
,6

6
0

報
酬
・
委
託
・
手
数
料

5
0
,4

2
1

減
価
償
却
費

3
7
,9

9
0

雑
費

8
,0

3
8

1
7
0
,1

0
9

教
育
研
究
支
援
経
費

消
耗
品
費

4
,0

0
2

備
品
費

5
7
,9

8
8

印
刷
製
本
費

7
5
2

水
道
光
熱
費

6
,2

4
2

通
信
運
搬
費

4
5
2

賃
借
料

9
,0

8
1

保
守
費

1
0
,4

8
2

修
繕
費

1
7
2

諸
会
費

7
1

報
酬
・
委
託
・
手
数
料

4
1
,6

0
3

減
価
償
却
費

4
0
,4

2
6

雑
費

2
,5

1
0

図
書
費

4
,3

2
5

1
7
8
,1

1
1

受
託
研
究
費

消
耗
品
費

4
4
0

4
4
0

共
同
研
究
費

消
耗
品
費

7

旅
費
交
通
費

1
7
8

諸
会
費

2
2

報
酬
・
委
託
・
手
数
料

0
2
0
8



51
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日
第

34
4 

号

受
託
事
業
費

職
員
人
件
費

非
常
勤
職
員
給
与

　
　
給
料

5
9
5

5
9
5

消
耗
品
費

3
6
6

印
刷
製
本
費

6
9
9

旅
費
交
通
費

8
4

通
信
運
搬
費

2
2

賃
借
料

5

諸
会
費

1

報
酬
・
委
託
・
手
数
料

2
,9

2
6

雑
費

1
5

4
,7

1
6

役
員
人
件
費

常
勤
役
員
給
与

報
酬

2
4
,5

9
0

賞
与

9
,5

4
6

法
定
福
利
費

2
,6

6
8

3
6
,8

0
4

非
常
勤
役
員
給
与

報
酬

9
1
0

9
1
0

3
7
,7

1
4

教
員
人
件
費

常
勤
教
員
給
与

給
料

5
2
7
,8

2
4

賞
与

1
9
2
,7

9
4

退
職
給
付
費
用

1
0
,2

5
9

法
定
福
利
費

1
1
5
,9

5
2

8
4
6
,8

3
1

非
常
勤
教
員
給
与

給
料

6
2
,4

2
8

法
定
福
利
費

1
8
8

6
2
,6

1
7

9
0
9
,4

4
8

職
員
人
件
費

常
勤
職
員
給
与

給
料

1
4
4
,2

5
1

賞
与

3
9
,9

9
7

法
定
福
利
費

2
7
,5

6
0

2
1
1
,8

0
8

非
常
勤
職
員
給
与

給
料

8
5
,9

0
5

賞
与

1
0
,6

8
9

法
定
福
利
費

1
5
,2

4
9

1
1
1
,8

4
4

3
2
3
,6

5
2

一
般
管
理
費

消
耗
品
費

3
,5

8
0

備
品
費

4
,1

8
4

印
刷
製
本
費

9
,1

1
9

水
道
光
熱
費

4
,2

2
6

旅
費
交
通
費

1
,4

5
8

通
信
運
搬
費

3
,1

0
5

賃
借
料

3
,5

4
1

車
両
燃
料
費

7

保
守
費

2
,1

7
1

修
繕
費

8
,0

2
0

損
害
保
険
料

2
,9

7
7

広
告
宣
伝
費

7
,9

2
4

会
議
費

2
0
6

報
酬
・
委
託
・
手
数
料

6
9
,5

6
1

租
税
公
課

9
5
3

減
価
償
却
費

1
9
,6

0
2

雑
費

3
6
7

諸
会
費

1
,9

1
3

1
4
2
,9

2
2



52
第

34
4 

号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

(1
7
) 

 寄
附

金
の

明
細

当
期

受
入

額
件

数
摘

要

2
7
,2

0
9

(4
,3

1
6
)

1
2

(-
)

注
）

(1
8
) 

 受
託

研
究

の
明

細

委
託

者
経

費
の

別
　

期
首

残
高

当
期

受
入

額
受

託
研

究
収

益
期

末
残

高

直
接

経
費

-
-

-
-

間
接

経
費

-
-

-
-

直
接

経
費

-
-

-
-

間
接

経
費

-
-

-
-

直
接

経
費

-
-

-
-

間
接

経
費

-
-

-
-

直
接

経
費

-
-

-
-

間
接

経
費

-
-

-
-

直
接

経
費

-
-

-
-

間
接

経
費

-
-

-
-

直
接

経
費

-
4
4
0

4
4
0

-

間
接

経
費

-
4
4

4
4

-

直
接

経
費

-
-

-
-

間
接

経
費

-
-

-
-

直
接

経
費

-
4
4
0

4
4
0

-

間
接

経
費

-
4
4

4
4

-

(1
9
) 

 共
同

研
究

の
明

細

共
同

研
究

契
約

の
相

手
方

経
費

の
別

　
期

首
残

高
当

期
受

入
額

共
同

研
究

収
益

期
末

残
高

直
接

経
費

-
-

-
-

間
接

経
費

-
-

-
-

直
接

経
費

-
-

-
-

間
接

経
費

-
-

-
-

直
接

経
費

-
-

-
-

間
接

経
費

-
-

-
-

直
接

経
費

-
-

-
-

間
接

経
費

-
-

-
-

直
接

経
費

-
-

-
-

間
接

経
費

-
-

-
-

直
接

経
費

4
8
5

2
7
0

4
8
5

2
7
0

間
接

経
費

-
3
0

3
0

-

直
接

経
費

-
-

-
-

間
接

経
費

-
-

-
-

直
接

経
費

4
8
5

2
7
0

4
8
5

2
7
0

間
接

経
費

-
3
0

3
0

-
合

計

注
）
　

件
数

の
う

ち
、

基
金

に
つ

い
て

は
少

額
雑

多
な

た
め

、
基

金
ご

と
に

１
件

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
し

て
お

り
ま

す
。

　
　

( 
 )

は
現

物
寄

附
に

よ
る

も
の

で
、

内
数

と
し

て
記

載
し

て
お

り
、

件
数

に
つ

い
て

は
種

類
が

多
岐

に
わ

た
り

、
か

つ
単

位
が

一
律

で
は

な
い

た
め

、
記

載
を

省
略

し
て

お
り

ま
す

。

地
方

公
共

団
体

（
設

立
団

体
）

地
方

独
立

行
政

法
人

等
（
設

立
団

体
）

地
方

公
共

団
体

等
（
設

立
団

体
以

外
）

国

独
立

行
政

法
人

・
国

立
大

学
法

人

そ
の

他

地
方

公
共

団
体

等
（
設

立
団

体
以

外
）

国

独
立

行
政

法
人

・
国

立
大

学
法

人

株
式

会
社

等

そ
の

他

地
方

公
共

団
体

（
設

立
団

体
）

地
方

独
立

行
政

法
人

等
（
設

立
団

体
）

合
計

株
式

会
社

等

（
単

位
：
千

円
）

（
単

位
：
千

円
）

（
単

位
：
千

円
、

件
）



53
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日
第

34
4 

号

(2
0
) 

 受
託

事
業

等
の

明
細

委
託

者
等

経
費

の
別

　
期

首
残

高
当

期
受

入
額

受
託

事
業

等
収

益
そ

の
他

期
末

残
高

直
接

経
費

-
-

-
-

-

間
接

経
費

-
-

-
-

-

直
接

経
費

-
-

-
-

-

間
接

経
費

-
-

-
-

-

直
接

経
費

-
-

-
-

-

間
接

経
費

-
-

-
-

-

直
接

経
費

1
,9

0
1

4
,4

8
1

4
,7

9
1

-
1
,5

9
1

間
接

経
費

-
-

-
-

-

直
接

経
費

-
-

-
-

-

間
接

経
費

-
-

-
-

-

直
接

経
費

-
-

-
-

-

間
接

経
費

-
-

-
-

-

直
接

経
費

2
6
6

-
2
6
3

2
-

間
接

経
費

3
5
8

-
3
5
8

-
-

直
接

経
費

2
,1

6
8

4
,4

8
1

5
,0

5
5

2
1
,5

9
1

間
接

経
費

3
5
8

-
3
5
8

-
-

注
）
そ

の
他

の
2
千

円
は

、
期

首
残

高
の

返
還

額
で

あ
り

ま
す

。

(2
1
)科

学
研

究
費

補
助

金
等

の
明

細

当
期

受
入

額
件

数
摘

要

(3
0
0
)

1

9
0

(9
,6

8
1
)

1
3

2
,3

6
7

(1
5
,2

2
0
)

2
4

4
,5

6
6

(8
,4

0
0
)

9

2
,5

2
0

(4
8
0
)

2

1
4
4

(8
0
0
)

1

-

(3
8
)

1

1
1

(3
4
,9

1
9
)

5
1

9
,6

9
8

注
）
上

段
（
）
内

に
直

接
経

費
相

当
額

を
、

下
段

に
間

接
経

費
相

当
額

を
記

載
し

て
お

り
ま

す
。

(2
2
)　

上
記

以
外

の
主

な
資

産
、

負
債

、
費

用
及

び
収

益
の

明
細

(2
2
)-

1
 現

金
及

び
預

金

区
　

分
金

　
額

現
金

2
9
5

普
通

預
金

6
3
6
,7

3
6

合
　

計
6
3
7
,0

3
1

(2
2
)-

2
 未

払
金

区
　

分
金

　
額

摘
　

要

人
件

費
1
0
,3

0
1

固
定

資
産

2
,5

6
9

そ
の

他
7
1
,3

4
4

合
　

計
8
4
,2

1
5

日
本

学
術

振
興

会
科

学
研

究
費

補
助

金
　

基
盤

研
究

Ａ

地
方

公
共

団
体

（
設

立
団

体
）

（
単

位
：
千

円
）

種
目

国

合
計

日
本

学
術

振
興

会
科

学
研

究
費

補
助

金
　

研
究

成
果

公
開

促
進

費

日
本

学
術

振
興

会
科

学
研

究
費

補
助

金
　

基
盤

研
究

Ｃ

地
方

独
立

行
政

法
人

等
（
設

立
団

体
）

（
単

位
：
千

円
）

（
単

位
：
千

円
）

（
単

位
：
千

円
、

件
）

地
方

公
共

団
体

等
（
設

立
団

体
以

外
）

独
立

行
政

法
人

・
国

立
大

学
法

人

株
式

会
社

等

そ
の

他

日
本

学
術

振
興

会
科

学
研

究
費

補
助

金
　

基
盤

研
究

Ｂ

日
本

学
術

振
興

会
科

学
研

究
費

補
助

金
　

国
際

共
同

加
速

基
金

合
計

摘
　

要

日
本

学
術

振
興

会
科

学
研

究
費

補
助

金
　

若
手

研
究

日
本

学
術

振
興

会
科

学
研

究
費

補
助

金
　

挑
戦

的
研

究
（
萌

芽
）
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第

34
4 

号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

　公告

　地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第34条第３項の規定に基づき、公立大学

法人福岡県立大学令和３年度財務諸表について、次のとおり公告します。

　　令和４年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公立大学法人福岡県立大学　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　柴田　洋三郎



55
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日
第

34
4 

号

（
単

位
：
千

円
）

資 資
産産

のの
部部

Ⅰ
固

定
資

産

1
有

形
固

定
資

産

土
地

1
,4

3
6
,3

0
2

建
物

7
,4

5
7
,2

0
0

減
価

償
却

累
計

額
▲

 3
,2

6
0
,0

4
1

▲
 1

8
,9

2
4

4
,1

7
8
,2

3
4

構
築

物
8
3
7
,7

5
5

減
価

償
却

累
計

額
▲

 6
4
9
,5

6
6

1
8
8
,1

8
8

機
械

装
置

1
6
,5

9
9

減
価

償
却

累
計

額
▲

 1
3
,9

2
2

2
,6

7
6

工
具

器
具

備
品

3
1
5
,3

8
0

減
価

償
却

累
計

額
▲

 2
1
1
,7

2
3

1
0
3
,6

5
7

医
療

用
工

具
器

具
備

品
4
2
,7

7
7

減
価

償
却

累
計

額
▲

 4
2
,6

6
9

1
0
8

図
書

7
8
1
,6

3
4

美
術

品
1
5
0

有
形

固
定

資
産

合
計

6
,6

9
0
,9

5
2

2
無

形
固

定
資

産

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

1
8
,1

0
3

著
作

権
5
0
0

電
話

加
入

権
1
,4

6
8

無
形

固
定

資
産

合
計

2
0
,0

7
1

3
投

資
そ

の
他

の
資

産

長
期

貸
付

金
5
0
0

投
資

そ
の

他
の

資
産

合
計

5
0
0

固
定

資
産

合
計

6
,7

1
1
,5

2
4

Ⅱ
流

動
資

産

現
金

及
び

預
金

4
6
0
,7

5
0

未
収

学
生

納
付

金
収

入
1
3
,3

4
6

徴
収

不
能

引
当

金
▲

 1
4
3

1
3
,2

0
3

前
払

費
用

3
1
8

そ
の

他
の

未
収

入
金

2
7
,0

0
2

徴
収

不
能

引
当

金
▲

 2
3
9

2
6
,7

6
3

そ
の

他
の

流
動

資
産

3
4
3

流
動

資
産

合
計

5
0
1
,3

7
9

資
産

合
計

7
,2

1
2
,9

0
3

貸貸
　　

借借
　　

対対
　　

照照
　　

表表
（
令

和
４

年
３

月
３

１
日

現
在

）

科
　

目
金

　
　

　
　

　
　

　
額

減
損

損
失

累
計

額



56
第

34
4 

号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

（
単

位
：
千

円
）

貸貸
　　

借借
　　

対対
　　

照照
　　

表表
（
令

和
４

年
３

月
３

１
日

現
在

）

科
　

目
金

　
　

　
　

　
　

　
額

負負
債債

のの
部部

Ⅰ
固

定
負

債

資
産

見
返

負
債

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

等
2
7
8
,6

7
3

資
産

見
返

補
助

金
等

2
0
3
,0

3
3

資
産

見
返

補
償

金
1
,4

0
9

資
産

見
返

寄
附

金
1
6
,1

4
4

資
産

見
返

物
品

受
贈

額
7
6
7
,9

1
7

1
,2

6
7
,1

7
9

長
期

リ
ー

ス
債

務
4
7
,9

4
2

固
定

負
債

合
計

1
,3

1
5
,1

2
1

Ⅱ
流

動
負

債

運
営

費
交

付
金

債
務

7
8
,6

4
7

寄
附

金
債

務
2
3
,0

6
9

預
り

科
学

研
究

費
補

助
金

等
4
3
,6

8
5

預
り

金
3
,1

7
3

前
受

金
5
,5

2
0

2
0

未
払

金
1
3
8
,1

3
6

リ
ー

ス
債

務
2
0
,0

0
6

未
払

消
費

税
等

1
,1

1
3

流
動

負
債

合
計

3
1
3
,3

7
3

負
債

合
計

1
,6

2
8
,4

9
4

純純
資資

産産
のの

部部

Ⅰ
資

本
金

地
方

公
共

団
体

出
資

金
8
,5

3
0
,2

2
0

資
本

金
合

計
8
,5

3
0
,2

2
0

Ⅱ
資

本
剰

余
金

資
本

剰
余

金
6
4
,6

7
1

損
益

外
減

価
償

却
累

計
額

（
▲

）
▲

 3
,1

6
3
,7

9
1

▲
 1

8
,9

2
4

資
本

剰
余

金
合

計
▲

 3
,1

1
8
,0

4
4

Ⅲ
利

益
剰

余
金

前
中

期
目

標
期

間
繰

越
積

立
金

5
4
,6

8
7

教
育

研
究

等
改

善
目

的
積

立
金

7
8
,4

2
2

当
期

未
処

分
利

益
3
9
,1

2
2

（
う

ち
当

期
総

利
益

）
(3

9
,1

2
2
)

利
益

剰
余

金
合

計
1
7
2
,2

3
3

純
資

産
合

計
5
,5

8
4
,4

0
9

負
債

純
資

産
合

計
7
,2

1
2
,9

0
3

損
益

外
減

損
損

失
累

計
額

（
▲

）

前
受

収
益
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令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日
第

34
4 

号

（
単
位
：
千
円
）

経 経
常常
費費
用用

業
務
費

教
育
経
費

2
2
7
,9

8
2

研
究
経
費

6
0
,1

1
4

教
育
研
究
支
援
経
費

4
2
,5

0
6

受
託
事
業
費

7
6
5

役
員
人
件
費

2
7
,2

2
9

教
員
人
件
費

1
,0

6
5
,4

7
7

職
員
人
件
費

1
9
4
,6

7
3

1
,6

1
8
,7

5
0

一
般
管
理
費

2
3
4
,7

9
4

財
務
費
用

支
払
利
息

2
,5

4
0

2
,5

4
0

5
5

5
5

経
常
費
用
合
計

1
,8

5
6
,1

4
0

経経
常常
収収
益益

運
営
費
交
付
金
収
益

1
,0

8
6
,3

7
5

授
業
料
収
益

5
4
2
,1

1
4

入
学
金
収
益

1
0
8
,0

6
6

検
定
料
収
益

1
9
,7

3
9

そ
の
他
業
務
収
益

8
8
8

受
託
事
業
等
収
益

9
9
0

補
助
金
等
収
益

3
0
,2

7
1

寄
附
金
収
益

4
,2

2
3

資
産
見
返
負
債
戻
入

資
産
見
返
物
品
受
贈
額
戻
入

2
1
,2

3
0

資
産
見
返
運
営
費
交
付
金
等
戻
入

1
1
,1

1
8

資
産
見
返
寄
附
金
戻
入

2
,3

0
3

資
産
見
返
補
助
金
等
戻
入

1
4
,9

9
2

資
産
見
返
補
償
金
戻
入

7
9

4
9
,7

2
3

財
務
収
益

受
取
利
息

3

延
滞
金

2
2
0

2
2
3

雑
益 財
産
貸
付
料
収
益

1
5
,6

6
9

手
数
料
収
益

4
,0

7
6

間
接
経
費
収
入

1
2
,2

7
9

そ
の
他
の
雑
益

1
3
,7

2
3

4
5
,7

4
8

経
常
収
益
合
計

1
,8

8
8
,3

6
5

経経
常常
利利
益益

3
2
,2

2
4

臨臨
時時
損損
失失

固
定
資
産
除
却
損

0
0

臨臨
時時
利利
益益

資
産
見
返
物
品
受
贈
額
戻
入

0
0

当当
期期
純純
利利
益益

3
2
,2

2
4

    
    
前前
中中
期期
目目
標標
期期
間間
繰繰
越越
積積
立立
金金
取取
崩崩
額額

6
,8

9
7

当当
期期
総総
利利
益益

3
9
,1

2
2

損損
　　
益益
　　
計計
　　
算算
　　
書書

（
令
和
３
年
４
月
１
日
～
令
和
４
年
３
月
３
１
日
）

科
　
　
目

金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
額

雑
損

そ
の
他
雑
損



58
第

34
4 

号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

（
単

位
：
千

円
）

Ⅰ
　

業
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

原
材

料
、

商
品

又
は

サ
ー

ビ
ス

の
購

入
に

よ
る

支
出

▲
 1

9
0
,6

1
3

人
件

費
支

出
▲

 1
,2

8
4
,3

0
6

そ
の

他
の

業
務

支
出

▲
 1

9
8
,2

7
7

運
営

費
交

付
金

収
入

1
,1

0
8
,3

2
0

授
業

料
収

入
5
0
5
,6

7
3

入
学

金
収

入
1
0
0
,1

1
4

検
定

料
収

入
1
9
,7

3
9

受
託

事
業

等
収

入
9
9
0

寄
附

金
収

入
3
,5

9
3

補
助

金
等

収
入

1
7
,7

6
1

そ
の

他
の

収
入

4
5
,5

3
2

預
り

科
学

研
究

費
補

助
金

等
の

純
増

減
額

7
,0

4
1

　
　

 業
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

1
3
5
,5

6
8

Ⅱ
　

投
資

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

有
形

固
定

資
産

の
取

得
に

よ
る

支
出

▲
 3

9
,2

8
6

無
形

固
定

資
産

の
取

得
に

よ
る

支
出

▲
 3

,0
0
3

　
小

計
▲

 4
2
,2

8
9

利
息

及
び

配
当

金
の

受
取

額
2
6
2

　
　

 投
資

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

▲
 4

2
,0

2
7

Ⅲ
　

財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

リ
ー

ス
債

務
の

返
済

に
よ

る
支

出
▲

 2
7
,9

6
7

　
小

計
▲

 2
7
,9

6
7

利
息

の
支

払
額

▲
 2

,5
4
0

　
　

 財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

▲
 3

0
,5

0
8

Ⅳ
　

資
金

増
加

額
6
3
,0

3
2

Ⅴ
　

資
金

期
首

残
高

3
9
7
,7

1
8

Ⅵ
　

資
金

期
末

残
高

4
6
0
,7

5
0

キキ
ャャ

ッッ
シシ

ュュ
・・
フフ

ロロ
ーー

計計
算算

書書
（
令

和
３

年
４

月
１

日
～

令
和

４
年

３
月

３
１

日
）



59
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日
第

34
4 

号

（
単
位
：
円
）

Ⅰ
　
　
当
期
未
処
分
利
益

3
9
,1
2
2
,8
6
9

当
期
総
利
益

3
9
,1
2
2
,8
6
9

Ⅱ
　
　
利
益
処
分
額

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
4
0
条
第
3
項
に
よ
り

設
立
団
体
の
長
の
承
認
を
受
け
た
額

教
育
研
究
等
改
善
目
的
積
立
金

3
9
,1
2
2
,8
6
9

3
9
,1
2
2
,8
6
9

3
9
,1
2
2
,8
6
9

利利
益益
のの
処処
分分
にに
関関
すす
るる
書書
類類

科
　
　
　
　
目

金
　
　
　
　
額



60
第

34
4 

号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

（
単

位
：
千

円
）

Ⅰ
　

業
務

費
用

（
１

）
損

益
計

算
書

上
の

費
用

業
務

費
1
,6

1
8
,7

5
0

一
般

管
理

費
2
3
4
,7

9
4

財
務

費
用

2
,5

4
0

雑
損

5
5

臨
時

損
失

0
1
,8

5
6
,1

4
0

（
２

）
（
控

除
）
自

己
収

入
等

授
業

料
収

益
▲

 5
4
2
,1

1
4

入
学

金
収

益
▲

 1
0
8
,0

6
6

検
定

料
収

益
▲

 1
9
,7

3
9

受
託

事
業

等
収

益
▲

 9
9
0

寄
附

金
収

益
▲

 4
,2

2
3

そ
の

他
業

務
収

益
▲

 8
8
8

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

等
戻

入
▲

 9
,3

5
9

資
産

見
返

寄
附

金
戻

入
▲

 2
,3

0
3

財
務

収
益

▲
 2

2
3

雑
益

▲
 3

3
,4

6
9

▲
 7

2
1
,3

7
8

  
  

  
業

務
費

用
合

計
1
,1

3
4
,7

6
1

Ⅱ
　

損
益

外
減

価
償

却
相

当
額

1
9
4
,6

1
6

Ⅲ
　

引
当

外
賞

与
増

加
見

積
額

▲
 3

,6
1
4

Ⅳ
　

引
当

外
退

職
給

付
増

加
見

積
額

3
5
,6

6
7

Ⅴ
　

機
会

費
用

国
又

は
地

方
公

共
団

体
財

産
の

無
償

又
は

減
額

さ
れ

た
使

用
料

に
よ

る
貸

借
取

引
の

機
会

費
用

8

地
方

公
共

団
体

出
資

の
機

会
費

用
1
1
,4

5
1

1
1
,4

5
9

Ⅵ
　

行
政

サ
ー

ビ
ス

実
施

コ
ス

ト
1
,3

7
2
,8

9
1

行行
政政

ササ
ーー

ビビ
スス

実実
施施

ココ
スス

トト
計計

算算
書書

（
令

和
3
年

4
月

1
日

～
令

和
4
年

3
月

3
1
日

）

科
　

　
　

　
目

金
　

　
　

　
額
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注
  
記
  
事
  
項

 

  Ⅰ
 
重
要
な
会
計
方
針
  

  
１
 
運
営
費
交
付
金
収
益
及
び
授
業
料
収
益
の
計
上
基
準
  

  
 
 
原
則
と
し
て
、
期
間
進
行
基
準
を
採
用
し
て
お
り
ま
す
。
 

 な
お
、
退
職
手
当
及
び
特
別
交
付
金
の
う
ち
特
別
の
経
費
に
つ
い
て
は
費
用
進
行
基
準
を
採
用
し
て
お
り
ま
す
。
 

   
２
 
減
価
償
却
の
会
計
処
理
方
法
  

（
１
）
有
形
固
定
資
産
  

定
額
法
を
採
用
し
て
お
り
ま
す
。
  

耐
用
年
数
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
法
上
の
耐
用
年
数
を
基
準
と
し
て
お
り
ま
す
。
主
な
資
産
の
耐
用
年
数
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
り
ま
す
。
 

  
  
  

  
建
物
  

  
 
  
１
０
～
４
４
年
 

 
構
築
物
  

 
 
  
３
～
４
７
年
 

工
具
器
具
備
品
 
 
１
～
１
４
年
  

な
お
、
特
定
の
償
却
資
産
（
地
方
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
第
８
７
）
の
減
価
償
却
相
当
額
に
つ
い
て
は
、
財
産
的
基
礎
の
減

少
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
損
益
外
減
価
償
却
累
計
額
と
し
て
資
本
剰
余
金
か
ら
控
除
し
て
表
示
し
て
お
り
ま
す
。
  

（
２
）
無
形
固
定
資
産
  

  
  
 
 
定
額
法
を
採
用
し
て
お
り
ま
す
。
 

な
お
、
法
人
内
利
用
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
つ
い
て
は
、
法
人
内
に
お
け
る
利
用
可
能
期
間
（
５
年
）
に
基
づ
い
て
償
却
し
て
お

り
ま
す
。
 

   
３
 
引
当
金
の
計
上
基
準
  

（
１
）
徴
収
不
能
引
当
金
の
計
上
基
準
 

 
 
 
債
権
の
回
収
不
能
に
よ
る
損
失
に
備
え
る
た
め
、貸
倒
懸
念
債
権
等
の
特
定
債
権
に
つ
い
て
は
個
別
に
債
権
の
回
収
可
能
性
を

検
討
し
、
回
収
不
能
見
込
額
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。
 

（
２
）
賞
与
引
当
金
及
び
見
積
額
の
計
上
基
準
 

役
員
及
び
教
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
賞
与
に
つ
い
て
は
、翌
期
以
降
の
運
営
費
交
付
金
に
よ
り
財
源
措
置
が
な
さ
れ
て
い
る

た
め
、
賞
与
引
当
金
は
計
上
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
 

な
お
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
実
施
コ
ス
ト
計
算
書
に
お
け
る
引
当
外
賞
与
増
加
見
積
額
は
、
当
事
業
年
度
末
の
引
当
外
賞
与
見
積
額

か
ら
前
事
業
年
度
末
の
同
見
積
額
を
控
除
し
た
額
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。
 

（
３
）
退
職
給
付
に
係
る
引
当
金
及
び
見
積
額
の
計
上
基
準
 

退
職
一
時
金
に
つ
い
て
は
、
運
営
費
交
付
金
に
よ
り
財
源
措
置
が
な
さ
れ
る
た
め
、
退
職
給
付
に
係
る
引
当
金
は
計
上
し
て
お

り
ま
せ
ん
。
 

な
お
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
実
施
コ
ス
ト
計
算
書
に
お
け
る
引
当
外
退
職
給
付
増
加
見
積
額
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
第

８
９
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
た
退
職
一
時
金
に
係
る
退
職
給
付
引
当
金
の
当
期
増
加
額
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。
 

 ４
 
行
政
サ
ー
ビ
ス
実
施
コ
ス
ト
計
算
書
に
お
け
る
機
会
費
用
の
計
上
方
法
  

  
（
１
）
国
又
は
地
方
公
共
団
体
財
産
の
無
償
又
は
減
額
さ
れ
た
使
用
料
に
よ
る
貸
借
取
引
の
機
会
費
用
の
計
算
方
法
  

  
  
  
福
岡
県
河
川
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
を
参
考
に
計
算
し
て
お
り
ま
す
。
  

（
２
）
地
方
公
共
団
体
出
資
等
の
機
会
費
用
の
計
算
に
使
用
し
た
利
率
  

  
  
  
 1
0
年
利
付
国
債
の
令
和
４
年
３
月
末
利
回
り
を
参
考
に
、
0.
21
0％
で
計
算
し
て
お
り
ま
す
。
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５
 
リ
ー
ス
取
引
の
会
計
処
理
 

リ
ー
ス
料
総
額
が
３
０
０
万
円
以
上
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
売
買
取
引
に
係
る
方
法
に
準
じ
た

会
計
処
理
に
よ
っ
て
お
り
ま
す
。
 

 

 
６
 
消
費
税
等
の
会
計
処
理
  

  
 
 
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
会
計
処
理
方
法
は
、
税
込
方
式
に
よ
っ
て
お
り
ま
す
。
  

 

７
 
そ
の
他
 

利
益
の
処
分
に
関
す
る
書
類
を
除
き
、
記
載
金
額
は
千
円
単
位
と
し
、
表
示
単
位
未
満
に
つ
い
て
は
切
り
捨
て
表
示
し
て
お
り
ま

す
。
 

  

Ⅱ
 
貸
借
対
照
表
関
係
 

  
１
 
賞
与
引
当
金
の
見
積
額
 

 
 
 
運
営
費
交
付
金
か
ら
充
当
さ
れ
る
べ
き
賞
与
引
当
金
の
見
積
額
は
、
78
,7
00
千
円
で
す
。
 

  
２
 
退
職
給
付
引
当
金
の
見
積
額
 

 
 
 
運
営
費
交
付
金
か
ら
充
当
さ
れ
る
べ
き
退
職
給
付
引
当
金
の
見
積
額
は
、
54
2,
64
6
千
円
で
す
。
 

  Ⅲ
 
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
関
係
 

  
１
  
資
金
の
期
末
残
高
の
貸
借
対
照
表
科
目
別
の
内
訳
  

  
 
 
令
和
４
年
３
月
３
１
日
 

現
金
及
び
預
金
 
 
 
46
0,
75
0
千
円
 

 
 
 
 
 
 
 
資
金
期
末
残
高
 
 
 
46
0,
75
0
千
円
 

  
２
 
重
要
な
非
資
金
取
引
の
内
容
 

  
 
 
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
に
よ
る
資
産
の
取
得
 
 
 
 
23
,4
70
千
円
 

  Ⅳ
 
行
政
サ
ー
ビ
ス
実
施
コ
ス
ト
計
算
書
関
係
  

   
１
 
引
当
外
賞
与
増
加
見
積
額
及
び
引
当
外
退
職
給
付
増
加
見
積
額
の
対
象
 

引
当
外
賞
与
増
加
見
積
額
及
び
引
当
外
退
職
給
付
増
加
見
積
額
の
中
に
は
、
福
岡
県
か
ら
の
派
遣
職
員
に
係
る
 

も
の
が
以
下
の
と
お
り
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
 

・
引
当
外
賞
与
増
加
見
積
額
の
う
ち
派
遣
職
員
に
係
る
額
  
  
  
  
  
18
5
千
円
 

 
 
 
・
引
当
外
退
職
給
付
増
加
見
積
額
の
う
ち
派
遣
職
員
に
係
る
額
 
 
 
4,
90
8
千
円
 

 

  
２
 
機
会
費
用
の
内
訳
 

 
 
 
設
立
団
体
に
係
る
額
 
 
 
11
,4
51
千
円
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Ⅴ
 
金
融
商
品
の
時
価
等
に
関
す
る
事
項
 

 

１
 
金
融
商
品
の
状
況
に
関
す
る
事
項
 

当
法
人
は
、
資
金
運
用
に
つ
い
て
は
預
金
等
に
限
定
し
て
お
り
ま
す
。
 

資
金
運
用
に
あ
た
っ
て
は
当
法
人
が
適
用
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
４
３
条
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
し
て
お
り
ま
す
が
、
公

債
・
社
債
及
び
株
式
等
は
保
有
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
 

 

２
 
金
融
商
品
の
時
価
等
に
関
す
る
事
項
 

期
末
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
計
上
額
、
時
価
及
び
こ
れ
ら
の
差
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
 

（
単
位
：
千
円
）
 

 
貸
借
対
照
表
 

計
上
額
（
＊
）
 

時
価
（
＊
）
 

差
額
（
＊
）
 

（
１
）
現
金
及
び
預
金
 

46
0,
75
0 

46
0,
75
0 

  
  
 ―

 

（
２
）
未
払
金
 

（
13
8,
13
6）

 
（
13
8,
13
6）

 
  
  
 ―

 

（
＊
）
負
債
で
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
（
 
 
）
で
表
示
し
て
お
り
ま
す
。
 

 （
注
）
金
融
商
品
の
時
価
の
算
定
方
法
 

（
１
）
現
金
及
び
預
金
 

こ
れ
ら
は
短
期
間
で
決
済
さ
れ
る
た
め
、
時
価
は
帳
簿
価
額
に
ほ
ぼ
等
し
い
こ
と
か
ら
、
当
該
帳
簿
価
額
に
よ
っ
て
お
り
ま

す
。
 

 
 
（
２
）
未
払
金
 

 
 
 
 
 
未
払
金
は
短
期
間
で
決
済
さ
れ
る
た
め
、
時
価
は
帳
簿
価
額
に
ほ
ぼ
等
し
い
こ
と
か
ら
、
当
該
帳
簿
価
額
に
よ
っ
て
お
り
ま

す
。
 

  Ⅵ
 
賃
貸
等
不
動
産
の
時
価
等
に
関
す
る
事
項
 

 
 
当
法
人
は
、
福
岡
県
田
川
市
に
お
い
て
、
賃
貸
等
不
動
産
を
保
有
し
て
お
り
ま
す
が
、
賃
貸
等
不
動
産
の
総
額
に
重
要
性
が
乏

し
い
た
め
、
注
記
を
省
略
し
て
お
り
ま
す
。
 

  Ⅶ
 
重
要
な
債
務
負
担
行
為
  

 
 
該
当
す
る
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。
  

  Ⅷ
 
重
要
な
後
発
事
象
  

  
 
該
当
す
る
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。
  

  Ⅸ
 
重
要
な
偶
発
事
象
 

会
計
年
度
末
時
点
で
、
当
法
人
（
外

1
名
）
が
過
労
自
死
損
害
賠
償
請
求
を
提
訴
さ
れ
、
係
争
中
の
も
の
が

1
件
（
請
求
額

88
,1
54

千
円
）
あ
り
ま
す
。
将
来
の
支
払
の
有
無
及
び
賠
償
額
に
つ
い
て
現
時
点
で
見
積
も
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
今
後
の
当
法
人
の

財
政
状
態
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
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令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

（
単

位
：

千
円

）

当
期

償
却

額
当

期
損

益
内

当
期

損
益

外

建
物

7
,1
1
5
,2
9
1

－
－

7
,1
1
5
,2
9
1

3
,1
5
8
,5
3
2

1
9
3
,6
3
0

1
8
,9
2
4

－
－

3
,9
3
7
,8
3
4

工
具

器
具

備
品

5
,9
4
0

－
－

5
,9
4
0

5
,2
5
8

9
8
6

－
－

－
6
8
1

計
7
,1
2
1
,2
3
1

－
－

7
,1
2
1
,2
3
1

3
,1
6
3
,7
9
1

1
9
4
,6
1
6

1
8
,9
2
4

－
－

3
,9
3
8
,5
1
5

建
物

3
3
8
,6
5
6

3
,2
5
1

－
3
4
1
,9
0
8

1
0
1
,5
0
8

1
4
,4
5
9

－
－

－
2
4
0
,3
9
9

構
築

物
8
3
7
,7
5
5

－
－

8
3
7
,7
5
5

6
4
9
,5
6
6

1
6
,4
1
3

－
－

－
1
8
8
,1
8
8

機
械

装
置

1
6
,5
9
9

－
－

1
6
,5
9
9

1
3
,9
2
2

1
,5
7
2

－
－

－
2
,6
7
6

工
具

器
具

備
品

3
2
4
,9
3
2

3
4
,1
0
0

4
9
,5
9
2

3
0
9
,4
4
0

2
0
6
,4
6
4

3
5
,4
0
0

－
－

－
1
0
2
,9
7
6

医
療

用
工

具
器

具
備

品
4
3
,7
6
9

－
9
9
1

4
2
,7
7
7

4
2
,6
6
9

1
1
7

－
－

－
1
0
8

図
書

7
7
3
,0
5
1

1
2
,2
7
9

3
,6
9
6

7
8
1
,6
3
4

－
－

－
－

－
7
8
1
,6
3
4

計
2
,3
3
4
,7
6
4

4
9
,6
3
1

5
4
,2
7
9

2
,3
3
0
,1
1
6

1
,0
1
4
,1
3
1

6
7
,9
6
3

－
－

－
1
,3
1
5
,9
8
4

土
地

1
,4
3
6
,3
0
2

－
－

1
,4
3
6
,3
0
2

－
－

－
－

－
1
,4
3
6
,3
0
2

美
術

品
1
5
0

－
－

1
5
0

－
－

－
－

－
1
5
0

計
1
,4
3
6
,4
5
2

－
－

1
,4
3
6
,4
5
2

－
－

－
－

－
1
,4
3
6
,4
5
2

土
地

1
,4
3
6
,3
0
2

－
－

1
,4
3
6
,3
0
2

－
－

－
－

－
1
,4
3
6
,3
0
2

建
物

7
,4
5
3
,9
4
8

3
,2
5
1

－
7
,4
5
7
,2
0
0

3
,2
6
0
,0
4
1

2
0
8
,0
9
0

1
8
,9
2
4

－
－

4
,1
7
8
,2
3
4

構
築

物
8
3
7
,7
5
5

－
－

8
3
7
,7
5
5

6
4
9
,5
6
6

1
6
,4
1
3

－
－

－
1
8
8
,1
8
8

機
械

装
置

1
6
,5
9
9

－
－

1
6
,5
9
9

1
3
,9
2
2

1
,5
7
2

－
－

－
2
,6
7
6

工
具

器
具

備
品

3
3
0
,8
7
2

3
4
,1
0
0

4
9
,5
9
2

3
1
5
,3
8
0

2
1
1
,7
2
3

3
6
,3
8
6

－
－

－
1
0
3
,6
5
7

医
療

用
工

具
器

具
備

品
4
3
,7
6
9

－
9
9
1

4
2
,7
7
7

4
2
,6
6
9

1
1
7

－
－

－
1
0
8

図
書

7
7
3
,0
5
1

1
2
,2
7
9

3
,6
9
6

7
8
1
,6
3
4

－
－

－
－

－
7
8
1
,6
3
4

美
術

品
1
5
0

－
－

1
5
0

－
－

－
－

－
1
5
0

計
1
0
,8
9
2
,4
4
9

4
9
,6
3
1

5
4
,2
7
9

1
0
,8
8
7
,8
0
0

4
,1
7
7
,9
2
3

2
6
2
,5
8
0

1
8
,9
2
4

－
－

6
,6
9
0
,9
5
2

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

6
3
,1
3
4

1
3
,1
6
8

9
,1
3
0

6
7
,1
7
2

4
9
,0
6
8

6
,6
2
1

－
－

－
1
8
,1
0
3

著
作

権
5
0
0

－
－

5
0
0

－
－

－
－

－
5
0
0

電
話

加
入

権
1
,4
6
8

－
－

1
,4
6
8

－
－

－
－

－
1
,4
6
8

計
6
5
,1
0
2

1
3
,1
6
8

9
,1
3
0

6
9
,1
4
0

4
9
,0
6
8

6
,6
2
1

－
－

－
2
0
,0
7
1

長
期

貸
付

金
1
,0
0
0

－
5
0
0

5
0
0

－
－

－
－

－
5
0
0

計
1
,0
0
0

－
5
0
0

5
0
0

－
－

－
－

－
5
0
0

（
1
）

固
定

資
産

の
取

得
及

び
処

分
、

減
価

償
却

費
（

「
第

8
7
　

特
定

の
償

却
資

産
の

減
価

に
係

る
会

計
処

理
」

及
び

「
第

9
1
資

産
除

去
債

務
に

係
る

特
定

の
除

去
費

用
等

の
会

計
処

理
」

に
よ

る
損

益
外

減
価

償
却

相
当

額
も

含
む

。
）

並
び

に
減

損
損

失
の

明
細

資
　

産
　

の
　

種
　

類
期

首
残

高
当

期
増

加
額

当
期

減
少

額
期

末
残

高

減
価

償
却

累
計

額
減

損
損

失
累

計
額

差
引

当
期

末
残

高
摘

　
要

有
形

固
定

資
産

（
特

定
償

却
資

産
以

外
）

有
形

固
定

資
産

（
特

定
償

却
資

産
）

非
償

却
資

産

有
形

固
定

資
産

合
計

無
形

固
定

資
産

（
特

定
償

却
資

産
以

外
）

投
資

そ
の

他
の

資
産
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号

該
当
事

項
は

あ
り

ま
せ

ん
。

(
3
)
　

有
価

証
券

の
明

細
(
3
)
－

1
　

流
動

資
産

と
し

て
計

上
さ

れ
た

有
価

証
券

該
当
事

項
は

あ
り

ま
せ

ん
。

(
3
)
－

2
　

投
資

そ
の

他
の

資
産

と
し

て
計

上
さ

れ
た

有
価

証
券

該
当
事

項
は

あ
り

ま
せ

ん
。

(
4
)
　

長
期

貸
付

金
の

明
細

（
単
位
：

千
円
）

そ
の

他
長

期
貸

付
金

特
別

奨
学

金

計

注
）
1
.
期

末
残

高
に

は
、

一
年

以
内

に
回

収
期

日
を

む
か
え
る
た
め
流
動
資
産
に
振
り
替
え
た
金
額
1
0
0
千
円
を
含
み
ま
す
。

　
　
2
.
償

却
額

は
返

済
免

除
者

2
名

（
5
0
0
千

円
）

に
よ

る
も
の
で
す
。

(
5
)
　

長
期

借
入

金
の

明
細

該
当
事

項
は

あ
り

ま
せ

ん
。

(
6
)
　

公
立

大
学

法
人

債
の

明
細

該
当
事

項
は

あ
り

ま
せ

ん
。

(
7
)
　

引
当

金
の

明
細

（
単
位
：

千
円
）

徴
収

不
能

引
当

金

計

(
8
)
資

産
除

去
債

務
の

明
細

該
当
事

項
は

あ
り

ま
せ

ん
。

(
9
)
　

保
証

債
務

の
明

細

該
当
事

項
は

あ
り

ま
せ

ん
。

3
8
2

-
-

区
分

目
的
使
用

そ
の
他

期
首

残
高

3
8
2

-
3
8
2

1
,
2
0
0

-
1
0
0

5
0
0

6
0
0

-

1
,
2
0
0

-
1
0
0

5
0
0

6
0
0

注
）

区
分

期
首

残
高

当
期

増
加

額
当
期
減
少
額

期
末
残
高

摘
要

回
収
額

償
却
額

当
期

増
加

額
当
期
減
少
額

期
末
残
高

摘
要

-
3
8
2

-

(
2
)
　

た
な

卸
資

産
の

明
細
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号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

(
1
0
)
　

資
本

金
及

び
資
本

剰
余

金
の

明
細

（
単
位
：
千
円

）

設
立

団
体

(
福

岡
県

)
出

資
金

計

目
的

積
立

金

無
償

譲
与

寄
附

金
等

設
立

団
体

(
福

岡
県

)
出

資
金

計

損
益

外
減

価
償

却
累

計
額

損
益

外
減

損
損

失
累

計
額

差
引

計

(
1
1
)
　

積
立

金
等

の
明
細

及
び

目
的

積
立

金
の

取
崩

し
の

明
細

(
1
1
)
－

1
　

積
立

金
の

明
細

（
単
位
：
千
円

）

注
）

(
1
1
)
－

2
　

目
的

積
立

金
の

取
崩

し
の

明
細

6
,
8
9
7

6
,
8
9
7

期
首

残
高

当
期
増
加
額

当
期
減
少
額

6
,
8
9
7

6
3
,
9
9
3

注
）

教
育

研
究

等
改

善
目

的
積

立
金

の
当

期
増

加
額

6
3
,
9
9
3
千

円
は

、
令
和
２
年
度
に
発
生
し
た
当
期
総
利
益
を
県
知
事
の
承
認
を
受
け
て
積
立
金
と
し
て
整
理
し
た

　
こ

と
に

よ
る

も
の

で
す

。
　

　
ま

た
、

前
中

期
目
標

期
間

繰
越

積
立

金
の

当
期

減
少

額
6
,
8
9
7
千

円
は
、
中
期
目
標
期
間
の
教
育
研
究
の
質
の
向
上
及
び
組
織
運
営
の
改
善
に
充
当
し
た
も
の
で
す
。

　
　

修
繕

費
6
,
8
9
7

　
一

般
管

理
費

教
育

施
設

等
整

備
事

業
計

摘
要

注
）

期
末
残
高

7
8
,
4
2
1

合
計

6
,
8
9
7

積
立

金
の

名
称

及
び

事
業

名

地
方

独
立

行
政

法
人

法
第

4
0
条

第
4

項
積

立
金

(
前

中
期

目
標

期
間

繰
越

積
立

金
)

6
1
,
5
8
5

-
6
,
8
9
7

5
4
,
6
8
8

1
3
3
,
1
1
0

前
中

期
目

標
期

間
繰
越
積
立
金

計
7
6
,
0
1
4

▲
 
2
,
9
2
3
,
4
2
7

▲
 
1
9
4
,
6
1
6

-
▲
 
3
,
1
1
8
,
0
4
4

区
　

分

地
方

独
立

行
政

法
人

法
第

4
0
条

第
3

項
積

立
金

（
教

育
研

究
等

改
善

目
的

積
立

金
）

1
4
,
4
2
8

6
3
,
9
9
3

-

▲
 
2
,
9
6
9
,
1
7
5

▲
 
1
9
4
,
6
1
6

-
▲
 
3
,
1
6
3
,
7
9
1

▲
 
1
8
,
9
2
4

-
-

▲
 
1
8
,
9
2
4

▲
 
3
,
2
6
5

-
-

▲
 
3
,
2
6
5

6
4
,
6
7
2

-
-

6
4
,
6
7
2

1
5
0

-
-

1
5
0

資
本

剰
余

金

6
6
,
3
1
9

-
-

6
6
,
3
1
9

1
,
4
6
8

-
-

1
,
4
6
8

-
8
,
5
3
0
,
2
2
0

8
,
5
3
0
,
2
2
0

-
-

8
,
5
3
0
,
2
2
0

資
本

金

8
,
5
3
0
,
2
2
0

-

区
　

分
期

首
残

高
当
期
増
加
額

当
期
減
少
額

期
末
残
高

摘
要

（
単
位
：
千
円
）
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号

(
1
2
)
　

運
営

費
交

付
金

債
務

及
び

運
営

費
交

付
金

収
益

の
明

細

(
1
2
)
－

1
　

運
営

費
交

付
金

債
務

の
明

細

(
単

位
：

千
円

)

運
営

費
交

付
金

収
益

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

資
本

剰
余

金
小

　
計

平
成

3
0
年

度
3
,
9
2
7

-
-

-
-

-
3
,
9
2
7

令
和

元
年

度
7
,
1
4
3

-
-

-
-

-
7
,
1
4
3

令
和

２
年

度
4
5
,
6
3
2

-
9
,
8
3
1

-
-

9
,
8
3
1

3
5
,
8
0
1

令
和

３
年

度
-

1
,
1
0
8
,
3
2
0

1
,
0
7
6
,
5
4
4

-
-

1
,
0
7
6
,
5
4
4

3
1
,
7
7
5

合
　

計
5
6
,
7
0
3

1
,
1
0
8
,
3
2
0

1
,
0
8
6
,
3
7
5

-
-

1
,
0
8
6
,
3
7
5

7
8
,
6
4
7

(
1
2
)
－

2
　

運
営

費
交

付
金

収
益

(
単

位
：

千
円

)

業
務

等
区

分
令

和
２

年
度

交
付

分
令

和
３

年
度

交
付

分
合

計

期
間

進
行

基
準

に
よ

る
も

の
-

9
5
1
,
2
9
8

9
5
1
,
2
9
8

費
用

進
行

基
準

に
よ

る
も

の
9
,
8
3
1

1
2
5
,
2
4
6

1
3
5
,
0
7
7

合
 
 
計

9
,
8
3
1

1
,
0
7
6
,
5
4
4

1
,
0
8
6
,
3
7
5

期
末

残
高

当
期

振
替

額

期
首

残
高

交
付

金
当

期
交

付
額

交
付

年
度
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号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

(
1
3
)
　

地
方

公
共

団
体

等
か

ら
の

財
源

措
置

の
明

細
(
1
3
)
－

1
　

特
定

施
設

費
の

明
細

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

(
1
3
)
－

2
　

補
助

金
等

の
明

細

建
設
仮
勘
定

見
返
補
助
金
等

資
産
見
返

補
助
金
等

資
本
剰
余
金

長
期
預
り

補
助
金
等

収
益
計
上

田
川
市
公
開
講
座

田
川
市

直
接
経
費

－
3
0
0

－
－

－
－

3
0
0

－

施
設
整
備
費
等
補
助
金
（
図
書
館
2
階

空
調
更
新
工
事
）

福
岡
県

直
接
経
費

－
2
,
4
9
7

－
2
,
4
9
7

－
－

－
－

施
設
整
備
費
等
補
助
金
（
ア
ザ
レ
ア

寮
電
気
温
水
器
更
新
工
事
）

福
岡
県

直
接
経
費

－
7
,
1
8
7

－
－

－
－

7
,
1
8
7

－

施
設
整
備
費
等
補
助
金
（
大
講
義
室

映
像
音
響
設
備
更
新
工
事
）

福
岡
県

直
接
経
費

－
1
0
,
1
4
6

－
2
,
5
3
0

－
－

7
,
6
1
6

－

施
設
整
備
費
等
補
助
金
（
体
育
館
防

水
工
事
）

福
岡
県

直
接
経
費

－
1
3
,
8
2
3

－
－

－
－

1
3
,
8
2
3

－

医
療
施
設
運
営
費
等
補
助
金
（
特
定

行
為
）

厚
生
労
働
省

直
接
経
費

－
1
,
3
4
5

－
－

－
－

1
,
3
4
5

－

直
接
経
費

－
3
5
,
2
9
8

－
5
,
0
2
7

－
－

3
0
,
2
7
1

－

当
期
交
付
決
定

額
　
 
 
1
7
,
5
4
3
千

円

当
期
交
付
決
定

額
　
　
3
0
0
千
円

当
期
交
付
額

当
期
振
替
額

期
末
残
高

合
計

当
期
交
付
決
定

額
　
　
3
9
,
5
9
0
千
円

当
期
交
付
決
定

額
　
　
1
,
3
4
5
千
円

当
期
交
付
決
定

額
　
　
3
,
0
6
9
千
円

当
期
交
付
決
定

額
　
　
7
,
1
8
7
千
円

当
期
交
付
決
定

額
　
　
1
0
,
1
4
6
千
円

摘
要

（
単

位
：

千
円

）

名
称

交
付
元

経
費
の
別

期
首
残
高
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号

（
単

位
：

千
円

、
人

）

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)

注
）

(
1
5
)
　

開
示

す
べ

き
セ

グ
メ

ン
ト

情
報

　
　

　
　

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

2
9

3
8
,
9
3
4

1
2
,
1
6
1

1

計

常
　

勤

非
常

勤

－
－

－

2
9

3
8
,
9
3
4

1
2
,
1
6
1

非
常

勤

非
常

勤
6
8
,
4
9
9

1
2
6
,
6
5
9

4
1
,
7
4
3

1
3
8

5
,
9
0
2

1
.
役
員
に
対
す
る
報

酬
は

、
公

立
大

学
法

人
福

岡
県

立
大

学
役

員
報

酬
規

程
に

基
づ

き
算

出
さ

れ
ま

す
。

－ － － －

1
8
,
2
3
8

3
8
,
9
3
4

合
　

計

9
9
0
,
1
9
7

1
1
0
,
9
4
3

1
,
1
0
1
,
1
4
1

7
0

1
2
9

8
5

2
1
4

－
－

2
5
2
,
6
7
5

1
6
8
,
4
0
3

2
5
2
,
6
7
5

(
1
4
)
　

役
員

及
び

職
員

の
給

与
の

明
細

区
 
分

報
酬

又
は

給
与

等
法

定
福

利
費

退
職

給
付

支
給

額
支

給
人

員
支

給
額

支
給

額
支

給
人

員

2
5
,
2
5
0

2

－ －
1
,
2
7
8

役
　

員

常
　

勤

非
常

勤

6

－ －

1 6

－

－

7
0
0

4

－ －

8
3
8
,
2
8
7

教
　

員

常
　

勤

－ 3
2

－ －
5
,
7
3
0

1
4
0
,
4
5
2

2
5
2
,
6
7
5

2
9

－

2
9

4
6
0

－－
1
,
2
7
8

1
3
4
,
7
2
1

6

－

1
0
6

職
　

員

常
　

勤

9
0
6
,
7
8
7

1

－ －

－ 4
9

－ －

－

－ 2
1

－

－

4
6
0

1
2
,
1
6
1

1
8
,
2
3
8

－

1
9
,
9
0
7

1
8
,
6
9
8

2
5
,
8
0
9

1
5
5
,
9
0
8

1 71

－

1
8
,
6
9
8

1
1
,
6
3
2

1
6
7
,
5
4
0

－

7

2
.
教
職
員
の
給
与
及

び
退

職
手

当
は

、
公

立
大

学
法

人
福

岡
県

立
大

学
職

員
給

与
規

程
、

公
立

大
学

法
人

福
岡

県
立

大
学

教
員

年
俸

規
程

及
び

公
立

大
学

法
人

福
岡

県
立

大
学

非
常

勤
 
職
員
等
賃
金
規
程
に
基

づ
き

算
出

さ
れ

ま
す

。
な

お
、

退
職

手
当

は
給

料
月

額
に

勤
続

期
間

を
勘

案
し

て
算

出
さ

れ
ま

す
。

3
.
年
間
平
均
支
給
人

員
数

を
記

載
し

て
お

り
ま

す
。

4
 
上
段
括
弧
内
に
は

、
承

継
職

員
等

に
係

る
金

額
及

び
支

給
人

員
を

内
数

で
記

載
し

て
お

り
ま

す
。

－ －

2
5
2
,
6
7
5

－ － －

－

－
－

－
－

－

計
－

2
5
,
9
5
0

3
8
,
9
3
4

1
2
,
1
6
1

1

計

－
－

－
－

－

計
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第

34
4 

号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

(
1
6
)
　
業
務
費
及
び
一
般

管
理

費
の

明
細

（
単

位
：

千
円

）

教
育

経
費

　
受
託
事
業
費

消
耗

品
費

2
9
,
7
2
1

 
消
耗
品
費

1
6
1

備
品

費
7
,
5
5
1

 
備
品
費

1
9
9

印
刷

製
本

費
1
0
,
4
0
2

 
印
刷
製
本
費

9
9

水
道

光
熱

費
1
4
,
7
7
4

 
旅
費
交
通
費

6
1

旅
費

交
通

費
7
,
8
2
9

 
通
信
運
搬
費

1
9
4

通
信

運
搬

費
2
,
5
7
2

 
報
酬
・
委
託
・
手
数
料

2
賃

借
料

3
,
7
3
9

 
租
税
公
課

4
5

福
利

厚
生

費
2
,
5
9
9

7
6
5

保
守

費
7
,
3
4
8

修
繕

費
2
,
0
5
7

損
害

保
険

料
1
0
4

広
告

宣
伝

費
6
7
1

行
事

費
1
1

役
員
人
件
費

会
議

費
2

常
勤
役
員
人
件
費

報
酬

・
委

託
・
手
数
料

2
8
,
1
5
4

報
酬

1
8
,
8
3
2

奨
学

費
8
0
,
8
4
8

賞
与

6
,
4
1
8

減
価

償
却

費
2
4
,
7
0
5

法
定
福
利
費

1
,
2
7
8

2
6
,
5
2
9

雑
費

2
5
2

非
常
勤
役
員
人
件
費

工
事

費
3
,
8
9
2

報
酬

7
0
0

7
0
0

諸
会

費
7
3
2

2
7
,
2
2
9

租
税

公
課

1
0

2
2
7
,
9
8
2

教
員
人
件
費

研
究

経
費

常
勤
教
員
人
件
費

消
耗

品
費

2
2
,
3
8
4

給
料

6
1
7
,
0
3
6

備
品

費
6
,
7
7
6

賞
与

2
2
1
,
2
5
0

印
刷

製
本

費
1
,
4
0
2

退
職
給
付
費
用

1
8
,
2
3
8

水
道

光
熱

費
3
,
3
9
0

法
定
福
利
費

1
3
4
,
7
2
1

9
9
1
,
2
4
7

旅
費

交
通

費
1
,
0
4
2

通
信

運
搬

費
2
,
3
1
2

非
常
勤
教
員
人
件
費

福
利

厚
生

費
2

給
料

6
3
,
6
2
3

保
守

費
1
5

賞
与

4
,
8
7
5

修
繕

費
7
9

法
定
福
利
費

5
,
7
3
0

7
4
,
2
3
0

損
害

保
険

料
2
3

1
,
0
6
5
,
4
7
7

会
議

費
1

報
酬

・
委

託
・
手
数
料

2
,
7
7
5

減
価

償
却

費
1
3
,
7
8
9

職
員
人
件
費

工
事

費
1
6

常
勤
職
員
給
与

諸
会

費
6
,
0
8
5

給
料

9
5
,
6
0
3

雑
費

1
5

賞
与

3
1
,
0
5
5

6
0
,
1
1
4

退
職
給
付
費
用

4
6
0

法
定
福
利
費

1
9
,
9
0
7

1
4
7
,
0
2
7

非
常
勤
職
員
給
与

給
料

3
3
,
0
3
9

教
育

研
究

支
援

経
費

賞
与

8
,
7
0
3

消
耗

品
費

2
,
1
1
8

法
定
福
利
費

5
,
9
0
2

4
7
,
6
4
5

備
品

費
1
,
0
8
1

1
9
4
,
6
7
3

水
道

光
熱

費
3
,
8
2
8

通
信

運
搬

費
1
1
2

賃
借

料
6
,
3
7
1

報
酬

・
委

託
・
手
数
料

2
3
,
3
2
8

一
般
管
理
費

減
価

償
却

費
1
,
7
4
7

消
耗
品
費

1
0
,
6
3
9

諸
会

費
2
2
2

備
品
費

3
,
4
6
5

図
書

費
3
,
6
9
6

印
刷
製
本
費

4
4
9

4
2
,
5
0
6

水
道
光
熱
費

1
5
,
4
2
4

旅
費
交
通
費

1
,
2
1
3

通
信
運
搬
費

1
,
3
4
9

賃
借
料

2
,
0
6
4

車
両
燃
料
費

1
9

福
利
厚
生
費

1
,
1
9
9

保
守
費

2
5
,
9
9
7

修
繕
費

3
1
,
3
2
5

損
害
保
険
料

1
,
3
6
8

会
議
費

1
0

報
酬
・
委
託
・
手
数
料

8
5
,
3
5
6

租
税
公
課

1
,
2
6
7

減
価
償
却
費

3
4
,
3
4
2

雑
費

5
6

食
糧
費

1
3
3

工
事
費

1
6
,
2
4
3

諸
会
費

2
,
8
6
6

2
3
4
,
7
9
4
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令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日
第

34
4 

号

(
1
7
)
 
 
寄

附
金

の
明

細
（

単
位

：
千

円
）

(
1
8
)
 
 
受

託
研

究
の

明
細

(
1
9
)
 
 
共

同
研

究
の

明
細

(
2
0
)
 
 
受

託
事

業
等

の
明

細
（

単
位

：
千

円
）

経
費

の
別

直
接

経
費

間
接

経
費

直
接

経
費

間
接

経
費

直
接

経
費

間
接

経
費

直
接

経
費

間
接

経
費

直
接

経
費

間
接

経
費

直
接

経
費

間
接

経
費

直
接

経
費

間
接

経
費

直
接

経
費

間
接

経
費

(
2
1
)
 
 
科

学
研

究
費

補
助

金
等

の
明

細

（
単

位
：

千
円

）

注
）

間
接

経
費

相
当

額
を

記
載

し
、

直
接

経
費

相
当

額
に

つ
い

て
は

外
数

と
し

て
（

 
 
）

内
に

記
載

し
て

お
り

ま
す

。

区
分

当
期

受
入

額
件

数
（

件
）

摘
要

4
,
8
4
0

4
3

注
）

合
　

計
4
,
8
4
0

4
3

注
）

当
期

受
入

額
に

は
現

物
寄

付
1
,
2
4
6
千

円
（

3
3
件

）
を

含
ん

で
お

り
ま

す
。

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。

委
託
者

等
期
首

残
高

当
期

受
入

額
受

託
事

業
等

収
益

期
末

残
高

地
方
公
共
団

体
（
設
置
団
体

）
-

9
9
0

9
9
0

-
-

-
-

-
地
方
独
立
行
政
法
人

等
（
設
置
団
体

）
-

-
-

-
-

-
-

-
地
方
公
共
団
体
等

（
設
置
団
体
以

外
）

-
-

-
-

-
-

-
-

国
-

-
-

-
-

-
-

-
独
立
行
政
法
人
・

国
立
大
学
法

人
-

-
-

-
-

-
-

-

株
式
会
社
等

-
-

-
-

-
-

-
-

そ
の
他

-
-

-
-

-
-

-
-

合
　
計

-
9
9
0

9
9
0

-
-

-
-

-

種
目

当
期

受
入

額
件

数
摘

要

基
盤

研
究

Ｂ
6
1
8

1
1

（
3
,
6
0
5
）

基
盤

研
究

Ｃ
8
,
5
2
0

5
1

（
3
9
,
6
0
1
）

若
手

研
究

Ｂ
－

1
（

2
3
4
）

若
手

研
究

3
,
0
3
6

1
0

（
1
2
,
5
1
2
）

研
究

活
動

ス
タ

ー
ト

支
援

4
2

1
（

2
,
0
0
0
）

国
際

共
同

研
究

強
化

（
B
）

6
1

1
（

1
,
8
6
0
）

厚
生

労
働

省
－

4
（

7
,
9
8
0
）

合
　

計
1
2
,
2
7
9

7
9

（
6
7
,
7
9
4
）
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4 

号
令

和
４

年
10

月
28

日
　

金
曜

日

(
2
2
)
　

上
記

以
外

の
主

な
資

産
、

負
債

、
費

用
及

び
収

益
の

明
細

①
現

金
及

び
預

金
（

単
位

：
千

円
）

②
資

産
見

返
物

品
受

贈
額

の
明

細
（

単
位

：
千

円
）

③
未

　
払

　
金

（
単

位
：

千
円

）

区
　

分
金

　
額

摘
　

要

現
金

-

普
通

預
金

4
6
0
,
7
5
0

合
　

計
4
6
0
,
7
5
0

区
　

分
金

　
額

摘
　

要

建
物

に
係

る
分

4
7
,
1
3
0

構
築

物
に

係
る

分
1
7
5
,
3
6
6

医
療

用
工

具
器

具
備

品
に

係
る

分
0

工
具

器
具

備
品

に
係

る
分

0

図
書

に
係

る
分

5
4
5
,
4
2
0

合
　

計
7
6
7
,
9
1
7

区
　

分
金

　
額

摘
　

要

人
件

費
3
1
,
3
9
3

固
定

資
産

8
,
6
5
6

そ
の

他
9
8
,
0
8
7

合
　

計
1
3
8
,
1
3
6




